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本件を原々審である札幌高等裁判所に差し戻すことと

し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官岡正晶裁判官安浪亮介裁判官

堺 徹裁判官宮川美津子裁判官中村愼）

裁判例

刑事

◎第1審の有罪判決をした裁判官が当該被
告事件の控訴裁判所のする保釈に関する

裁判に関与することの適否

件名保釈請求却下決定に対する異議申立て棄却決

定に対する特別抗告事件

’
最高裁判所令和7年（し）第328号

令和7年5月21日第一小法廷決定その他

申立人甲

原審札幌高等裁判所

主 文

原決定及び原々決定を取り消す。

本件を札幌高等裁判所に差し戻す。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法37条1項違反、判例違反

をいうほかは、単なる法令違反、事実誤認の主張であ

る。

所論に鑑み、職権で判断する。

記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札

幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をし

た裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定を

し、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定

をしたことが明らかである。

しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件

の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について

前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文

の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする

保釈に関する裁判に関与することは、控訴裁判所の裁

判官としての職務の執行に当たる。そうすると、第_]‐

審の右罪半II決券Lた栽半ll官は．刑訴法20条に上り‐

当該椴告事件の枠訴裁判所のする保釈に閏寸-ろ裁判に

ついての職務の執行から除斥まれろし鯉するのが相当

である曇

したがって、職務の執行から除斥されるべき裁判官

が関与してされた原々決定及びこれを是認した原決定

には、刑訴法20条の解釈適用を誤った違法があり、

これが決定に影響を及ぼし、これを取り消さなければ

著しく正義に反すると認められる。

よって、その余の抗告趣意について判断するまでも

なく、刑訴法411条1号を準用し、同法434条、
426条2項により、原決定及び原々決定を取り消し、

1
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｢一
I

とは、次の(1)～(3)など判示の事情の下では、特許

法101条1号にいう 「譲渡等」に当たる。

(1)上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、

上記サービスの提供を受けるために、上記サー

ビスに係る動画を視聴するためのウェブページ

にアクセスすると当然に行われる。

(2) 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整

等することにより、コメントの読みにくさを低

減させるという効果を奏するものであるところ、

上記サービスは、上記の配信及びそれに引き続

く上記プログラムの上記端末へのインストール

によって、上記装置が我が国の領域内で生産さ

れ、それが使用されるようにし、我が国におい

て、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴

させるものである。

(3) Xが上記特許権を有することとの関係で、上記

の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないとい

うべき事情はうかがわれない。

最高裁判所判例要旨

民事

動画共有サービスを提供するため、

米国所在のサーバからインターネッ
トを通じてユーザが使用する我が国

所在の端末にプログラムを配信する
ことが、特許法2条3項1号にいう

「電気通信回線を通じた提供」に当

たるとされた事例

動画共有サービスを提供するため、

米国所在のサーバからインターネッ
トを通じてユーザが使用する我が国

所在の端末にプログラムを配信する
ことが、特許法101条1号にいう

「譲渡等」に当たるとされた事例

○1

2

○民法709条の不法行為を構成する行為

は宗教法人法81条1項1号にいう 「法
令に違反」する行為に当たるか

|雛
(受）第14号、第15号
3 ． 3二小判棄却
巻3号本誌1859号

1 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国

所在のサーバから、インターネットを通じ、ユー

ザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有す

る特許権に係るプログラムの発明の技術的範囲に

属するプログラムを配信することは、次の(1)～(3)

など判示の事情の下では、特許法2条3項1号に

いう 「電気通信回線を通じた提供」に当たる。

（1）上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、

上記サービスの提供を受けるために、上記サー

ビスに係る動画を視聴するためのウェブページ

にアクセスすると当然に行われる。

（2）上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整

等することにより、コメントの読みにくさを低

減させるという効果を奏するものであるところ、

上記サービスは、上記の配信により上記端末に

インストールされた上記プログラムを利用する

ことにより、我が国において、上記の調整等が

された動画をユーザに視聴させるものである。

(3) Xが上記特許権を有することとの関係で、上記

の配信が、xに経済的な影響を及ぼさないとい

うべき事情はうかがわれない。

2 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国

所在のサーバから、インターネットを通じ、ユー

ザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有す

る特許権に係る装置の発明の技術的範囲に属する

装置の生産にのみ用いるプログラムを配信するこ

令和6年（許）第3 1号
令7 ． 3 ． 3－小決棄却
民集79巻3号本誌1859号

ト

民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法

人法81条1項1号にいう 「法令に違反」する行為に

当たる。

○都道府県警察所属の警部補が自殺した場

合において、当該都道府県警察を置く都

道府県が、上記警部補の上司らが上記警
部補の心身の健康を損なうことがないよ

う注意する義務に違反したことを理由と

して国家賠償法1条1項に基づく損害賠
償責任を負うとされた事例

令和5年（受）第927
令7．3．7二小判破棄差戻
民集79巻3号本誌1859

号
し
号

都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、

次の(1)～(6)など判示の事情の下では、当該都道府県警

察を置く都道府県は、上記警部補の上司らが上記警部

補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務

に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基

づく損害賠償責任を負う。

(1)上記警部補の自殺直前の1か月間における時間外

2
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鴬鮮篁ぁ鰹鎚縦I謝蹴＆ 記事
えるに至っており、上記警部補が自殺直前の時期

に行っていた業務の量は、従前から行っていた業◎人事異動
務に相当程度の負荷を伴う複数の業務が加わるこ

とによって大きく増加していた。 東京地方裁判所判事 太田健介

(2)上記警部補は、 自殺直前の1か月間に、僅か1日 東京家庭・地方裁判所立川支部判事

の休みを挟んで14日間もの連続勤務を2回にわ 知的財産高等裁判所判事 本吉弘行

たり行っており、これらの連続勤務の中には、拘知的財産高等裁判所判事

束時間が24時間に及ぶ当直の勤務がそれぞれ5 東京地方裁判所判事 安岡美香子

回含まれていた上、上記警部補は、各当直明けの前橋家庭・地方裁判所太田支部判事

非番の日にも相当の時間の勤務を行った。 東京地方裁判所判事 高津戸拓也

(3)上記警部補が自殺の当時発症していたうつ病エビ東京高等裁判所判事

ソードについて、上記警部補が自殺直前の時期に 千葉家庭裁判所判事 菅家忠行

行っていた業務のほかには、その発症に寄与した依願退官

と解すべき事情はうかがわれない。 東京家庭・地方裁判所立川支部判事 馬場純夫

性）上記上司らは、上記警部補について上記の複数の ． （以上5月30日）

業務が加わったことを当然に把握している立場に依願退官（退官後在外公館）

あった上、上記警部補が勤務する交番の勤務日誌 事務総局刑事局付 庄司真人

を閲覧し、上記上司らのうち1人は上記警部補か 事務総局家庭局付 風間直樹

ら時間外勤務実績報告書の提出も受けていた。 （以上5月31日）

(5)上記上司らのうち1人は、上記警部補が自殺の3 定年退官

か月ほど前に受けたストレス診断で最低評価となっ 東京簡易裁判所判事 内山修

ていたことを知っていた。 （6月1日）

(6)上記上司らは、上記警部補の負担を軽減するため広島高等裁判所松江支部長

の具体的な措置を講じていない。 静岡地方・家庭裁判所沼津支部長． 寺本昌広

（補足意見がある。 ） 静岡地方・家庭裁判所沼津支部長
東京地方・家庭裁判所立川支部判事 前田英子

○子ども。子育て支援法29条5項から7 東京地方.家庭裁判所立川支部判事
項までに定める制度の下において、同条 東京高等裁判所判事 古谷健二郎
1項に規定する特定地域型保育事業者が 依願退官
市町村に対して有する地域型保育給付費 広島高等裁判所松江支部長 松谷佳樹
に相当する額の金員の支払を求める債権 大阪地方･家庭裁判所判事補 加藤雄大
は、同法17条にいう 「子どものための （以上6月2日）

教育・保育給付を受ける権利」に当たる
か

||臺灘:
(許）第12号
9二小決破棄自判
号本誌1860号

－
１
１
‐

一

一
〆
斗
Ｆ
ｊ
ｌ

子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定

める制度の下において、同条1項に規定する特定地域

型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付

費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法1

7条にいう 「子どものための教育・保育給付を受ける

権利」に当たらない。

（補足意見がある。 ）

3
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標
記
の
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
が
、
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
に
公
布
さ

れ
ま
し
・
た
。
こ
の
法
律
は
、
附
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
規
定
す
る
も
の
を

除
き
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

は
令
和
七
年
六
月
十
二
日
か
ら
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定

は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
九

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
は
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年

法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
は
前
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
又
は
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
近
年
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
進
展
及
び
普
及
の
状
況
等
に
鑑
み
、
刑

事
手
続
等
に
関
与
す
る
国
民
の
負
担
軽
減
並
び
に
手
続
の
円
滑
化
及
び
迅
速
化
に
資
す
る
た

め
、
手
続
に
お
い
て
取
り
扱
う
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
と
し
て
の
作
成
等
及
び
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
る
発
受
並
び
に
対
面
で
行
わ
れ
る
手
続
に
つ
い
て
映

像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
電
磁
的
記

録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
文
書
に
対
す
る
信
頼
を
害
す
る
行
為
等
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
の

整
備
、
犯
罪
収
益
の
新
た
な
没
収
の
裁
判
の
執
行
等
の
手
続
の
整
備
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
の

通
信
傍
受
の
対
象
事
件
の
範
囲
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
す
。

◎
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

《
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
つ
い
て
》

（
令
和
七
年
五
月
二
三
日
公
布
法
律
第
三
九
号
）

法
律
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

法

律

等
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(令和7年6月2日現在）

最高裁判所

長 官
第一小法廷

栽判官

城判官

蛾判官
裁判宮
栽判宮

今崎幸彦

節二小法廷

栽判官

蚊判官
狼判官

独判官
袖判官

踊三小法廷

独判官
栽判官
裁判官

裁判官
裁判官

安浪亮介
岡 正品

堺 徹

富川美津子
中村 槙

今崎幸底

三浦 守
岡村和笑
尾島 明
高須甑一

他
附
子
博
洋

理

克
遊
恵
公
正

賀
過
兼
木

宇
林
渡
石
平

首席洲壷噛

上席澗遊宮
上席剛在官
上席爵壷宙

禍
岡
中
川

井
嫡
丸
田

章
克
宏

代
彦
隆
一

事務総局
事務総長

容厳宙
デジタル審雛官
家庭審離官
事務総局参事官
秘書腺長
広報牒畏(兼）

司法研修所 最高裁判所図害館

館長(旅）
剛館長

氏木原司
坂口 亨

榎本光宏
西川裕巳

隅場俊宏

桶島直之
湘島直之

総務局長
人1F局長

経理局長
民獅局長

刑癖局長

行政局長(兼）
家庭局長

小野寺真

徳岡
染谷武

福田千
平城文
協田千
馬渡直

真也

治
武童

千恵子
文啓

千恵子
直・史

所 長
蛎務局長
聯務局次長
裁判所職員総合研修所

所 長
事務局長
事務局次長

手帆あさみ

石井芳明
小池焚智子

平城文啓
菊地雅彦

江原健志

青柳年泰
古腿友紀子

辨務局長
珈務局次長

事務局長
事務局次畏

恥務局長
聯務周次畏 庁 名 ｜長官所長｜職繍畠庁 名 長官・所長 庁 名 長官・所畏 庁 弔 災簡.・所長

東京高等

知的財産商等
東京地方

堀田

本多
後藤

哉
成
健

境
知

和波宏典
大和谷教

岩崎光宏

山恨克彦
北島康弘
晶野俊也

松村啓秀
（蜘偶本和美

内野洋
大椰寛久
佐藤弘行
嫌)北島康弓4

宮漂康弘
三吉真理子

山崎 毅
(兼)加茂容子

八幡有紀

土屋智美
(銅加茂容子

河上基也

橘本成一郎
(航)森秀樹

栫 礼和
柏木 直
（舷)恋秀樹

山田雅彦

禰井和也
(紋)4ﾘﾘI利香

寺榔英肥
落合真人
(爺ﾙjﾘ11利香

大沼 剛

坂野喜隆

浅沼浩幸

片桐真由美
岸英範

卿、隆史
(蜘岸英範

塚田浩崇
閲 俊二

田村光希雄
安原香里
渡遜堅司

今田義紀
寄木孝之
(兼)高機唾子

播爪智子
三角 宏
(蜘高檎聡子

伊藤竜太郎
土佃林太郎
〈鯛大野真生

(舷》伊藤竜太郎

〈兼)大野真生

〈荘)土田林太郎

鵬潔 剛

栗林昭
（雑)北山拓郎

（旅)保坂隆典

（兼)黒浄剛

北山拓郎
（舷)栗林電

（銅保坂隆典

森岡泰彦

田辺美帆
植木鮭遮
森田啓裕

松本茂太

(兼>大西章拉

白井寛帆
木村祐司

下村義之
森谷尚樹
今村消二
望月玲子

半野勇樹
福岡邦之
(瀬堀江源一

石田一樹

堀川1叩司
(兼)堀江源－

佐藤広希

岩口伸一
(鯛藤原悟志

(兼)佐藤広拾

藤原悟志
(兼)岩口伸一

坂田幸二
大向敏正
（兼)伊藤俊史

(兼)坂田幸二

伊藤俊史
(舷)大向敏正

寺妹功

砂川朋子
(勅森漂哲也

〈兼)寺姥功

森澤哲也
(兼>砂川鵬子

柵島 宏

宇野勝浩
岡田健三

贋深燕孝
川上孝之
氷吉 聰
大脇他司
大柵竃一郎
山名 聡

島沖美弘
豊田政昭
田渕催一

遠藤愛
〈雑》吉岡正博

(鯛閥渕修一

(鯛遠藤鍵

〈鋤古田正博

笠岡英樹
和田祐介
(減)東英和

〈兼)笠岡英樹

く兼)東英和

(彼)和田祐介

谷地田牧子

墹子政恵

田母神秀一
門脇浩樹

森其紀技

平塚慈隆

加藤孝宗
嫌)松標美香

(舷)平塚慈隆

松浮美香
(舷)加藤孝宗

田豊 明

泉 龍也
(賊)大川尚子

く肢)旧過明

大川尚子
〈蜘泉蝿也

普沢潤一
小野一徳
(鯛金子鄭代

(旅)特沢潤一

企子郷代
(舷)小野一徳

内山 崇
熊谷茂紀
(航)燕生知明

嫌)内山崇

萩生知明
(賊)熊谷茂紀

広島家庭

山口地方

〃 家庭

岡山地方

〃 家庭

鳥取地方

〃 家庭

松江地方

〃 家庭

横口 浩

末永雅之

〃

森寓義明

久保田浩史

吉田尚弘

福島地方

〃 家庇

山形地方

〃 家庭

盛岡地方

〃 家庇

秋田地方

〃 家庭

青森地方

〃 家庇

宣大

治美

克也

ロ
ロ
野
田
原

京都地方野田惑司

〃 家庭鼎田 盤

神戸地方石原稚也

〃 家庭｜武笠圭志 ″

〃 家庭中垣内健治

奈良地方商松宏之

〃 家庭 〃

大祁地方小倉哲浩

家庭〃 〃

和歌山地方佐々木一夫

〃 家庭 〃

岡田健彦

横浜地方大竹昭産

〃 〃

〃 家庭阪本勝

さいたま地方金子 怯

〃 蹴庇商山光明

千葉地方安東 軍

〃 家庭佐久間健吉

水戸地方河本雅也

〃 家庭前田 厳

宇都宮地方佐藤遠文

〃 家庭 〃

前橋地方門田友昌

〃 家庭市川太志

静岡地方吉崎佳弥

〃 黛庭佐藤正侭

甲府地方鈴木 巧

〃 恵庭 〃

長野地方林俊之

西村欣也 伊藤 繁

″ 〃

市川多美子福岡高等矢尾和子

〃 地方片山昭人

松永智史

花守英二
氷野秀治
小田将士
Ⅲ田展孝

松木祐二
坂口智美
吉田大柿
(兼)小田将士

悪本学

田中大光
(兼)山下裕巳

(雑)恵水学

111下裕巳
〈爺)間中大光

矢神消朗

寺島秀柵
坂口宜隆
福窩 賊
古衙廉平
古航勝敏
〈兼)平良睦

〈兼)古賀康平

平良 賎
〈兼)古鹸蹄敏

樅山勝行
友枝仁美
杉光 治
新田朋子
田遜善購
中武与志郎
(舷)安藤寅

(兼)緒方魑至

(舷)、処曽購

緒方宏至
(兼)安藤貴

(兼)中武与志郎

岩切一恭

穴井啓典
(兼)中ノ神鯖樹

(蜘渦切一恭

中ノ神繁M1
<兼)穴井啓典

田畑公昭

我喜屋国司
大跡史法
若松殴樹

〃

〃 家庭立川 毅

佐賀地方波多江真史

〃 家庭 〃

長崎地方岡部豪

〃 家庭 〃

大分地方岡部純子

札幌高等

〃 地方

舘内比佐志

小田正二

長瀬敬昭

角井俊文

〃

河本晶子

林欣寛
村上庫二

丸山又生

納冊直和
原 佳子

樽本光弘
赤凄伸子

古川洋一

菊地将広
嘩)後藤俊塞

（蜘古川洋一

〈和後藤俊宏

神 政和
中川賢也
嫌)久保昌央

（航)神政和

（兼)久保昌央

（鯛中川買也

田上弘樹

松村美紀
〈爺)長谷川砂奈絵

（旅)個上弘樹

長谷川砂奈絵
〈兼)松村美紀

名古屋高等

〃 地方

渡部湧次

筒井健夫

市原志都

和田 薫

瀬田正明
沖本．聡子

中潔 強
(兼)佐久間聯納

三谷明史
中島啓祐
礁)佐久間騎循

永井年典
丹羽賢一
（兼)山田裕平

（兼)永井年典

山田裕平
（銅丹羽賢一

中井啓至
坂下詩織
（網田中元佃

〈兼)中井啓亜

田中元備
嫌)坂下狩織

高橋光彦

本村亜也
（兼)前川文弘

（兼>高摘光潅

（兼)前川文弘

（鉄)卒村直也

山田一仲
田中 裕
礁)#蝉由紀子

（爺)山田一仲

柳瀬由紀子
（鯛田中裕

南出良仁

川崎洋一
〈兼》永演昇治

（兼》南出良仁

〈鋤川崎洋一

〈兼)永濱昇油

〃 窯庭

函館地方

〃 家庭

旭川地方

〃 家庇

釧路地方

〃 家庭

津 地方

〃 家庭

岐阜地方

〃 家庭

禍井地方

〃 家庭

金沢地方

〃 家庭

常山地方

〃 家庭

平田直人

市原雑孝

″ 〃

〃 家庭 〃

加島滋人 飛澤知行

熊本地方

〃 家庭

鹿児島地方

大西勝滋

小野寺優子

中圃浩一郎

〃 家雁〃 〃

罐
稗
噸
輝

一原友彦

白神純一
佐伯直哉

橘澗一郎
熊野明弘
柏井泰人

神野 彰
境見武和
(舷)多田蛸

(兼)仲野彰

（鹸)遠見武和

（旅>多田蛸

宮本昌典
藤田美博
（爺)中川陸二

（舷)宮本昌典

〈鯛中川減こ

ぐ胸藤田美博

水野太平
村岡恵子

中原真哉
佐繊洞

丸田 顕 高松高等

〃 地方

〃 家庇

徳島地方

〃 家庭

高知地方

〃 家庭

松山地方

〃 家庇

邦麿

健司

俊郎

昇

〃 家庭’ 〃〃

〃 家庭 〃 任介辰餓

宮崎地方沖中康人

〃 家庭 〃

那砺地方梁田装明

〃 家庇紫田寿宏

〃 〃

祈潟地方松村 徹

〃 家庇内田博久 中山大行 河田敦史

大阪高等

〃 地方

菅野雅之

黒野功久

岩井一真

永井英雄
荒木健二
大西章雄

藤餐浩太郎

松木慎治
関本利一
川上雅之

〃 〃

仙台高

〃 地

〃 家

小野瀬厚

瀧田浩美

中吉徹郎

根崎

商柵

平泉
松旧
熊谷

修一

膜也

侶吹
雅史
浩三

等
方
庭

広島高等小林宏司

〃 地方内鵬裕之

財賀
倉迫
有井
木村

福田修久

〃

行
吹
光
伸

理
孝
広
康

本多久美子〃 涼庭

※事務局抜長の記載順は五十音叩
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憎
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
砺
斫
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
刑
事
訴
舩
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
刑
事
折
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
、
捜
索
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
九
章
の
章
名
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
、
捜
索
等
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
特
別
の
定
」
を
「
た
だ
し
、
特
別
の
定
め
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
し

た
砥
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
賊
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同
じ
。
）
」
を
加

』
え
黒
毛

第
百
二
条
の
二
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
勉
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
骸
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
必
要
な
魎
磁
的
配
録
を
提
供
す
る
こ
と
を
命
ず
る
命
令
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と

｜
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
者
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
方
法

イ
駐
磁
的
肥
録
を
配
録
媒
体
に
紀
録
さ
せ
又
は
移
転
さ
せ
て
当
咳
紀
録
媒
体
を
提
出
さ
せ
る
方
法

ロ
冠
気
通
俗
回
線
を
通
じ
て
峨
磁
的
記
録
を
当
骸
命
令
を
す
る
者
の
管
理
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
又
は
移
転

さ
せ
る
方
法

二
趣
磁
的
配
録
を
利
用
す
る
櫓
限
を
有
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
同
号
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
方
法

（
危
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
は
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
勉
磁
的
記
録
及
び
提
供
の
方
法
を
指
定
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
五
条
の
二
前
三
条
の
規
定
は
、
勉
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る

提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
条

第
九
十
九
条
の
二
を
削
る
。

第
百
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

が
で
き
る
。

－1－－2－

及
び
前
条
中
「
又
は
所
持
す
る
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
他
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
愈
磁
的
記
録
」
と
疏
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
百
六
条
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
及
び
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
及
び
「
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
配
録
及
び
こ

れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
ぺ
き
者
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
及
び
「
こ
れ
を
」

を
削
る
。

第
百
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
肥
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
妃
録
命
令
付
差
押
状
」
及

び
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
百
九
条
及
び
第
百
十
条
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
十
一
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
り
、
「
は
ず
し
」
を
「
外
し
」
に
改
め
、
「
、
記
録
命
令
付
差

押
え
」
を
削
り
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
斌
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
た
と
き
は
、
当
砿
敵
磁
的
記
録
の
内
容
を
確
寵
す
る
た
め
の
措
世
を
と
る
こ
と
そ
の
他

記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
十
六
条
か
ら
第
百
十
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
二
十
条
中
「
処
分
一
を
「
処
分
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
一
に
改
め
、
「
、
こ
れ
を
一
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

駐
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
た
場
合
に
は
、
魯
面
又
は
矼
磁
的
記
録
を
も
っ
て
そ
の
目
録
を
作
り
、
当
鮫
迩
磁
的
記

録
提
供
命
令
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
趣
磁
的
肥
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
目
録
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
鍍
が
あ
る

と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
百
二
十
三
条
第
三
項
中
「
第
百
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
移
転
し
、
又
は
移
転
さ
せ
た
上
差
し
押
さ
え

必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
十
一
・
条
第
一
項
並
び
に
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
除
い
て
」
を
「
除
き
」
に
改
め
、
「
、
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前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
違
反
し
た

と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
胴
金
に
処
す
る
。

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
胴
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

す
る
。

第
百
二
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
捜
索
」
を
「
（
飽
磁
的
肥
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
捜
索
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
又
は
捜
索
」
を
「
、
捜
索
又
は
勉
磁
的
配
録
提
供
命
令
』
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
沓
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め

る
｡

二
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
（
電
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に
移
転
さ

せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
出
さ
せ
た

記
録
媒
体
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
者

第
百
二
十
三
条
の
次
に
吹
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
三
条
の
二
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
（
旺
磁
的
記
録
を
記
録

媒
体
に
移
転
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
移
転
さ
せ
た
砥
磁
的
配
録
に
つ

い
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
者
に
保
管
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
者

の
舗
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
被
告
班
件
の
終
結
を
待
た
な
い
で
、
決
定
で
、
当
該
者
に
対
し
、
当
該
趣
磁
的
記
録
の
複

写
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
、
差
押
え
を
受
け
た
者
」
及
び
「
、
当
肱
差
押
え
を
受
け
た
者
」
を
「
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
百
十
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
触
磁
的
肥
録
を
移
転
し
、
又
は
移
転
さ
せ
た
上
差
し
押
さ
え
た
記
録
媒
体
差
押
え

第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
は
、
証
人
」
の
下
に
「
（
国
内
に
い
る
者
に
限
る
。
以
下
ど
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

を
受
け
た
者
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第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
裁
判
所
は
、
旺
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
に
規
定
す
る
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
っ
て
尋
問
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
察
官
及
び
被
告
人
に
異
謎
が
な
く
、
証
人
の
盟
要
性
、
当
骸
方
法
に
よ
っ

て
尋
問
す
る
こ
と
の
必
要
性
そ
の
他
の
本
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
露
め
る
と
き
は
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
百
七
十
一
条
中
「
除
い
て
一
を
「
除
き
一
に
改
め
、
「
こ
れ
を
一
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

》
（
》
◎

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
、
『
と
き
、
又
は
姪
定
人
を
尋
問

す
る
場
合
（
鑑
定
の
経
過
及
び
結
果
に
関
す
る
尋
問
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
八
条
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

同
じ
。
）
」
を
、
「
聴
き
、
」
の
下
に
「
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
「
裁
判
所
の
規
則
で
定

め
る
」
を
「
、
適
当
と
認
め
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

る
」
を
「
、
適
当
と
認
め
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
汝
に
吹
の
一
号
を
加
え
る
‐

掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
お
い
て
」
と
、
「
方
法
に
」
と
あ
る
の
は
「
方
法
（
当
骸
方
法
に
よ
る

四
証
人
が
そ
の
傷
病
又
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
同
一
檎
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
罷
め
る
と
き
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
に
吹
の
三
号
を
加
え
る
。

六
証
人
が
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
、
処
遇
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事

情
に
よ
り
、
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
よ
り
証
人
が
棺
神
の
平
穏
を
薯
し
く
害
さ
れ
、
そ
の
処
遇
の
迩
切
な

実
施
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
縄
め
る
と
き
。

七
証
人
が
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
際
し
、
証
人
を
奪
取
し

又
は
解
放
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
腿
め
る
と
き
。

八
証
人
に
さ
せ
る
供
述
が
鑓
定
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
業
、
鯉
康
状
態
そ
の
他
の
事
梢
に
よ

り
証
人
が
そ
の
尋
問
の
日
時
に
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
証
人
の
重
要
性
、
審
理

の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
咳
日
時
に
尋
問
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
鋸
め
る
と
き
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
前
項
節
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
か
ら

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
一
条
に
お
い
て
醜
用
す
る
第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
場
合
に
お
い
て
、
次
に
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通
訳
又
は
翻
択
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
音
戸
の
送
受
伯
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
）
に
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
、
捜
索
」
を
「
（
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
捜
索
、
趣
磁
的
肥
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
第
一
項
中
「
取
鯛
一
を
「
取
調
べ
一
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
－
に
、
「
の

定
」
を
「
の
定
め
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
を
す
る
た
め
」
を
「
を
し
、
又
は
睡
磁
的
記
録

提
供
命
令
に
よ
り
倣
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
た
め
」
に
、
「
書
面
で
」
を
「
魯
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
、
「
当

該
砥
磁
的
記
録
」
を
「
当
麟
求
め
に
係
る
砥
磁
的
記
録
」
に
、
「
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
を
す
る
必
要
」
を
「
を
し
、
又

は
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
当
該
趣
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
必
要
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
八
条
第
一
項
中
「
妃
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
三
項
の
肝
可
の
舗
求
は
、
前
項
の
鯛
求
を
す
る
際
に
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
響
察
員
か
ら
し
な
け
れ
ば

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
必
要
が

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
自
ら
又
は
当
麟
命
令
を
受
け
た
者
の
舗
求
に
よ
り
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
二
百
十
八
条
第
二
項
の
次
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
は
、
睡
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
る
者
に
対
し
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
を
定
め

て
、
み
だ
り
に
当
骸
砥
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
こ
と
及
び
当
骸
砥
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
提
供
を
命
じ
ら
れ

た
愈
磁
的
記
録
を
提
供
し
又
は
提
供
し
な
か
っ
た
こ
と
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
睡
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印

刷
さ
せ
る
べ
き
者
」
を
削
り
、
「
身
体
若
し
く
は
物
」
の
下
に
「
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
記
録
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
者

及
び
提
供
の
方
法
」
を
加
え
、
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
に
着
手
す
る
』
を
「
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手

な
ら
な
い
。
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し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
流
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
一
↑
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

裁
判
官
は
、
前
条
第
三
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
同
条
の
令
状
に
そ
の
旨
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
旨
を
命
ず
る
期
間
を
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
、
第
百
三
条
」
に
、
「
か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
」
を
「
、
第

百
十
条
の
二
前
段
、
第
百
十
一
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
」
に
、
「
及
び
第
百

十
八
条
か
ら
第
百
・
一
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
百
十
八
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
四
条
一
に
、
「
、
第
百
十
一

条
の
二
」
を
「
の
規
定
は
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
が
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
蹴
磁
的

配
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
は
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
が
第
一
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命

令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
骸
砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
睡
磁
的
配
録

を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
」
に
、
「
こ
れ
を
」
を
「
、
そ
れ
ぞ

れ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
及
び
「
、
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
但

し
、
第
百
十
七
条
に
規
定
す
る
」
を
「
た
だ
し
、
第
百
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
差
押
」
を

「
差
押
え
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
瞥
察
職
員
は
、
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の
提
示
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官

の
許
可
を
受
け
て
、
人
の
住
居
又
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、
建
造
物
若
し
く
は
船
舶
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
許
可
の
醐
求
は
、
第
二
百
十
八
条
第
五
項
の
師
求
を
す
る
際
に
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
員
か

ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官
は
、
第
八
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
第
二
百
十
八
条
の
令
状
に
立
ち
入
る
べ
き
場
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
蕃
察
職
貝
が
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
駐
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合

（
第
八
項
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の
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第
三
百
三
条
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
（
睡
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
．
）
、
捜
索
及
び
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提

供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
該
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
」

第
二
百
二
十
二
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
二
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
・
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
冊
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
剛
金
刑
を
科

て
、
茎

に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
条
第
一
項
中
「
且
ｇ
を
「
及
び
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
一
を
「
第
百

五
十
七
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
（
第
八
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
」

す
る
。

第
二
百
二
十
二
条
の
二
を
第
二
百
二
十
二
条
の
三
と
し
、
第
二
百
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

限
り
で
な
い
。

提
示
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
そ
の
他
必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
錠
を
外
す
こ
と
。

二
何
人
に
対
し
て
も
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
蕃
察
職
員
の
肝
可
を
受
け
な
い
で
令
状
の
提
示
を
す
る
場
所

に
出
入
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
こ
の
項
（
前
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
従
わ
な
い
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
退
去
さ
せ
、
又

は
令
状
の
提
示
が
終
わ
る
ま
で
こ
れ
に
看
守
者
を
付
す
る
こ
と
。

第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
出
前
、
日
没
後
に
は
、
第
二
百
十
八
条
の
令
状
（
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入

る
べ
き
場
所
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
夜
間
で
も
令
状
の
提
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
記
載
が
な
け
れ

ば
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
勉
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合
に
お
け

る
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の
提
示
の
た
め
、
人
の
住
居
又
は
人
の
酒
守
す
る
邸
宅
、

建
造
物
若
し
く
は
船
舶
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
百
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
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第
三
百
四
十
六
条
の
二
趣
磁
的
紀
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
一
・
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
（
勉
磁
的
記
録
を
記

録
媒
体
に
移
転
さ
せ
る
も
の
に
限
る
．
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
に
よ
り
移
転
さ
せ
た
砿
磁
的
肥
録
に

つ
い
て
、
没
収
の
言
渡
し
が
な
い
と
き
は
、
当
該
蹴
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
言
渡
し
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。
た
だ

第
三
百
十
六
条
の
十
五
第
一
項
第
九
号
中
「
押
収
手
続
記
録
書
面
（
押
収
手
続
」
を
「
押
収
手
続
等
記
録
書
面
（
押
収
手

続
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
一
《
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
手
続
」
に
、
「
に
関
し
」
を
「
又
は
趣
磁
的
記
録
提

供
命
令
に
よ
る
砿
磁
的
記
録
の
提
供
に
関
し
」
に
、
「
状
況
」
を
「
状
況
又
は
そ
の
命
令
を
し
た
者
、
芯
磁
的
記
録
の
提
供

の
年
月
日
そ
の
他
の
危
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
る
趣
磁
的
記
録
の
提
供
の
状
況
」
に
改
め
、
同
条
箆
・
項
及
び
第
三
項
第

二
号
イ
中
「
押
収
手
続
記
録
書
面
一
を
「
押
収
手
続
等
記
録
番
面
一
に
改
め
る
。

第
三
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
一
を
「
映
像
と
音
声
の
送

受
伯
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
鯛
職
し
な
が
ら
通
潴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
「
含
む
」
の
下
に
「
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

に
、
「
物
に
」
を
「
物
及
び
蝕
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に

よ
り
提
供
さ
せ
た
趣
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
に
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
七
条
の
二
中
「
乃
至
第
三
百
二
条
」
を
「
か
ら
第
壹
百
三
条
ま
で
」
に
、
「
乃
至
前
条
」
を
「
か
ら
前
条
ま
で
」

に
、
「
証
拠
調
」
を
「
証
拠
調
べ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
百
七
条
の
三
と
し
、
第
三
百
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

第
三
百
七
条
の
二
検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
醗
人
の
諦
求
に
よ
り
、
勉
磁
的
紀
録
の
取
胴
べ
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判

三
百
七
条
の
二
検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
醗
人
の
諦
求
に
よ
り
、
勉
磁
的
紀
録
の
取
胴
べ
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判

第
三
百
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

長
は
、
証
拠
と
な
る
事
項
に
応
じ
、
そ
の
取
調
べ
を
舗
求
し
た
者
に
、
そ
の
内
容
を
朗
読
さ
せ
、
表
示
さ
せ
、
又
は
再
生

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
長
は
、
自
ら
こ
れ
ら
の
措
置
を
と
り
、
又
は
陪
席
の
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判

所
魯
記
官
に
こ
れ
ら
の
措
世
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
が
職
権
で
亀
磁
的
記
録
の
取
鯛
ぺ
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
長
は
、
自
ら
前
項
に
規
定
す
る
措
匠
を
と
り
、

又
は
陪
席
の
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判
所
番
記
官
に
こ
れ
ら
の
措
睡
を
と
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
酷
用
す
る
。
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し
、
不
正
に
作
ら
れ
た
愈
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
五
十
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
第
三
百
七
条
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
百
二
十
条
第
二
項
中
「
又
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
還
付
、
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号

ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
五
百
十
三
条
第
十
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
る
。

第
四
百
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
愈
磁
的
妃
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
｝
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
還
付
、
愈
磁
的
記
録
提
供
命

令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
五
百
十
三
条

第
十
項
に
お
い
て
醜
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」

を
削
る
。

第
四
百
三
十
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
危
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
通
付
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く

は
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
複
写
」
に
、
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

不
正
に
作
ら
れ
た
駐
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
複
写
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
九
十
九
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
第
一
項
の
規
定
は
第
百
二
十
三
条
第
一
一
ゞ
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
及
び
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
複
写
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
単

用
す
る
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
五
百
九
条
第
一
項
中
「
配
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
亀
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
る
。

第
五
百
十
条
第
一
項
中
「
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
ぺ
き
蹴
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷

さ
せ
る
べ
き
者
」
を
削
り
、
「
身
体
若
し
く
は
物
」
の
下
に
「
”
提
供
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
記
録
、
提
供
さ
せ
る
ぺ
き
者
及
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び
提
供
の
方
法
」
を
加
え
、
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
に
着
手
す
る
」
を
「
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
埼
手

し
、
又
は
蝕
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
百
十
一
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
百
十
一
条
の
二
裁
判
所
又
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
鱒
め
る
と
き
は
、
愈
磁
的
記
録
提

供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
は
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
記
録
及
び
提
供
の
方
法
を
指
定
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
二
条
か
ら
一
を
「
第
百
二
条
、
第
百
三
条
か
ら
一
に
、
「
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
」
を

「
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
捜
索
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
第
百
十
条
及
び
第
二
百
二
十
二
条

第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
蹴
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
百
一
・

条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
「
読
み
替
え

る
」
を
「
、
同
条
第
八
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条

第
九
項
中
「
第
二
百
十
八
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
節
五
百
九
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
三

百
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
九
条
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
削

り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
亘
聿
条
か
ら
」
を
「
第
百
二
条
、
第
百
三
条
か
ら
」
に
、
「
か
ら
第
百
二
十
一
条
ま
で
」
を
「
、

第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
」
に
、
「
削
二
条
」
を
「
帥
三
条
」
に
、
「
押
収
」
を
「
押
収
（
愈

磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含

む
。
）
」
に
、
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
五
百
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
、
配
録
命
令
付
差

押
え
一
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
第
六
項
一
を
「
第
七
項
一
に
、
「
第
五
百
十
三
条
第
九
項
」
を
「
第
五
百
十
三
条
第
十

一
項
一
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
六
項
一
を
「
第
七
項
一
に
、
「
複
写
一
を
「
複
写
並
び
に
第
六
項
及
び
第
十
項
に
お

い
て
醜
み
替
え
て
池
用
す
る
第
百
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第

百
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
本
文
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
第
五
百
十
一
条
の
こ
の
規

定
に
よ
っ
て
す
る
地
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も

の
に
限
る
。
）
（
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
勉
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
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法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
閲
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
胴
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
関
金
刑
を
科

す
る
。

第
二
条
刑
珈
脈
舩
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
六
章
書
類
及
び
送
達
（
第
四
十
七
条

目
吹
中
「
第
六
章
書
類
及
び
送
達
（
第
四
十
七
条
’
第
五
十
四
条
）
」
を

第
六
章
の
二
趣
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

’
第
五
十
四
条
）

に
、
「
・
第
百
八
十
条
」
を
「
’
第
百
八
十
条
の
二
」
に
、

る
申
立
て
等
（
第
五
十
四
条
の
二
’
第
五
十
四
条
の
四
）
」

第
五
百
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
百
十
三
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
五
百
九
条
第
一
項
又
は
第
五
百
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
趣
磁

的
記
録
提
供
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
剛

「
第
二
章
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
（
第
五
百
七
条
’
第
五
百
十
六
条
）
」
を

金
に
処
す
る
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
条
の
二
に
お
い
て
醜
み
替
え
て
鋤
用
す
る
第
百
五
条
た
だ
し
書
中
「
被
告
人
」
と
あ

る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
被
告
事
件
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執

行
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
三
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一

項
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
晒

磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当

咳
趣
磁
的
肥
録
提
供
命
令
に
よ
り
他
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
百
五
条
の
二
に
お
い
て
齪
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
五
条
た
だ
し
書
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執

行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
被
告
事
件
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
」
と
、
第
二
百
二
十

二
条
第
八
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中

「
第
二
百
十
八
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
九
条
節
三
項
」
と
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
二
百
十
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
節
五
百
九
条
」
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
第
二
章
裁
判
の
執
行
に
関

－22－ －21－

二
酢
舩
に
関
す
る
瞥
類
又
は
肛
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
咳
危
磁
的
記
録
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
襖
写
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。

三
脈
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
（
当
咳
瞬
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
愈
磁
的
記
録
で
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
餓
愈
磁
的
配
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
又
は
再
生
し
た
も
の
）
を
勉
磁
的
紀
録
と
し

て
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
条
の
二
弁
睡
人
は
、
公
脈
の
提
起
後
は
、
訴
舩
に
関
す
る
書
類
又
は
征
拠
物
が
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
敏
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
例
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
て
、
愈
磁
的
方
法
（
愈
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に

第
四
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
『
前
二
項
」
に
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

す
る
調
査
（
第
五
百
七
条
’
第
五
百
十
六
条
）

に
改
め
る
。

条
）
」

第
四
十
条
第
一
項
中
「
及
び
証
拠
物
」
を
「
｛
勉
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
鐡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
瞳
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
証
拠
物
（
電
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
九
十
九
条
第
一

項
、
第
百
十
九
条
、
第
二
百
三
条
第
一
項
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
、
第
三
百
六
条
及

び
第
三
百
七
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
一
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
吹
の
よ
う
に
加
え

手
（
》
○

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
餓
所
舩
に
関
す
る
書
類
又
は
肛
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
趣
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
咽
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し

若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
配
戦
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
．

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
証
拠
物
を
謄
写
す
る
こ
と
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
八
編
雑
則
（
第
五
百
十
七
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書
」
を
寿

を
加
え
る
。 「公

第
四
十
九
条
中
「
こ
れ
を
閲
覧
す
る
」
を
「
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の

を
視
聴
す
る
」
に
、
「
朗
読
」
を
「
内
容
の
朗
読
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
一
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
一
に
、
「
裁
判
所
魯
記
」
を
「
裁

判
所
番
記
官
」
に
、
「
に
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第

六
十
五
条
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
、
第
百
九
十
八
条
及
び
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
か

っ
た
」
に
、
「
裁
判
所
抵
記
」
を
「
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
の
記
載
」
を
「
の
記
録
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記

載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
八

係
る
勉
子
計
算
機
と
弁
護
人
の
使
用
に
係
る
敵
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
砿
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
．
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
、
又
は
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
条
第
一
項
後
段
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
又
は
謄
写
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
謄
写
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
通
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次

条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
後
段
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
書
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
、
又
は
裁
判
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
被
告
人

そ
の
他
訴
訟
関
係
人
は
、
自
己
の
費
用
で
、
当
該
裁
判
書
又
は
当
該
鯛
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を

記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
咳
裁
判
書
又
は
当
咳
鯛
替
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
の
提
供
を
謂
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
速
か
に
」
を
「
速

や
か
に
」
に
、
「
こ
れ
を
整
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
調

公
判
調
書
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
調
書
」
に
、
「
整
理
す
れ
ば
」
を
ヲ
ア
イ
ル
に
記
録
す
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

－26－ －25－

第
六
章
の
二
砺
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等

第
五
十
四
条
の
二
申
立
て
、
謂
求
そ
の
他
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
又
は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
「
申
立

条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
整
理
さ
れ
た
調
書
」
を
ラ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
鯛
香
」
に
、
「
整
理
が
で
き
た
」

を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
中
「
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
」
を
「
記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
当
骸
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
十
二
条
第
二
項
但
書
」
を

「
第
八
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
訴
訟
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
危
磁
的
記
録
の
閲

覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
栄
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

亨
（
》
○

第
五
十
四
条
中
「
書
類
の
」
を
削
り
、
「
第
百
条
第
二
項
並
び
に
第
一
編
第
五
章
第
四
節
第
三
款
及
び
第
四
款
」
・
を
「
第

百
九
条
の
四
及
び
第
一
編
第
五
章
第
四
節
第
四
款
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
中
「
受
訴
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁
判
所
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
一
編
第
六
章
の
欲
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

て
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
咳
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
咳
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
の
規
則
で

定
め
る
趣
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
敵
子
計
算
機

と
を
趣
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
餓
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
当
該
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
骸
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
若
し

く
は
裁
判
官
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当
咳
申
立
て
等
を
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た

こ
の
法
律
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
当
該
申
立
て
等
に
関
す

る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
咳
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
項
の
趣
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
骸
申
立
て

等
に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
又
は
裁
判
官
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
四
条
の
四
申
立
て
等
が
、
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
及
び
当
該

申
立
て
等
が
同
項
た
だ
し
書
に
骸
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立

て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
駆
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
車
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
い
る
被
告
人
に
対
し
被
告
事
件
を
告
げ
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を
聴
く
場

合
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
て
当
該
手
続
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
刑
事
施
設
に

被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
被
告
人
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁

判
所
が
当
該
手
続
を
す
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
の
三
検
察
官
及
び
弁
謹
士
で
あ
る
弁
護
人
は
、
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除
き
、
裁
判

所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
申
立
て
等
に
係

る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
咳
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
若
し
く
は
裁

判
官
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
｡

｜
令
状
の
請
求

二
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
八
章
又
は
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
の
罪
に
係
る
事
件
に
係
る
略
式
命
令
の
請
求
及
び

こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
翫
の
提
起
（
こ
れ
ら
の
事
件
の
簡
易
か
つ
迅
速
な
処
理
に
関
す
る
準
則
で
定
め
る
様
式
の
番
面

に
よ
り
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
申
立
て
等

前
項
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
で
あ
る
弁
護
人
が
、
同
項
の
雌
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
電
子
計
算
機
の
故
障

そ
の
他
の
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
蛎
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
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と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
召
喚
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
召
喚
状
が
勉
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
侭
（
召
喚
状
に
記
録
さ
れ

た
事
項
を
趣
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
を
『
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
長
又
は

受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え

召
喚
状
、
勾
引
状
又
は
勾
留
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
三
条
中
「
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

》
（
》
○

一
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず

令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
電
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と

が
で
き
ず
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
殴
職
員
が
執
行

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
刑
事
施
設
職
員
）
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ

の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
咳
措
置
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
裁
判
長

又
は
受
命
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
六
十
四
条
第
三
項
中
「
記
載
す
る
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

勾
引
状
又
は
勾
留
状
に
は
、
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定

め
る
措
侭
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

召
喚
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
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第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
こ
れ
を
被
告
人
に
示
し
た
』
を
「
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
麟
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
っ
た
」
に
、
「
且
つ
一
を
「
、
か
つ
、
一
に
、
「
場
所
に
一
を
「
場
所
に
こ
れ
を
一
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
勾
引
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
勾
引
状
を
示
す
こ
と
．

二
勾
引
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
引
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
睡
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
被
告
人
に
示
し
た
」
を
「
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
っ
た
」
に
改
め
、
「
刑
事
施
股
に
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一
勾
囲
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
勾
圃
状
を
示
す
こ
と
。

二
勾
留
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
鰹
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
を
趣
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
七
十
三
条
第
三
項
中
「
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
に
つ
い
て
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
措

低
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
轡
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

二
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
電
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
（
勾
引
状

又
は
勾
囲
状
に
紀
録
さ
れ
た
砺
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
醤
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁

判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
五
項
中
「
つ
い
て
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
に
、
「
記
戦
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な

第
七
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
十
一
条
た
だ
し
番
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

ら
な
い
。
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第
九
十
四
条
第
三
項
中
「
差
し
出
し
た
保
証
香
を
以
て
」
を
「
提
出
し
た
保
証
香
（
愈
磁
的
配
録
を
含
む
。
）
を
も
っ

て
」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
第
一
項
中
「
勾
圖
状
の
膳
本
及
び
」
を
「
被
告
人
に
対
し
、
勾
佃
状
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と

る
と
と
も
に
、
」
に
、
『
の
謄
本
又
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
の
謄
本
を
被
告
人
に
示
し
て
」
を
「
に
つ
い
て
第
二
号
に
掲

げ
る
措
置
を
と
っ
た
上
、
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

る
措
置
を
と
っ
た
上
、
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
回
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
九
十
九
条
第
二
項
中
「
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
露
餓
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
触
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

る
。

第
百
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

差
押
状
又
は
捜
索
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
並
び
に
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
骸
各
号
に
定
め
る
事
項
及
び
」
に
、
「
裁

判
長
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
勾
留
状
が
魯
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
謄
本
を
示
し
、
勾
留
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
率
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
に
よ
る
措
腔
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
蛾
判
官
の
氏
名
を
危
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書

面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
当
麟
決
定
が
魯
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
謄
本
を
示
し
、
当
骸
決
定
が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
決
定
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
愈
子
計
算
磯
の
映
像
面
、
書
面

そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
番
面
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
睡
を
と
る
」
に

一
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
藩
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
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判
長
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
ｃ
）
を
と
る
こ
と
。

第
百
八
条
第
二
項
中
「
書
面
で
」
を
「
魯
面
又
は
蝕
磁
的
配
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
中
「
又
は
捜
索
状
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
、
「
こ
れ
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
差
押
状
が
魯
面
で
あ
る
場
合
差
押
状
を
示
す
こ
と
。

二
差
押
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
差
押
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

び
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
裁
判
長
の
氏
名
を
、
錨
子
計
算

機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
処
分
を
受
け
る
者
を
し
て
そ
の
使
用
に
係
る
賊
子
計

算
機
の
映
像
面
、
瞥
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
百
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

捜
索
状
に
つ
い
て
は
、
処
分
を
受
け
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
捜
索
状
が
聾
面
で
あ
る
場
合
捜
索
状
を
示
す
こ
と
。

令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と

が
で
き
ず
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
次
条
第
一
項
た
だ
し
番
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
審
記
官
又

は
司
法
警
察
職
員
に
執
行
を
命
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
密
記
官
又
は
司
法
警
察
職
員
）
の
使
用
に
係
る
勉
子

計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
腫
を
と
っ
た

旨
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
を
裁
判
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
百
七
条
第
二
項
中
「
配
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
配
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六

十
四
条
第
二
項
一
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

差
押
状
又
は
捜
索
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
が
当
餓
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
蹴
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
（
差
押
状

又
は
捜
索
状
に
配
録
さ
れ
た
砺
項
を
砥
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁

－38－ －37－

二
捜
索
状
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
捜
索
状
に
記
録
さ
れ
た
珈
項
及

び
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
哉
判
長
の
氏
名
を
敏
子
叶
算
機

の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
」
の
下
に
「
又
は
記
録
」
を
加
え
る
。

第
百
十
九
条
中
『
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
密
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
蝕
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
証
明
番
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
蟻
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
そ
の
」
を
『
番
面
又
は
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
そ
の
」
に
、
「
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
供

し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
魯
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
証
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
審
理
の
状
況
、
弁
護
人
の
数
、
事
案

の
軽
重
そ
の
他
の
砺
情
を
考
慮
し
た
上
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
相
当
と
縄
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の

孵
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
官
及
び
所
舩
関
係
人
が
鉦
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一

の
栂
内
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
に
あ
る
場
所

で
あ
っ
て
、
適
当
と
腿
め
る
も
の
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
借
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
職

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所

に
在
席
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
尋
問
に
立
ち
会
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

｜
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
際
し
、
被
告
人
の
身
体
に
害
を
加
え
又
は
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
告
人

を
奪
取
し
若
し
く
は
解
放
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

二
被
告
人
が
そ
の
傷
病
又
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
昭
め
る
と

坐
言
』
◎

弁
護
人
は
、
裁
判
所
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
を
尋
問
す
る
と
き
は
、
被
告
人
が
在
席
す
る
場
所
に
在
席
す
る
こ
と

が
で
き
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
弁
護
人
は
、
そ
の
尋
問
に
立
ち
会
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
五
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
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状
態
を
相
互
に
腿
餓
し
な
が
ら
通
垢
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
記
録
媒
体
（
映
像
及
び
音
声
を
同
時
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
「
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
し
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
紀
録
媒
体
は
、
訴
舩
記
録
に
添
付
し
て
」
を

「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
は
、
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
第
莊
項
中
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
魯
中
「
但
し
」
を

「
た
だ
し
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

鑑
定
留
低
状
は
、
聾
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
睡
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き

号
を
加
え
る
。

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
吹
の
各

一
第
二
項
の
許
可
状
が
香
面
で
あ
る
場
合
同
項
の
許
可
状
を
示
す
こ
と
。

二
第
二
項
の
許
可
状
が
愈
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
許
可
状
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
趣
子
計
算
機
の
映
像
面
、
瞥
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
百
六
十
八
条
第
五
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
一
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
こ
れ
を
一
を
削
り
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
の
杵
可
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勉
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

第
百
六
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
許
可
を
す
る
に
は
、
許
可
状
を
発
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
八
条
第
三
項
中
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
許
可
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対

る
｡

第
二
項
の
許
可
状
に
は
、
被
告
人
の
氏
名
、
罪
名
及
び
立
ち
入
る
べ
き
場
所
、
検
査
す
べ
き
身
体
、
解
剖
す
べ
き
死

体
、
発
掘
す
べ
き
噴
墓
又
は
破
壊
す
べ
き
物
並
び
に
鑑
定
人
の
氏
名
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
妃
戦
し
、

又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
条
第
一
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
趣
磁
的
記
録
を
含
む
．
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

き
る
。
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第
百
八
十
条
の
二

加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
敏
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
敗
磁
的
配
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し

若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
八
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
の
」
を
「
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
証
拠
物
を
膳
写
す
る
こ
と
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
櫓
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
咳
晒

磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
複
写
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。

三
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
（
当
餓
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
趣

第
百
八
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
駐
磁
的
記
録
で

あ
る
と
き
は
、
当
咳
晒
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も

の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
編
第
十
四
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

百
八
十
条
の
二
検
察
官
は
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
番
類
又
は
証
拠
物
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
趣
磁
的
方
法
（
亀
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
砥
子
叶
疎
機
と
検
察
官
の
使
用

に
係
る
蝕
子
計
算
機
と
を
趣
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
鼈
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
、
及

び
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

弁
護
人
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
又
は
再
生
し
た
も
の
）
を
睡

磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。
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第
百
九
十
九
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
四
項
一
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

逮
捕
状
は
、
普
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
逮
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
駆
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に

記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
逮
捕
状
が
魯
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
逮
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
を
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
逮
捕
状
が
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
逮
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
検
察
官
、

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
回
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ

し
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
調
書
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
調
書
に
署
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
調
書
を
晒
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
鯛
嘗
に
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
世
を
と

第
百
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
魯
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
鯛
」
を
「
取
鯛
ぺ
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
は
、
こ
れ
」
を
「
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

も
の
」
に
、
「
膜
が
」
を
「
誤
り
が
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記

録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
調
書
を
櫓
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
關
書

二
鯛
魯
を
遮
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
鯛
書
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の

第
百
九
十
八
条
第
五
項
中
「
に
隈
」
を
「
に
誤
り
」
に
、
「
こ
れ
に
屠
名
押
印
す
る
」
を
「
被
疑
者
に
対
し
、
次
の
各
号

前
条
第
一
項
後
段
の
規
定
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
又
は
謄
写
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規

定
に
よ
る
謄
写
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
後
段
」
と
読
み
替
え
ろ
も
の
と
す

手
（
》
。

愈
磁
的
方
法
に
よ
り
へ
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
魯
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
、
又
は
謄
写
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

デ
（
》
》
｝
。
〃
」
。
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第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
一
を
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
一
を
「
記

載
又
は
記
録
一
に
、
「
交
付
一
を
「
提
供
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
一
を
「
次
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
し
た
」
を
「
肥
戦
し
、
又
は
肥
録
し
た
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
当
骸
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
被
疑
者
に
対
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
憧
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
が
魯
而
で
あ
る
場
合
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
す
こ
と
。

二
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
が
趣
磁
的
紀
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
逮
捕
状
に
代
わ

る
も
の
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
趣
子
計
算
機
の
映
像
面
、
幾
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
．

ら
な
い
。

一
逮
捕
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
逮
捕
状
が
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
堀
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
鯉
（
逮
捕
状
に
記
録
さ
れ

た
事
項
を
趣
子
叶
算
機
の
映
像
面
、
瞥
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
一
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
被
疑
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
被
疑
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
低
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

ら
な
い
旨

第
二
百
条
第
二
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
『
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ

を
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

逮
捕
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
殴
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

一
逮
捕
状
が
得
面
で
あ
る
場
合
逮
捕
状
を
示
す
こ
と
。

二
逮
捕
状
が
魎
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
逮
捕
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

び
前
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
亀
子
計
算
機
の
映

像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
百
一
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

検
察
邪
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
使
用
に
係
る
晒
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則

で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
蹴
磁
的
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
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第
二
百
一
条
の
二
第
四
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
に
つ
い
て
前
項
の

規
定
に
よ
る
措
憧
を
と
る
」
に
、
「
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ
れ
又
は
配
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
が
」
を
「
記
戦
又
は

配
録
が
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
密
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
三
条
第
一
項
中
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
砿
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

検
察
官
は
、
刑
砺
施
股
に
被
疑
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
伯
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
鵠
職
し
な
が

ら
通
括
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
と
き
は
、
被
疑
者
に
対

し
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
条
の
二
第
一
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
勾
留
状
を
執
行
す
る
た
め
の
措
置
に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
」
を

「
記
載
又
は
記
録
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
勾
留
状
を

執
行
す
る
た
め
の
措
直
に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供

す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
条
の
三
第
三
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
用
い
る
」
に
、
「
肥
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
『
交
付
す
る
」
を
『
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
を
、
」
を
「
に
つ
い
て
、
」
に
、
「
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
勾
留
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
示
し
、
勾
留
状
が
睡
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁

判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及
び
勾
留
状
に
と
ら
れ
た
記
名
押
印
に
代
わ
る

措
睡
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
第
三
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
が
書
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
示
し
、
同
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も

の
が
愈
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る

も
の
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
勉
子
叶
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
百
十
八
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
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き
る
。

第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
（
『
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若

し
く
は
検
鉦
に
軒
手
し
、
又
は
餓
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し

な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
当
該
令
状
が
魯
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手
し
、

又
は
砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
当
骸
令
状
が
勉
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
旺
に
着

手
し
、
又
は
亀
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
使
用
に
係

る
危
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
措
匿
を
と
り
、
か
つ
、
当
餓
措
図
を

と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
晒
磁
的
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
二
百
十
九
条
第
二
項
中
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
『
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
記
載
し
な
け

れ
ぱ
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第

三
項
」
に
、
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
令
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
当
麟
令
状
が
魯
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
当
該
令
状
が
危
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
腫
（
当
餓
令
状
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
愈
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
．

第
二
百
一
・
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
、
第
百
十
条
」
を

弓
い
て
、
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
五
条
の
二
、
鋪
百
十
条
」
を
「
第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
配
載
」
を
「
記
載
又
は
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
百
十
条
一
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」

に
、
「
令
状
の
提
示
の
」
を
「
措
世
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
二
百
十
八
条
一
を
「
第
三
百
十
八
条
第
一

項
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
百
十
条
」
を
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第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
口
頭
で
」
を
「
若
し
く
は
口
頭
で
、
又
は
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砥
磁

的
方
法
（
融
子
情
報
処
理
組
織
（
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
告
解
又
は
告
発
を
す
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
叶
算
機
と
を
蝕
気
通
憎
回
線
で
接
続
し
た
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
．
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を

削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

告
訴
又
は
告
発
は
、
犯
罪
事
実
、
そ
の
犯
人
の
処
罰
を
求
め
る
旨
並
び
に
告
訴
又
は
告
発
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
居

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
又
は
本

店
の
所
在
地
）
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
岡
十
二
条
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
危
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
三
条
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
｡

を
」
を
削
る
。

「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
令
状
の
提
示
に
」
を
「
措
置
を
と
る
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
令
状
の
提
示
を
す

る
」
を
「
当
骸
描
画
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
令
状
の
提
示
が
終
わ
る
」
を
「
当
咳
措
世
を
と
り
終
わ
る
」
に

改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
二
百
十
八
条
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
、
又

は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
の
記
戦
」
を
「
の
記
戦
又
は
記
録
」
に
、
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
令
状

の
提
示
の
」
を
「
措
置
を
と
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
四
条
の
二
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
勾
留
状
の
」
を
「
対
し
、
勾
留
状
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
、
第

二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
勾
留
状
が
」
と
あ
る
の
は
「
当
骸
勾
留
状

に
代
わ
る
も
の
が
一
と
、
「
そ
の
一
に
、
「
、
「
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
一
を
「
「
当
砿

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
「
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
蛎
項
及
び
第
六
十
四
条
第
・
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
に
記

録
さ
れ
た
事
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
当
骸
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
決
定
又
は
鑑
定
留
置
状
」
と
、
「
そ
の
勝
本
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
決
定
又
は
鑑
定
留
置
状
の
謄
本
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
五
条
第
四
項
中
「
乃
至
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
四
十
一
条
第
二
項
中
「
犯
罪
事
実
、
そ
の
犯
人
の
処
罰
を
求
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
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第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
中
「
の
嗣
求
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
舗
求
」
に
、
「
通
知
」
を
「
規
定
に
よ
る
通
知
」
に
、

「
舗
求
笹
を
」
を
「
密
面
で
、
又
は
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
愈
磁
的
方
法
（
電
子
燗
報
処
理
組
織
（
検
察
官
の

使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
同
項
の
規
定
に
よ
る
鯆
求
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
唾
子
計
算
機
と
を
電
気
通
伯
回
線
で
接
続

し
た
趣
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
法
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
「
差
し
出
し
て
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
「
差
し
出
し
て
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
．

「
取
消
し
の
対
象
と
す
る
告
脈
又
は
告
発
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
、
そ
の
告
脈
又
は
告
発
を
取
り
消
す
」
と
銃
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
四
十
五
条
中
「
第
二
百
四
十
一
条
及
び
」
を
「
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「
こ

れ
を
」
を
削
る
。

第
二
百
四
十
六
条
中
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
電
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
、
同
条

た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
五
条
中
「
起
所
状
の
謄
本
の
」
を
『
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
六
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
以
て
一
を
「
も
っ
て
一
に
改

め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
の
誤
」
を
「
の
膜
り
」
に
、
「
防
禦
」
を
「
防
御
」
に
、

「
虞
が
」
を
「
お
そ
れ
が
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
生
ぜ
し
め
る
虞
」
を
「
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
」
に
、
「
物
を
添
附

し
、
又
は
」
を
「
も
の
を
添
え
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
規
定
は
、
公
解
の
提
起
を
第
而
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
第
一
輻
第
六
章
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
百
七
十
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
吹
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
舩
に
関
す
る
番
類
又
は
鉦
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
地
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

咳
勉
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
耐
磁
的
記
録
の
膳
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し

若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
七
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
亀
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の

第
二
百
五
十
八
条
中
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
趣
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
る
。
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次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
は
、
公
斫
の
提
起
後
は
、
餌
舩
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
百
八
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
砿
磁
的
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
、
及
び
膳
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
百
七
十
・
一
条
第
一
項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め

る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
脈
の
提
起
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
翫
状
に

配
載
す
べ
き
率
項
を
肥
録
し
た
勉
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
密
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体

に
肥
録
さ
れ
て
い
る
起
脈
状
に
配
戦
す
べ
き
事
項
を
記
戦
し
た
書
面
）

二
公
訴
の
提
起
が
起
所
状
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
起
飯
状
の
謄
本

第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
中
「
起
所
状
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
な
い
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
が
さ
れ
な
い
」
に
、

「
さ
か
の
ぼ
っ
て
」
を
「
遡
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
起
訴
状
の
勝
本
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、

等
の
提
出
」
を
弱

め
る
も
の
を
」
に
、

と
、
」
に
、
「
起
産

の
各
号
を
加
え
る
。

同
条
第
三
項
中
「
以
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
」
を
「
第
一
項
の
」
に
、
「
起
斫
状
抄
本

等
の
提
出
」
を
「
求
め
」
に
、
「
起
腓
状
抄
本
等
を
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定

め
る
も
の
を
」
に
、
「
及
び
」
を
「
中
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
」

と
、
」
に
、
「
起
斫
状
の
謄
本
」
を
「
前
項
」
に
、
「
、
「
起
所
状
抄
本
等
」
を
『
「
次
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次

一
当
該
求
め
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
斫
状
抄
本

等
に
記
戦
す
ぺ
き
率
項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
当
該
求
め
が
起
腓
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
起
所
状
抄
本
等

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
よ
り
起
勝
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
」
を

「
よ
る
求
め
を
す
る
」
に
、
「
弁
賎
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
腓
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
公
訴
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
に
記
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載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
融
磁
的
記
録
を
弁
謹
人
に
送
達
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

二
公
斫
の
提
起
を
起
脈
状
の
提
出
に
よ
り
す
る
場
合
弁
醗
人
に
送
逮
す
る
も
の
と
し
て
、
起
所
状
の
謄
本
を
提
出
す

る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
起
所
状
の
勝
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
斫
状
に
記

載
さ
れ
た
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」

を
削
り
、
「
起
解
状
の
謄
本
を
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
鯉
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
腓
状
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
肥
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
香
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
配
録
媒
体
に
妃
録
さ
れ
て
い
る
起

脈
状
に
記
戦
す
ぺ
き
事
項
を
記
戦
し
た
書
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
低
が
と
ら
れ
た
場
合
起
師
状
の
謄
本

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
起
解
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
抄
本
等
を
提

出
す
る
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
代
え
て
、
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

て
、
起
翫
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
四
項
中
「
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
一
を
「
措
置
が
と
ら
れ
た
一
に
、
「
起
訴
状
抄
本

等
を
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加

え
る
。一

前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
瞬
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
配
録
し
た
趣
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
密
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て

い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
砺
項
を
記
載
し
た
魯
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
起
訴
状
抄
本
等

措
直
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
起
腓
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
餓
磁
的
配
録
を
弁
膜
人
に
送
達
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
こ

０
〆
」
。

二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
所
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
す
る
場
合
弁
壌
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
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録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起

斫
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
配
戦
し
た
書
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
世
が
と
ら
れ
た
場
合
起
所
状
の
謄
本

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
中
「
起
所
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
醗
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
抄
本
等
を
提

出
す
る
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
圃
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る

措
置
を
と
る
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
弁
護
人
に
送
達
す
べ
き
旨

を
通
知
す
る
こ
と
。

二
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
斫
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
弁
硬
人
に
送
遠

す
る
も
の
と
し
て
、
起
飯
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
五
項
中
「
起
所
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
図
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
所
状
抄
本

等
を
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
三
項
中
「
起
脈
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
匿
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
腓
状
に
記

戦
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
斫
状
抄
本
等
に
記

載
が
な
い
も
の
」
を
削
り
、
「
起
訴
状
の
謄
本
を
」
を
「
、
欲
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
解
状
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
記

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
起

脈
状
抄
本
等
の
提
出
」
を
『
求
め
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
弁
膜
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
所
状
の
謄
本
を
提

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
鯉
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
訴
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
配
録
し
た
敵
磁
的
記
録
を
弁
護
人
に
送
達
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

二
公
所
の
提
起
を
起
脈
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
弁
瑛
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
す

ス
〕
一
一
も
〃
」
。
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な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
中
「
起
脈
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
腫
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
記

戦
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
翫
状
抄
本
等
に
記

戦
が
な
い
も
の
」
を
削
り
、
「
第
四
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
』
を
「
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
所
状
に
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
一
・
百
七
十
一
条
の
言

第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
四
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
起
斫
状
に
紀
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、

「
の
う
ち
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
、

「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
弁
識
人
に
裁
判
密
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
鯛
書
の
勝

本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
骸
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
一
を
「
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

’
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交

付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
戦
さ
れ
て
い
る
当
骸
個
人
特
定
砺
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件

を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
諦
求
弁
溌
人
に
同
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
晒
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
に
当

た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の

』
え
ス
諸一

前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
す
ぺ
き
事

項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て

い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
魯
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
起
訴
状
抄
本
等

第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
中
「
記
戦
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

，
た
だ
し
、
被
告
人
に
対
す
る
蝕
磁
的
肥
録
に
よ
る
当
砿
通
知
は
、
被
告
人
に
異
蟻
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
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条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
四
項
中
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め

に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
較
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第

一
号
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁
判
密
若
し
く
は
裁
判
を
配
戦
し
た
調

書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
し
、
又
は
弁
護
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載

し
た
調
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当
骸
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の

条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
」
を
「
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
謂
求
次
の
イ
又
は
口
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
憧

イ
裁
判
嘗
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
戦
が
な
い
も
の
を
交
付
す
る
こ

イ
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
裁
判
番
又
は
鯛
魯
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
一
部
を
記
載
し
、
又
は
配
録
し

た
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
（
当
咳
個
人
特
定
覗
項
の
記
載
又
は
記
録
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
内
容

が
当
該
裁
判
書
又
は
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
提
供
す
る
こ

、
〃
』
ｏ

ロ
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
低
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
一
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
一
に
、
「
起

瞬
状
抄
本
等
の
提
出
一
を
「
求
め
」
に
、
「
起
瞬
状
に
記
載
さ
れ
た
一
を
「
当
該
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄

本
等
に
配
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
一
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
耶
項
の
記
載
が
な
い
も

の
を
交
付
す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
措
低
を
と
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
描
画
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
六
項
中
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め

ロ
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
世
を
と
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
侭

と
⑥
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に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
斫
状
抄
本
等
に
記
駁
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第

一
号
」
に
、
「
を
閲
覧
し
又
は
そ
の
」
を
「
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
若
し
く
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を

視
聴
し
又
は
そ
の
内
容
の
」
に
、
「
の
閲
覧
」
を
「
の
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
」
に
改
め
る
．

第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
・
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
起

所
状
抄
本
等
の
提
出
」
を
「
求
め
」
に
、
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
当
咳
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
所
状
抄

本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
六
十
一
・
条
」
を

「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
被
告
人
に
示
す
」
を
「
こ
れ
ら
を
執
行
す
る
た
め
の
措
置
に
用
い

る
一
に
、
「
記
載
し
た
一
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
同
条
第
一
項
前
段
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
↓
｜
号
中

「
勾
引
状
」
と
あ
り
、
並
び
に
」
に
改
め
、
「
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
書
中
「
令
状
」
と
」
を
削
り
、
「
同
項
中
」
を

「
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
事
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
に
よ
る
措
図
に
係

る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
」
に
、
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ

れ
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
が
」
を
「
記
戦
又
は
記
録
が
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、

「
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
勾
留
状
」
と
あ
り
、
並
び
に
」
に
改

め
、
「
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
書
中
「
令
状
」
と
」
を
削
り
、
「
同
項
中
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
事
項
及
び
第

六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と

あ
る
の
は
「
事
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
」
に
、
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
が
」

を
「
肥
載
又
は
記
録
が
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
紀
載
さ
れ
た
」
を
「
紀
載
さ
れ
又
は
記

録
さ
れ
た
一
に
、
「
記
載
が
一
を
「
記
戦
又
は
記
録
が
一
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
交
付
一
を
「
提
供
一
に
、
「
勾
留
状

の
一
を
「
対
し
、
勾
留
状
一
と
あ
る
の
は
「
対
し
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
又
は

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
勾
囲
状
が
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
が
」
と
、
「
そ
の
」
に
、
「
、
「
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の

又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
を
「
「
こ
れ
ら
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
「
勾
留

状
に
肥
録
さ
れ
た
事
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
裁
判
長

又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
改
め
る
。
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前
項
の
規
定
に
よ
り
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
適
当
と
認
め
る
場
所
に
在
席
し
た
被

告
人
は
、
そ
の
公
判
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
百
八
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
八
十
八
条
の
二
弁
護
人
は
、
裁
判
所
が
第
二
百
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続

を
行
う
と
き
は
、
被
告
人
が
在
席
す
る
場
所
に
在
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し

た
弁
硬
人
は
、
そ
の
公
判
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
百
九
十
条
の
三
第
一
項
中
「
供
述
書
」
を
「
供
述
書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三

百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
」
に
、
「
書
面
で
」
を
「
召
面
若
し
く
は
愈
磁
的
配
録
で
あ
っ
て
」
に
、
「
の
あ

る
」
を
「
が
あ
り
、
若
し
く
は
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
供
述
者
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
代
わ
る
措
腫
が
と
ら
れ
た
」

に
、
「
映
像
若
し
く
は
音
声
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
媒
体
で
あ
っ
て
供
述
を
記
録
し
た
も
の
」
を
「
録
音
若
し
く

第
二
百
八
十
一
条
の
二
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
及
び
映
像
と
奇
声
の

送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
織
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
八
十
六
条
の
三
裁
判
所
は
、
公
判
期
日
に
お
け
る
手
統
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

審
理
の
状
況
、
弁
護
人
の
数
、
事
案
の
軽
重
そ
の
他
の
率
情
を
考
慮
し
た
上
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
被
告
人
の

防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
相
当
と
露
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護

人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
檎
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
官
及
び
所
舩
関
係
人
が
公
判
期
日
に

お
け
る
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
三
十
四
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
罷
め
る
も
の
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送

受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
腿
威
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
統
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
．
た
だ
し
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
被
告
人
が
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
際
し
、
被
告
人
の
身
体
に
害
を
加
え
又
は
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
告
人

を
奪
取
し
若
し
く
は
解
放
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
．

二
被
告
人
が
そ
の
傷
病
又
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
嗣
難
で
あ
る
と
肥
め
る
と

き
⑨
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当
該
措
回
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
余
部
に
つ
い
て
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
を
除
き
」
を
加

え
、
「
・
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
「
当
骸
描
腫
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
第
三

百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
」
を
「
適
用
し
な
い
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削

り
、
同
条
第
五
項
中
「
起
解
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
り
、
か
つ
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
措
睡
が
と
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
咳
措
陞
に
係
る
個
人
特
定
覗
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
二
百
七

十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
検
察
官
は
、
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
描
画
を
と
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

勉
磁
的
記
録
の
内
容
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
し
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
好
面

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、

一
第
一
・
百
七
十
一
条
の
一
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
節
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
裁
判

所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
フ
ァ
イ
ル
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録

媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
危
子
計
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に

は
録
画
を
行
う
方
法
に
よ
り
供
述
を
記
録
し
た
蝕
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
一
条
第
一
項
中
「
起
腓
状
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
所
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
に
記
載
す
べ
き
事
項

二
公
訴
の
提
起
を
起
腓
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
所
状

第
二
百
九
十
一
条
第
二
項
中
「
起
訴
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
起
脈
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
瞳
を
と
ら
な
け
れ
ば
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え

る
。

一
公
研
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
節
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
を
賊
子
計
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
公
斫
の
提
起
を
起
腓
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
訴
状
を
示
す
こ
と
。

第
二
百
九
十
一
条
第
三
項
中
「
起
解
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
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第
二
百
九
十
一
条
の
二
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
七
項
中
「
意
見
の
陳
述
に
代
え
意
見
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に

代
え
て
書
面
に
よ
り
意
見
」
に
、
「
又
は
意
見
の
」
を
「
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
『
前
項
の

規
定
に
よ
り
番
面
が
提
出
さ
れ
た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
そ
の
旨
」
を
「
当
該
意
見
の
提
出
が
あ
っ
た
旨
」

に
、
「
そ
の
書
面
一
を
「
当
麟
各
号
に
定
め
る
も
の
－
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
提
出
が
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
骸
書
面

二
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
提
出
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
（
第
五
十

四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
腋
意
見

第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
九
項
中
「
よ
る
書
面
」
を
「
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
証
拠
物
の
取
鯛
」
を
「
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
三
百
五
条
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
又
は
証
拠
物
の
取
調
べ
」
に
改
め
、
「
閲
覧
す
る
機
会
」
の
下
に
「
（
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が

勉
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
旺
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の

内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
機
会
。
次
条
、
第
二
百
九
十
九
条
の
三
及
び
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
九

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
鉦
拠

閲
」
を
「
胚
拠
鯛
ぺ
一
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
三
た
だ
し
谷
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を

「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
し
た
一
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
よ

り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
、
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
百
十
二
条
の

二
第
一
項
」
に
、
「
よ
り
翫
因
変
更
等
師
求
書
面
抄
本
等
（
同
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
舗
求
密
面
抄
本
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
」
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
、
「
起
脈
状
に
記
戦

さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、

「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
（
第
三
百
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
所
因
変

表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
斫
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
斫
状
抄
本
等

を
示
す
こ
と
。
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百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因

変
更
等
謂
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
所
因
変
更
等
餉
求
密
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
を
削
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
預
第
二
項
第
一
号
中
「
起
所
状
に
配
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
所
状
抄
本
等
に
記
蕨
が
な
い
も
の
又
は
斫
因
変

更
等
舗
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
斫
因
変
更
等
舗
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
を
削
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
一
の
下
に
「
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
一
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
一
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
措
世
対
象
者
一
と
い
う
。
）

若
し
く
は
措
置
対
象
者
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
弁
護
人
に
裁
判
書
又

は
裁
判
を
記
載
し
た
稠
密
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
配
載
さ
れ
て
い
る
当
骸
措
匠
に
係
る
者
の

氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を

指
定
す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
睡
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
措
匠
に
係
る
者
」
を
「
措
置
対
象

者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
諭
求
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交

更
等
諦
求
番
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
珈
項
の
う
ち
翫
因
変
更
等

謂
求
魯
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
及
び
「
い
ず
れ
も
」
を
削
り
、
『
第
七
項
及
び
同
号
」
を
「
第
七
項
及
び
次
条
第

二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
よ
り
起
所
状
抄
本
等
又
は
腓
因
変
更
等
餉
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を

「
よ
る
措
置
を
と
っ
た
」
に
、
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
配
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
舗
求
書

面
に
紀
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
翫
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
及
び
「
い
ず
れ
も
」
を
削

り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
よ
り
起
脈
状
抄
本

等
を
提
出
し
た
一
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
－
に
、
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
」

に
、
「
よ
り
翫
因
変
更
等
舗
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
、
「
起
腓
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を

「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
『
の
う
ち
起

所
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
所
因
変
更
等
舗
求
笹
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
齢
因
変
更
等
瀦
求
書

面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
よ
り
起
解
状
抄
本
等
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
審
面
抄
本
等
を

提
出
し
た
」
〃
を
「
よ
る
措
圃
を
と
っ
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
三
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
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イ
裁
判
谷
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
措
置
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の

を
交
付
す
る
こ
と
。

ロ
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
世
を
と
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
鯖
求
次
の
イ
又
は
口
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

ィ
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
裁
判
書
又
は
鯛
香
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
一
部
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
当
該
措
鯉
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
又
は
記
録
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
裁
判
番
又
は
調
魯
に
記
録
さ
れ
て
い
る
蛎
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を

提
供
す
る
こ
と
。

ロ
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
五
項
中
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
」
を
『
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
措
世
対
象

者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
措
世
対
象
者
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁

判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す

る
」
を
「
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
匠
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
番
中
「
措
置
に
係
る
者
」
を
「
措
腫
対
象
者
」
に
改

付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
配
較
さ
れ
て
い
る
当
麟
措
置
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら

な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
．
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

二
第
岡
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
餉
求
弁
謹
人
に
同
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
に
当

た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
骸
措
澄
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は

な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
四
項
中
「
若
し
く
は
そ
の
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
措
置
対
象
者
」
と
い
う
。
）
若

し
く
は
措
低
対
象
者
の
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁
判
番
若
し
く
は
裁

判
を
配
載
し
た
鯛
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
骸
措
世
に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
し
、
又
は

弁
醗
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
配
戦
し
た
調
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当
該
氏
名
若
し
く
は

住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定

す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
魯
中
「
措
図
に
係
る
者
」
を
「
措
置
対
象
者
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
吹
の
イ
又
は
口
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
世
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に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
録
媒
体
に
」
を
「
愈
磁
的
記
録
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
条
中
「
乃
至
第
三
百
二
十
三
条
」
を
「
か
ら
第
三
百
三
十
三
条
ま
で
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
耐
磁
的

記
録
」
に
、
「
取
調
」
を
「
取
鯛
べ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
条
中
『
配
載
し
た
書
面
」
を
「
配
載
し
、
又
は
記
録
し
た
番
而
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
「
を
記
録
し
た

記
録
媒
体
」
を
削
る
。

第
三
百
四
条
の
二
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
一
を
「
及
び
映
僅
と
音
声
の
送
受

信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
記
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
に
改
め
る
。

第
三
百
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
三
百
七
条
の
．
一
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

第
三
百
五
条
輔
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
五
十
七
条
の
六

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
励
磁
的
記
録
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
の
取
調
べ
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
書
の
一
部
と
さ
れ
た

勉
磁
的
記
録
の
内
容
を
再
生
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
長
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
謹
人
の
意
見
を
聴

き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
の
再
生
に
代
え
て
、
当
該
調
書
の
取
調
ぺ
を
請
求
し
た
者
、
陪
席
の
裁
判
官
若

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鯖
求
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
措
腫
を
と
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
謂
求
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
凹
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
六
項
中
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
措
匿
対
象

者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
措
置
対
象
者
」
に
、
「
を
閲
覧
し
又
は
そ
の
」
を
「
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
若
し

く
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
し
又
は
そ
の
内
容
の
」
に
、
「
措
世
に
係
る
者
の
氏
名
」
を
「
措
置
対
象
者
の
氏

名
」
に
、
「
の
閲
覧
」
を
「
の
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
魯
中
「
措
匠
に
係
る
者
」
を
『
措
置
対
象

者
一
に
改
め
る
。

第
三
百
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
、
「
取
鯛
」
を
「
取
澗
べ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
一
条
の
二
第
一
項
中
「
書
画
を
「
書
面
又
は
砥
磁
的
記
録
」
に
、
「
記
録
媒
体
の
」
を
「
趣
磁
的
記
録
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
供
述
状
況
記
録
」
と
い
う
。
）
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
項
各
号
」
を
「
第
四

項
各
号
」
に
、
「
当
該
記
録
媒
体
」
を
「
供
述
状
況
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
記
録
媒
体
」
を

「
供
述
状
況
記
録
」
に
、
「
書
面
」
を
「
瞥
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
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裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
唾
磁
的
配
録
の
内
容
を
再
生
す
る
場
合
に

お
い
て
、
必
要
と
記
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
第
百
五
十
七
条
の
五
に
規
定
す

る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
十
条
の
二
裁
判
所
書
記
官
は
、
征
拠
胴
べ
を
終
わ
っ
た
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
に
配
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
肥
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、
当
該
砺
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困

難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
十
二
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
謂
求
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
十
二
条
第
五
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
因
変
更
等
舗
求
書
面
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
」
を
「
吹
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

’
第
一
項
の
謂
求
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
所
因
変

更
等
謂
求
書
面
に
紀
載
す
ぺ
き
事
項
を
記
録
し
た
砿
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
条
の
配
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
師
因
変
更
等
舗
求
書
面
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
第
一
項
の
請
求
が
訴
因
変
更
等
鯖
求
書
面
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
所
因
変
更
等
舗
求
書
面
の
謄
本

第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
所
因
変
更
等
餉
求
書
面
の
謄
本
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共

に
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
飯
因
変
更
等
謂
求
書
面
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
一
を
「
吹

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
一
に
、
「
勝
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
一
を
「
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
さ
れ
て

い
る
腓
因
変
更
等
舗
求
害
面
抄
本
等
に
記
戦
す
べ
き
率
項
を
記
録
し
た
勉
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
解
因
変
更
等
舗
求
啓
面
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

る
。

し
く
は
裁
判
所
書
記
官
に
当
骸
鯛
書
に
配
録
さ
れ
た
供
述
の
内
容
を
告
げ
さ
せ
、
又
は
自
ら
こ
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
所
因
変
更
等
舗
求
書
面
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
訴
因
変
更
等
請
求
書

載
し
た
書
面
）
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め
」
に
、
「
お
い
て
」
を
「
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
一
一
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
岡
第
三
項
中
「
公
斫
の
提

起
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
謂
求
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
七

十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
起
斫
状
」
と
あ
る
の
は
「
誘
因
変
更
等
請
求
番
面
」
と
」
に
、
「
第
二
百
七
十
一
条

の
五
第
一
項
」
を
「
同
項
、
同
条
第
四
項
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
起
所
状
抄
本
等
」
と
あ

る
の
は
「
訴
因
変
更
等
諦
求
書
面
抄
本
等
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五

項
一
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
一
に
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
一
を
「
同
項
第
一
号
一
に
改
め

る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
七
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び

弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
長
が
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に

面
抄
本
等

第
三
百
十
一
・
条
の
二
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
訴
因
変
更
等
鯖
求
書
面
抄
本
等
の
提
出
」
を
「
求

お
け
る
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
銘
め
る
も
の
に
検
察
官
又
は
弁
護
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送

受
侭
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
脇
職
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
検
察
官
又
は
弁
膜
人
は
、
そ
の
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
出
頭

し
た
も
の
と
み
な
す
。

裁
判
所
は
、
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
に
合
蟻
体
の
構
成
員
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の

状
態
を
相
互
に
認
厳
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
続
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
十
六
条
の
九
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
統
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び

被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ

て
、
適
当
と
罷
め
る
も
の
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
餓
し
な
が

ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
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（
弁
護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
勝
写
す
る
機
会
）
」
を
「
に
つ
い
て
、
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
相
手
方
の
区

分
に
応
じ
、
当
腋
イ
又
は
口
に
定
め
る
機
会
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
被
告
人
閲
覧
す
る
機
会
（
当
骸
証
拠
番
類
又
は
証
拠
物
の
全
郎
又
は
一
部
が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
骸
蝕
磁
的
紀
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を

視
聴
す
る
機
会
）

ロ
弁
護
人
閲
覧
し
、
及
び
勝
写
す
る
磯
会
（
当
麟
証
拠
替
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
趣
磁
的
記
録
で
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再

生
し
た
も
の
を
視
聴
し
、
及
び
当
該
愈
磁
的
記
録
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し

く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
戦
し
若
し
く
は
記
録
す
る
機
会
）

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
中
「
あ
っ
て
は
、
」
の
下
に
「
供
述
要
旨
普
面
等
ご
を
加
え
、
「
記
戦
し
た
普

面
）
を
閲
覧
す
る
機
会
（
弁
護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
機
会
）
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書

面
又
は
趣
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
百
十
六
条
の
十
八
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
に
つ
い
て
、
吹
の

イ
又
は
口
に
掲
げ
る
相
手
方
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
機
会
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

席
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
百
十
六
条
の
十
中
「
書
面
に
」
を
「
書
面
若
し
く
は
勉
磁
的
配
録
に
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
、

公
判
前
整
理
手
続
調
書
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砿
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
、
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
一
項
中
「
提
出
し
、
及
び
被
告
人
又
は
弁
議
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
書
面
の
提
出
及
び
送
付
並
び
に
第
二

項
の
一
を
「
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
に
改
め
、
伺
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
証
明
予
定
事
実
を
記
敏
し
、
又
は
記
録
し
た
書

面
又
は
電
磁
的
記
録
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
告
人
に
対
す
る
証
明
予
定
事
実
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
の
送
付
は
、
被
告
人
に
異
蟻
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
を
閲
覧
す
る
機
会
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標
目
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
載
す
べ
き
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
べ
き
」
に
、
「
記
載
す
る
」
を
「
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
、
「
記
戦
し
な
い
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
交
付
」
を

「
提
供
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
同
項
た
だ
し
番
及
び
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
石
第
一
項
第
二
号
中
「
記
戦
し
た
魯
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
蝕
磁
的
紀
録
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改

め
、
同
項
第
八
号
中
「
書
面
一
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
一
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
押
収
手
続
等
記
録
書
面
一
を

「
押
収
手
続
等
記
録
書
面
等
一
に
、
「
で
あ
っ
て
、
証
拠
物
の
一
を
「
又
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
一
に
、
「
押
収
者
一

を
「
押
収
を
し
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
イ
中
「
押
収
手
続
等
記
録
番
面
」
を
「
押
収
手
続
等
記

録
書
面
等
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
六
第
一
項
中
「
節
三
百
十
六
条
の
十
三
第
一
項
の
書
面
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
書

面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
七
第
一
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
一
項
の
書
面
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
番

面
又
は
餓
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
四

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
三
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
（
」
に
、
「
も
の
」
を
「
も
の
に
限
る
。
）
又
は
触
磁
的
記
録
（
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
供

述
者
の
署
名
又
は
押
印
に
代
わ
る
措
世
が
と
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
の
標
目
」
を
「
又
は
当
該
餓
磁
的
記
録
の

イ
被
告
人
閲
覧
す
る
機
会
（
当
咳
供
述
録
取
替
等
又
は
当
該
供
述
要
旨
書
面
等
の
全
部
又
は
一
部
が
愈
磁
的
記
録

で
あ
る
娚
合
に
お
け
る
当
咳
餓
磁
的
肥
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容

を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
機
会
）

ロ
弁
護
人
閲
覧
し
、
及
び
膳
写
す
る
機
会
（
当
麟
供
述
録
取
香
等
又
は
当
骸
供
述
要
旨
書
面
等
の
全
部
又
は
一
部

が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
愈
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、

又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
し
、
及
び
当
咳
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の

内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
機
会
）

第
三
百
十
六
条
の
十
円
第
一
↑
項
中
「
交
付
一
を
「
提
供
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
被
告
人
に
対
す
る
趣
磁
的
妃
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
一
覧
表
の
提
供
は
、
被
告
人
に
異
鍍
が
あ
る
と
き
は
、
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第
三
百
十
六
条
の
十
八
第
一
号
中
「
を
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
、
第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項

第
一
号
口
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
そ
の
者
が
公
判
期
日
に
お
い
て
供
述
す
る
と
思
料
す
る
内
容
の
要
旨
を

記
戦
し
た
魯
面
）
を
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
」
を
「
供
述
要
旨
書
面
等
）
に
つ
い
て
、
第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項

第
二
号
口
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
提
出
し
、
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
書
面
の
提
出
及
び
送
付
並
び
に
前
項
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
百
十
六

条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」

に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
追
加
し
又
は
変
更
す
べ
き
証
明
予
定
事
実

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
二
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
四
項
」
に
改

項
」
に
改
め
る
。

め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
四
項
」
を

「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
五
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
．

第
三
百
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
四
項
」
を

「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
拠
の
全
部
又
は
一
部
が
魎
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
遜
磁
的
記
録
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
示
を
受

け
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
二
項
中
「
を
記
載
し
た
一
覧
表
の
提
示
」
を
「
の
一
覧
表
を
提
示
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同

項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
が
当
該
一
覧
表
を
砿
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
一
覧
表
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
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条
第
二
項
の
汝
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
何
人
に
も
、
第
一
項
の
証
拠
又
は
前
項
の
一
覧
表
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
中
「
及
び
第
三
百
十
六
条
の
十
二
」
を
「
並
び
に
第
三
百
十
六
条
の
十
二
第
一
項
及
び

第
二
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
項
及
び
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
三
十
四
第
五
項
中
「
規
定
は
、
」
を
「
規
定
は
」
に
、
「
又
は
」
を
「
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
公
判
準
備
に
お
い
て
一
に
、
「
つ
い
て
」
を
「
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
参
加
人
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か

ら
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
審
理
の
状
況
、
申
出
を
し
た
者
の
数
そ
の
他
の
事
情
を

考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
に
申
出
を
し
た
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音

声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
織
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
当
該
申
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
公
判
期
日
に
出
席
し
た

も
の
と
み
な
す
。

一
裁
判
官
及
び
所
訟
関
係
人
が
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
同

一
構
内
に
あ
る
も
の

二
他
の
裁
判
所
の
栂
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
適
当
と
認
め
る
も

の前
項
の
申
出
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
意
見
を
付

し
て
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
』
に
、
「
場
合
に
」
を
「
場
合
（
同
条
第
五
項

（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
面
前
」
を
「
面
前
（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
場
合
」
を
「
場
合

（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
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り
、
若
し
く
は
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
被
告
人
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
代
わ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
番
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
番
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
疑
が
」
を
「
疑
い
が
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
三
条
中
「
以
外
の
書
面
」
を
「
及
び
電
磁
的
記
録
以
外
の
番
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中

「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
五
条
中
「
書
面
又
は
｝
を
「
書
面
若
し
く
は
鋤
磁
的
記
録
又
は
｝
に
、
「
に
記
載
さ
れ
た
一
を
「
若
し
く
は

趣
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
た
一
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く
は
瞳
磁
的
記
録
」
に
、
「
乃
至
前
条
」
を
「
か
ら
前
条
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠
調
」
を
「
証
拠
調
べ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
害
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
七
条
中
「
文
番
の
」
を
「
文
書
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）

の
」
に
、
「
記
載
し
て
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
愈
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
し
て
」
に
、
「
そ
の
文
書
」
を
「
そ
の
文
書
等
」

に
、
「
そ
の
書
面
」
を
「
当
咳
書
面
又
は
当
該
餓
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
八
条
中
「
乃
至
第
三
百
二
十
四
条
」
を
「
か
ら
第
三
百
二
十
四
条
ま
で
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く

第
三
百
二
十
条
第
一
項
中
「
第
三
百
二
十
一
条
乃
至
第
三
百
二
十
八
条
」
を
「
吹
条
か
ら
第
三
百
二
十
八
条
ま
で
」
に
、

「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
番
面
で
」
を
「
書
面
若
し
く
は
蹴
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
」
に
、
「
の
あ
る
」
を
「
が
あ

り
、
若
し
く
は
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
供
述
者
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
代
わ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
書
面
」
を
「
笹
面
又
は
蹴
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
以
外
の
書
面
」
を
「
及
び
睡
磁

的
記
録
以
外
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
碓
磁
的
記
録
又
は
」
に
、

「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
戦

し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
番
面
又
は
砥
磁
的
記
録
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
載
し
た
番
面
一
を

「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
篭
磁
的
記
録
」
に
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
記
録
媒
体
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
五
条
第
五
項

た
だ
し
書
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
番
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
三
中
「
記
録
媒
体
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
書
面
で
」
を
「
醤
面
若
し
く
は
鰯
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
」
に
、
「
の
あ
る
」
を
「
が
あ
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第
三
百
五
十
条
の
十
九
中
「
閲
覧
す
る
機
会
」
の
下
に
「
（
証
拠
番
類
の
全
部
又
は
一
部
が
勉
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視

聴
す
る
機
会
）
」
を
加
え
る
。

第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
中
「
第
二
百
九
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
二
百
九
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
六
十
条
中
「
杏
面
」
を
「
書
面
又
は
臨
磁
的
記
録
」
に
、
「
取
下
」
を
「
取
下
げ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
申
立
魯
一
を
「
申
立
書
（
趣
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
に
、
「
差

し
出
し
た
」
を
「
提
出
し
た
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
代
書
し
一
を
「
被
告
人
に
代
わ
っ
て
作
成
し
」
に
改
め
る
．

第
三
百
七
十
六
条
第
二
項
中
「
を
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
飽
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
条
及
び
第
三
百
八
十
六
条
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
百
七
十
七
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
充
分
な
」
を
「
十
分
な
」

に
、
「
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
取
調
」
を
「
取
澗
ぺ
」
に
、
「
控
所
申
立
」
を
「
控
訴
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
控
訴
申
立
」
を
「
控
訴
申
立
て
」
に
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
添
附
し
な
け
れ

は
碓
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
三
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
笹
面
」
を
「
書
面
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
裁
判
所
の
規

則
で
定
め
る
連
署
に
代
わ
る
措
腫
を
と
っ
た
髄
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
七
第
一
項
中
「
（
以
下
「
合
意
内
容
書
面
」
を
「
又
は
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
合
意
内
容
書

面
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
合
意
内
容
書
面
」
を
「
合
意
内
容
懇
面
等
」
に
、
「
の
書
面
」
を
「
の
書

面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
八
及
び
第
三
百
五
十
条
の
九
中
「
合
意
内
容
書
面
」
を
「
合
意
内
容
盤
面
等
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
十
第
二
項
中
「
記
戦
し
た
書
面
』
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
醜
磁
的
記
録
一
に
改
め
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
に
対
す
る
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
当
該
告
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
雛
が
あ
る
と
き

は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
五
十
条
の
十
六
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
餓
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
を
添
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
餓
磁
的
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。
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ぱ
」
を
「
添
え
な
け
れ
ば
」
に
、
「
取
鯛
」
を
「
取
鯛
べ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
三
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添

え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
を
添
附
し
な
い
」
を
「
が
添
え

ら
れ
て
い
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
乃
至
第
三
百
八
十
二
条
」
を
「
か
ら
第
三
百

八
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
四
百
八
条
中
「
書
類
」
を
「
書
類
又
は
愈
磁
的
記
録
』
に
、
「
申
立
」
を
『
申
立
て
」
に
改
め
る
。

第
四
百
二
十
三
条
第
二
項
中
「
を
添
え
て
、
こ
れ
」
を
「
（
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
共

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
抗
告
が
申
立
番
の
差
出
し
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
肢
申
立
番
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
砥
磁
的
記
録

（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
番
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
砿
申
立
香
）

二
抗
告
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
妃
録
さ
れ
て
い
る
申
立
聾
に
配
戦
す

べ
き
事
項
を
配
録
し
た
蹴
磁
的
配
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
聾
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
肥
録

さ
れ
て
い
る
申
立
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
番
面
又
は
廼
磁
的
記
録
）

第
四
百
三
十
五
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
言
渡
を
し
た
確
定
判
決
」
を
「
言
渡
し
を
し
た
確
定
判
決
」

に
、
「
そ
の
言
渡
」
を
「
そ
の
言
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
言
渡
を
受
け
た
者
を
匪
告
し
た
」
を
「
言
渡
し
を
受

け
た
者
を
ぶ
告
し
た
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
魯
中
「
但
し
、
匪
告
」
を
「
た
だ
し
、
ぶ
告
」
に
、
「
言
渡
」
を
「
言
渡

し
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
首
渡
」
を
「
首
波
し
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」
に
、
「
あ
ら

た
に
一
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
書
面
一
を
「
沓
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
一
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書

中
「
但
し
一
を
「
た
だ
し
｝
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
櫓
面
で
」
を
「
書
面
又
は
戚
磁
的
配
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
二
条
第
二
項
中
「
を
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
砥
磁
的
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
と
同
時
に
、
合
意
内
容
書
面
」
を
「
に
併
せ
て
合
意
内
容
魯
面
等
」
に
、
「
差
し
出

さ
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
合
意
内
容
書
面
」
を
「
合
意
内
容
啓
面
等
」
に
、

「
差
し
出
し
た
」
を
「
提
出
し
た
」
に
、
「
の
書
面
」
を
「
の
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
、
「
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
」
を

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。
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第
四
百
六
十
三
条
第
二
項
中
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
読
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
中
「
公

瞬
の
提
起
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
さ
れ
た
」
に
、
「
第
阿
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
起
腓

状
の
謄
本
の
提
出
」
を
「
さ
れ
、
第
四
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
さ
れ

た
」
と
あ
る
の
は
「
さ
れ
、
第
四
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
起
腓
状
の
勝
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
に
、
「
と
も

に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
規
定
は
、
公
訴
の
提
起
を
第
莊
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
百
六
十
八
条
第
五
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
百
六
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第

四
百
六
十
三
条
第
七
項
一
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
第
七
十
条
第
一
項
但
書
」
を
「
た
だ
し
、
第
七
十
条
第
一
項
た
だ
し

書
」
に
、
「
第
百
八
条
第
一
項
但
書
」
を
「
第
百
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
下
」
を
「
取
下

げ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
在
る
」
を
「
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
三
条
中
「
書
面
で
』
を
「
瞥
面
又
は
蹴
磁
的
配
録
に
よ
り
」
に
、
「
こ
れ
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
肥
戦
し
た

餌
密
の
勝
本
又
は
抄
本
」
を
「
当
骸
書
面
又
は
餓
磁
的
記
録
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に

定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
番
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
裁
判
書
の
原
本
、
」
を
「
第
一
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
裁
判
書
の
原
本
又
は
同
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
密
の
謄
本
若
し
く
は
抄

本
」
を
削
り
、
「
、
こ
れ
を
」
を
「
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
認
印

し
、
又
は
法
務
省
令
（
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
の
規
則
）
で
定
め
る
駆
印
に
代
わ
る
措
置
を

と
っ
て
、
そ
の
指
揮
を
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
裁
判
聾
が
書
面
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
密
面
で
あ
る
鯛
嘗
に
配
載
さ
れ
て
い
る
場
合
当
咳
裁
判
書
又
は
当
骸
脚

密
の
謄
本
又
は
抄
本

二
裁
判
啓
が
電
磁
的
肥
録
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
鯛
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
当
骸
裁
判

番
、
当
該
鯛
書
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
書
面
又
は
当
咳
裁
判
樫
若
し
く
は
当
鮫
鯛
書
に
配
録
さ
れ
て
い
る
事
項

の
一
部
を
記
載
し
、
若
し
く
は
配
録
し
た
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
事
項
と
同
一
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の

第
四
百
七
十
八
条
中
「
を
作
り
」
を
「
（
砿
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
作
り
」
に
、
「
と
も

に
」
を
「
共
に
」
に
、
「
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
押
印
し
、
又
は
法
務
省
令
で
定
め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
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置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

収
容
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
百
八
十
四
条
の
二
中
「
前
条
前
段
」
を
「
前
条
第
一
項
前
段
」
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
七
条
中
「
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

収
容
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
が
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
腫
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
収
容
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
収
容
状
が
晒
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
低
（
収
容
状
に
記
録
さ
れ
た
事

項
を
唖
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
氏
名

が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
四
百
八
十
九
条
に
後
段
と
し
て
淡
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
務
省
令
で
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
百
九
十
二
条
の
二
中
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
」
を
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
刑
砺
施
股
に
い
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
理
由
を
告
げ
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を

聴
く
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
そ
の
者
を
在
席
さ
せ
て
当
鮫
手
続
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
刑
事

施
設
に
そ
の
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
職
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
腋
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
裁
判
所
が
当
該
手
続
を
す
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
二
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第

七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
項
中
「
館
三
項
、
」
を
「
第
四
項
、
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
四
条

第
一
項
の
項
を
吹
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項

罪
名
、
公
訴
班
実
の
要
旨
、
引
致
す
一
罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
、
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第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
二
項
の
表
第
六
十
四
条
第
二
項
の
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」

に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
節
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
一
項
中
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
」
を
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
の
表
第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
二
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
の
吹
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

拘
腫
状
は
、
魯
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
触
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
八
第
三
項
の
表
第
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

べ
き
場
所
又
は
勾
留
す
べ
き

前
二
項

公
群
事
実
の
要
旨

当
骸
裁
判
が
硫
定
し
た
日
、
当
骸
裁

判
に
係
る
嗣
金
の
金
額
、
胴
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
囲
世
の
期
間
、
拘
殴
す
ぺ
き

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
に
お

い
て
醜
み
替
え
て
甑
用
す
る
第
二
項

罰
金
が
完
納
さ
れ
て
い
な
い
旨
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第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
二
項
第

二
号

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

裁
判
長

第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）

裁
判
長

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
に
お

い
て
晩
み
替
え
て
遜
用
す
る
第
六
十

四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）

第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
項

各
号



第
一
項
の
項
中

十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
四
条
並
び
に
第
七
十
五
条
の
項
中
「
第
六
十
二
条
、
第
六
十

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
四
条

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
三
項
の
表
第
六
十
四
条
第
二
項
の
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三

項
一
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
三
項
の
項
を
欲
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
九
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

‐

ｰ

に
改
め
”
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ー

を

ヨ

罪
名
、
公
跡
砺
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イ

第
一
項
の
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
五
百
十
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手
し
、
又
は
咽
磁
的

記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
骸
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
当
骸
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手
し
、

又
は
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
当
鮫
令
状
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
．
捜
索
若
し
く
は
検
鉦
に
漕

手
し
、
又
は
矼
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
検
察
官
（
第
五
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
検
察
事
務
官
に

処
分
を
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
）
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る

こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
措
世
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
睡
磁
的
妃
録
を

裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
五
百
十
条
第
二
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
令
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
栽
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
鮫
令
状
が
啓
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
当
該
令
状
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
腫
（
当
該
令
状
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
五
百
十
一
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
晒
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
五
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
、
第
百
十
条
」
を
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第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
一
項
第

二
号

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

裁
判
長

第
七
十
三
条
第
三
項

公
翫
班
実
の
要
旨

前
二
項

第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

胴
金
が
完
納
さ
れ
て
い
な
い
旨

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
三
項
に

お
い
て
疏
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一

項 第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一

項
各
号

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

罪
名
、
公
所
事
実
の
要
旨

裁
判
長

胴
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
、

当
鮫
裁
判
が
確
定
し
た
日
、
当
該
裁

判
に
係
る
罰
金
の
金
額
、
嗣
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
直
の
期
間

胴
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
、

当
骸
裁
判
が
確
定
し
た
日
、
当
該
裁

判
に
係
る
嗣
金
の
金
額
、
嗣
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
腔
の
期
間



及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
一
条
第
四
項

に
お
い
て
醜
み
替
え
て
率
用
す
る
第
五
百
十
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
「
裁
判
長
」
と
あ
る
の

は
「
裁
判
長
又
は
裁
判
官
」
と
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
七
頃
に
お
い
て
池

用
す
る
第
一
項
」
と
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
者
」
と
」
の
下
に
「
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
五
百
十
三
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
五
百
十
五
条
第
四
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
一
に
、
『
第
百
六
十
八
条
第
二
項
一
を
「
、
第
百
六
十
八
条
第
四

項
一
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
編
を
加
え
る
。

第
八
編
雑
則

第
五
百
十
七
条
こ
の
法
神
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
法
務
省
令
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産

省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
国
士
交
通
省
令
、
環
境
省
令
及
び
防
衛
省
令
と
す
る
。

（
刑
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
つ
い
て
、
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
執
行
」
と
」
を
「
執
行
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
中

「
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
」
と
、
「
裁
判
長
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
官
」
と
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百

十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
瀬
用
す
る
第
一
項
」
と
」
に
、
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
」
」
を
「
第

一
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
に
』
」
に
、
「
第
二
百
十
八
条
」
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一
項
」
」

に
、
「
第
五
百
九
条
」
」
を
「
第
五
百
九
条
第
一
項
」
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
条
第
一

項
」
に
、
「
者
」
と
」
を
「
者
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
第
↓
一
号
中
「
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
一
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
一
と
、
「
裁
判
長
一
と
あ
る
の
は
「
裁

判
官
」
と
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
・
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」

と
」
に
、
「
第
一
項
」
」
を
「
第
一
項
に
」
」
に
、
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
」
に
、

「
第
二
百
十
八
条
」
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一
項
」
」
に
、
「
第
五
百
九
条
」
」
を
「
第
五
百
九
条
第
一
項
」
」
に
改

め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
の
二
前

段
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
」
に
、
『
執
行
」
と
」
を
「
執
行
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号

－110－ －109－

第
九
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
敵
子
計
算
機
損
壊
等
公
務
執
行
妨
害
）

第
九
十
五
条
の
二
公
務
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
勉
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
用
に
供

す
る
趣
磁
的
記
録
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
勉
子
計
算
機
に
虚
偽
の
情
報
若
し
く
は
不
正
な
指
令
を

与
え
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
砿
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
動
作
を
さ
せ
ず
、
又
は
使
用
目
的
に

反
す
る
動
作
を
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
五
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

行
使
の
目
的
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
印
章
若
し
く
は
署
名
（
以
下
こ
の
京
、
第
百
六
十
五
条
及
び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て

「
印
章
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
作
成
す
べ
き
文
番
若
し
く
は
図
画
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
を
偽
造
し
、
又
は
偽
造
し
た
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
印
章
等
を
使
用
し
て
公

務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
作
成
す
べ
き
文
書
等
を
偽
造
す
る
行
為

二
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
敵
磁
的
記
録
印
章
等
（
印
章
等
と
し
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
蝕
磁
的
記
録
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
、
第
百
六
十
五
条
及
び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員

の
作
成
す
べ
き
勉
磁
的
記
録
文
聾
等
（
文
瞥
等
と
し
て
表
示
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
勉
磁
的
記
録
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
偽
造
し
、
又
は
偽
造
し
た
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
愈
磁
的
配
録
印
章
等
を
使

用
し
て
公
務
所
若
し
く
は
公
務
風
の
作
成
す
べ
き
愈
磁
的
記
録
文
書
等
を
偽
造
す
る
行
為

第
百
五
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
公
務
員
」
を
「
若
し
く
は
公
務
員
」
に
、
「
又
は
署
名
し
た
文
書
又
は
図
画
」
を
「
若

し
く
は
署
名
し
た
文
懇
等
又
は
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
が
趣
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
作
成
し
た
趣
磁
的
記
録
文
書

等
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
文
番
一
を
「
文
書
等
一
に
、
「
図
画
一
を
「
愈
磁
的
記
録
文
書
等
一
に
改
め
る
。

第
百
五
十
六
条
中
「
文
書
」
を
「
文
書
等
」
に
、
「
図
画
」
を
「
晒
磁
的
紀
録
文
書
等
」
に
、
「
印
章
又
は
署
名
」
を

「
印
章
等
又
は
勉
磁
的
配
録
印
章
等
』
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
第
二
項
中
「
又
は
旅
券
」
を
「
若
し
く
は
旅
券
」
に
、
『
さ
せ
た
」
を
「
さ
せ
、
又
は
愈
磁
的
記
録
文
書

等
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
免
状
、
艦
札
若
し
く
は
旅
券
の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
不

実
の
記
録
を
さ
せ
た
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
八
条
第
一
項
中
「
文
書
」
を
「
文
書
等
」
に
、
「
図
画
」
を
「
勉
磁
的
記
録
文
書
等
」
に
、
「
又
は
前
条
第
一
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第
百
六
十
七
条
中
「
印
章
」
を
「
印
章
等
」
に
、
「
署
名
」
を
「
勉
磁
的
記
録
印
章
等
」
に
改
め
る
。

（
検
察
審
査
会
法
の
一
部
改
箙
）

第
四
条
検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

行
使
の
目
的
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一
他
人
の
印
章
等
を
使
用
し
て
権
利
、
義
務
若
し
く
は
事
実
証
明
に
関
す
る
文
書
等
を
偽
造
し
、
又
は
偽
造
し
た
他
人

の
印
章
等
を
使
用
し
て
権
利
、
義
務
若
し
く
は
事
実
証
明
に
関
す
る
文
櫓
等
を
偽
造
す
る
行
為

二
他
人
の
蝕
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
権
利
、
義
務
若
し
く
は
事
実
証
明
に
関
す
る
電
磁
的
配
録
文
瞥
等
を
偽
造

し
、
又
は
偽
造
し
た
他
人
の
趣
磁
的
肥
録
印
章
等
を
使
用
し
て
櫓
利
、
残
務
若
し
く
は
亭
実
証
明
に
関
す
る
趣
磁
的
記

録
文
書
等
を
偽
造
す
る
行
為

第
百
五
十
九
条
第
二
項
中
「
又
は
署
名
し
た
椎
利
、
義
務
又
は
」
を
「
若
し
く
は
署
名
し
た
権
利
、
義
務
若
し
く
は
」

に
、
「
文
書
又
は
図
画
」
を
「
文
書
等
又
は
他
人
が
瞳
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
作
成
し
た
権
利
、
義
務
若
し
く
は
事

実
証
明
に
関
す
る
趣
磁
的
記
録
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
文
書
又
は
図
画
」
を
「
文
書
等
又
は
電
磁
的
記
録
文

書
等
」
に
改
め
る
。

た
」
に
改
め
る
。

項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
供
し
た
」
を
「
供
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
砿
磁
的
配
録
を
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し

第
百
六
十
条
中
「
公
務
所
」
を
「
、
公
務
所
」
に
、
「
検
案
書
又
は
」
を
「
検
案
書
若
し
く
は
」
に
、
「
し
た
」
を

「
し
、
又
は
公
務
所
に
提
出
す
べ
き
睡
磁
的
記
録
文
暦
等
で
あ
っ
て
、
診
断
櫓
、
検
案
密
若
し
く
は
死
亡
証
魯
の
全
部
若
し

く
は
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
虚
偽
の
記
録
を
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
文
魯
」
を
「
文
書
等
」
に
、
「
図
画
」
を
「
愈
磁
的
記
録
文
書
等
」
に
、
「
配
載
」
を
「
配

戦
若
し
く
は
記
録
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
中
「
印
軍
一
を
「
印
章
等
」
に
、
「
署
名
一
を
「
趣
磁
的
記
録
印
章
等
一
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
記
号
」
の
下
に
「
又
は
瞳
磁
的
記
録
記
号
（
記
号
と
し
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
電
磁
的

記
録
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
記
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
記
号
」

を
加
え
る
。
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第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
書
面
」
を
「
雷
面
又
は
危
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
魯
面
」
を
「
書
面
又
は
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
そ
の
呼
出
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
呼
出
し
』
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
方
法
（
勉
子
傭
報
処
理
組
織
（
検
察
審
査
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
浬
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
同
じ
．
）
と
審
査
の
申
立
て
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
と
を
電

気
通
侶
回
線
で
接
続
し
た
趣
子
怖
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
侭
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
か
つ
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
か
つ
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
裁
判
所
長
又
は
地
方
裁
判
所
支
部
に
勤
務
す
る
裁
判
官

が
、
起
立
し
て
、
良
心
に
従
い
公
平
賊
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
こ
と
を
誓
う
旨
を
配
載
し
た
書
面
又
は
そ
の
旨
を
記

録
し
た
砿
磁
的
配
録
（
地
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
腿
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
を

朗
読
し
、
検
察
審
査
員
及
び
補
充
員
を
し
て
、
当
該
書
面
に
署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
当
骸
砿
磁
的
記
録
に
法
務
省
令
で
定

め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
世
を
と
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

招
築
状
は
、
魯
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
晒
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
中
「
検
察
審
査
員
及
び
補
充
員
に
対
す
る
」
を
削
り
、
「
、
場
所
及
び
」
を
「
及
び
場
所
並
び
に
」
に
、

「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
因
り
」
を
「
よ
り
」
に
、
「
番
面
で
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
の
申
立
」
を
「
の
申
立
て
」
に
、
「
且
つ
申
立
の
理
由
を
明
示
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
法
務
省
令
で

第
三
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
認

め
る
も
の
に
検
察
官
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
兜
醸
し
な
が
ら
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
骸
雛
決
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
駆
項
と
同
一
で
あ

る
こ
と
の
柾
明
が
さ
れ
た
も
の
」
に
、
「
七
日
間
」
を
「
七
日
間
、
鍍
決
の
要
旨
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特

定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
図
く
と
と
も
に
、
礒
決
の
要
旨
が
記
載
さ
れ
た
魯
面
を
」
に
、
「
蟻
決
の

要
旨
を
掲
示
し
、
且
つ
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
継
決
の
要
旨
を
当
該
検
察
審
査
会
事
務
局
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像

面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
画
き
、
か
つ
」
々
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
か
か

る
一
を
「
係
る
一
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
鮭
決
書
の
謄
本
の
一
を
「
規
定
に
よ
る
一
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
よ
り
当
骸
雛
決
に
係
る
蟻
決
書
の
騰
本
の
」
を
「
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
検
察
官
に
異
雛
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察

審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
腿
め
る
も
の
に
検
察
官
を
在
席
さ
せ
、

映
像
と
音
声
の
送
受
僧
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
蹴
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
意

見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
れ
ば
足
り
る
。

第
三
十
八
条
の
二
中
「
意
見
密
」
の
下
に
「
（
地
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
中
「
附
し
た
蟻
決
書
」
を
「
付
し
た
蟻
決
書
（
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
第
四
十
一
条

の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
又
は
当
麟
鮭
決
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
駆
項
を
記
戦
し
、
若

検
察
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
申
立
人
又
は
証
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
鋸
め
る
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適

当
と
艶
め
る
も
の
に
審
査
申
立
人
又
は
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
餓

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
検
察
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
当
と
閉
め
る
者
か
ら
法
律
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
専
門
的
助
芭
を
徴
す
る
場

合
に
お
い
て
、
相
当
と
閉
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す

る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
認
め
る
も
の
に
当
該
相
当
と
龍
め
る
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信

に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
戚
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
専
門
的
助
言
を
徴
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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第
五
条
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
五
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
に
後
段
と
し
て
吹
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
襲
一
・
項
中

「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
そ
の
議
決
番
の
謄
本
」
を
「
当
該
織
決
密
の
謄
本
又
は
当
該
議
決
書
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
餓
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
蟻
決
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
砺
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
（
第
四
十
一
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
「
起
所
醸
決
書

勝
本
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
九
第
一
項
中
「
磯
決
書
の
謄
本
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
」
を
「
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
場
合
」
に
、
「
雛
決
魯
の
謄
本
」
を
「
起
脈
鮭
決
魯
謄
本
等
」
に
、
「
第
四
十
一
条
の
七
第
三
項
た
だ
し
笹
」
を
「
第
四

十
一
条
の
七
第
三
項
」
に
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
一
を
「
当
該
一
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
少
年
法
の
一
部
改
正
）

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
敵
磁
的
記
録
（
地
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
脇
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
鯉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
骸
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を

閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
骸
趣
磁
的
配
録
の
謄
写
は
、
こ
れ

を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
戦
し
若
し
く
は
肥
録
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
第
一
節
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
砿
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
竿
）

第
五
条
の
四
検
察
官
及
び
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
は
、
申
立
て
、
舗
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除
き
、
最
高
裁
判
所
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
愈
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
勉
子
叶
算
機

と
を
愈
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
裁
判
所
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の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
に
伽
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
配
録
す
る
方
法
又
は

当
骸
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
骸
申
立
て
等
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
こ
の

法
律
そ
の
他
の
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
当
該
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
当
該
申
立
て
等
は
、
当
該
書
面
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
前
項
の
愈
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
咳
申
立
て
等

に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
弁
砿
士
で
あ
る
付
添
人
が
、
同
項
の
地
子
情
報
処
理
組
繊
に
係
る
勉
子
計
算
機
の
故

障
そ
の
他
の
そ
の
責
め
に
冊
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
）

第
五
条
の
五
申
立
て
等
が
、
番
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
、

又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
骸
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法

に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

を
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
咳
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
駆
情

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
の
五
の
見
出
し
中
「
鑑
定
嘱
舵
」
を
「
鑑
定
嘱
舵
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
捜
索
」
を
「
（
刑
事
斫
舩

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
賦
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
捜
索
、
同

法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
勉
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限

る
。
次
項
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
単
に
「
砥
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
」
を
削
り
、
「
捜
索
」
を
「
捜
索
、
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
、
「
、
こ
れ
を
」
を

「
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
六
第
一
項
中
『
と
と
も
に
」
を
「
及
び
趣
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に

「
（
魎
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。
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三
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
抗
告
受
理
の
申
立
て
を
受
け
た
原
裁
判
所
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に

定
め
る
も
の
を
高
等
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
抗
告
受
理
の
申
立
て
が
第
五
条
の
四
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
申
立
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
第
五
条
の
五
た
だ
し
櫓
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
配
録
媒
体
に

記
録
さ
れ
て
い
る
申
立
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
裁
し
、
又
は
記
録
し
た
櫓
面
又
は
睡
磁
的
記
録
）

二
抗
告
受
理
の
申
立
て
が
申
立
書
の
差
出
し
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
該
申
立
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し

た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
条
の
五
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
申
立
櫓
）

第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
四
項
』
に
改
め
る
。

（
刑
事
訴
舩
法
施
行
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
刑
事
訴
訟
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
呼
出
状
及
び
同
行
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
危
磁
的
記
録
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
同
行
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
検
証
、
押
収
、
捜
索
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
捜
索
」
を
「
、
捜
索
又
は
電

磁
的
配
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
、
捜
索
及
び
砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
、
「
、
こ

れ
を
一
を
「
つ
い
て
一
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
第
二
項
の
呼
出
状
及
び
前
二
項
の
同
行
状
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
の
規
定
は
前
二
項
の
同

行
状
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
二
項
の
申
立
書
の
」
を
「
第

第
十
条
第
一
項
中
「
新
法
第
四
十
六
条
」
を
「
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
一
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２
刑
蛎
斫
訟
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
腓
舩
関
係
人
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
紀
録
の
提
供

を
諭
求
す
る
場
合
の
費
用
の
額
は
、
当
分
の
間
、
当
該
魯
面
に
つ
い
て
は
用
紙
一
枚
に
つ
き
六
十
円
、
当
咳
趣
磁
的
記
録

に
つ
い
て
は
一
件
に
つ
き
八
千
四
百
円
と
す
る
。

（
刑
事
補
償
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条
刑
哩
補
償
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
九
条
の
二
代
理
人
が
弁
餓
士
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
は
、
申
立
て
、
諦
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申

述
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
吹
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除
き
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
賊
子
情
報

処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
椴
（
入
出
力
装
腫
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

（
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
肥
録
）

第
九
条
の
三
申
立
て
等
が
、
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
、

又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法

に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
該
番
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
頃
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

じ
。
）
と
当
該
代
理
人
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
と
を
晒
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
砿
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

を
使
用
し
て
当
該
申
立
て
等
に
係
る
巾
項
を
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
砿
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に

「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
肱
事
項
を
記
録
し
た
配
録
媒
体
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
愈
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
骸
申
立
て
等

に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
代
理
人
が
、
同
項
の
亀
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
勉
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
の
そ
の
責

め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。
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第
十
四
条
中
「
聞
き
」
を
「
聴
き
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
吹
の
一
・
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
敵
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
決
定
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
愈

磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
般
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
決
定
書
の
雅
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
妃
録
さ
れ
た
決
定
密
に
係
る
睡
磁
的
記
録

を
、
検
察
官
及
び
諭
求
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
）
・

第
八
条
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
当
骸
被
疑
者
を
」
を
『
入
国
警
備
官
に
対
し
、
当
咳
被
疑
者
を
引
き
渡
す
と
と
も

に
、
」
に
、
「
と
と
も
に
入
国
菩
備
官
に
引
き
波
す
」
を
「
並
び
に
趣
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
笹
類
及
び
証
拠
物
を
入
国
警
備
官
に
引
き
渡
す
」
を
「
入
国
警
備
官
に
対
し
、
書
類
及
び
証
拠
物
並
び
に
鯉
磁
的
記
録
を

提
供
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
在
留
カ
ー
ド
」
の
下
に
「
又
は
在
留
カ
ー
ド
と
し
て
表
示
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
在
留
カ
ー
ド
敏
磁
的
記
録
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
在
留
カ
ー
ド
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
在
留
カ
ー
ド
一
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
等
一
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
在
留
カ
ー
ド
一
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
（
偽

造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
前
条
第
一
項
の
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
が
紀
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
行
使
の
目
的
又
は
人
の
砺
務
処
理
を
膜
ら
せ
る
目
的
で
、
偽
造
さ
れ
、
若
し
く
は
変
造
さ
れ
、
又
は
不
正
に
作
ら
れ
た

在
留
カ
ー
ド
餓
磁
的
記
録
を
保
管
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

｛
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

を
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
骸
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
砺
情

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

－127－－128－



第
九
条
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
砺
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
２
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
趣
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
一
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
所
舩
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措

砥
を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
研
舩
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二

百
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
腓
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
骸
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
醜
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
、
「
）
は
、
」
を
二
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警

察
員
が
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
の
嘱
託
」
を
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
検
証
」
に
、
「
又
は
裁
判
官
か

ら
す
る
」
を
「
若
し
く
は
裁
判
官
が
合
衆
国
軍
隊
の
橘
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判

官
か
ら
合
衆
国
躯
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
詑
し
て
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
四
項
中
「
勾
引
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
一
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
一
と
、
『
事
項

及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
妃
載

し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
配
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

し
な
け
れ
ば
」
今

一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
勾
引
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
蝕
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。
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く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
蝕
磁
的
記
録
の

保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
栴
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
危
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
一
・
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

》
（
》
⑨

第
二
条
第
一
項
中
「
（
以
下
一
を
「
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
六
条
の
三
第
二
項
を

、
、

除
き
、
以
下
」
に
、
「
け
ん
騒
」
を
「
け
ん
騒
」
に
改
め
る
。
。

き
、
以
下
」
に
、
「
け
ん
騒
」
を
「
け
ん
騒
」
に
改
め
る
。
・

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
番
類
等
の
提
供
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
電

磁
的
配
録
」
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く

は
引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
そ
の
保
管
す
る
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
飽
磁
的
紀
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
当
該
趣
磁
的
記
録
に
肥
録
さ
れ
て
い
る
率
項
を

配
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
趣
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
趣
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
餓
磁
的
記
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

3

第
三
条
第
二
項
中
「
あ
た
る
」
を
「
骸
当
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
に
該
当
す
る
行
為
を
直
接
に
知
り
得
た
裁
判
所
又
は
裁
判
官
は
、
自
ら
裁
判
を
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
餓
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
制
裁
を
科

す
べ
き
旨
の
諦
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
裁
判
所
が
請
求
す
る
場
合
そ
の
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
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４
第
一
項
の
抗
告
を
す
る
場
合
に
は
、
本
人
は
、
弁
護
士
を
代
理
人
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
申
立
に
つ
い
て
高
等
裁
判
所
」
を
「
申
立
て
に
つ
い
て
高
等
裁
判
所
」
に
、
「
左
の
」
を
「
次
に
掲

げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
股
」
を
「
に
膜
り
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
六
条
の
二
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
、
請
求
そ
の
他
の
申
述
（
以
下
「
申
立
て
等
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
魯
面
等
（
書
面
、
書
類
、
文
番
、

三
十
二
条
の
二
」
を
削
り
、
「
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
」
を
「
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
百
三
十
二
条
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
廷
等
の

秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
」
と
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
申
立
』
を
「
申
立
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

ろ
0

一
裁
判
所
が
謂
求
し
た
場
合
そ
の
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
を
も
っ
て
構
成
す
る
裁
判
所

二
裁
判
官
が
謂
求
し
た
場
合
そ
の
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
を
も
っ
て
構
成
す
る
裁
判
所

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
弁
瞳
士
の
補
佐
）

第
三
条
の
二
裁
判
所
は
、
制
裁
を
科
す
る
裁
判
の
手
統
が
遅
延
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
閉
め
る
場
合
に
は
、
本
人
に
砺
件

に
つ
き
弁
護
士
の
補
佐
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
を
す
る
場
合
に
は
、
本
人
は
、
事
件
に
つ
き
弁
護
士
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

二
裁
判
官
が
請
求
す
る
場
合
そ
の
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所

４
前
項
の
舗
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
餓
各
号
に
定
め
る
独
判
所

が
、
裁
判
を
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
、
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
」
及
び

「
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
、
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
、
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
二
百

る
｡
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３
蝕
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
は
、
当
該
勉
子
憎
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
に
係
る
車
項
が

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
、
当
眩
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
晒
子
愉
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
の
特
例
）

第
六
条
の
三
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
蛎
件
の
申
立
て
等
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一

2

一
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
本
人
を
補
佐
す
る
弁
護
士
当
該
本
人
を
補
佐
す
る
事
件

二
第
五
条
第
四
項
（
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
に
選
任
さ
れ
た
弁

醗
士
当
咳
代
理
人
に
選
任
さ
れ
た
事
件

２
前
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
救
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
そ
の
責
め
に
帰
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
率
由
に
よ
り
、
醜
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
書
面
等
に
よ
る
申
立
て
等
）

謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
腿
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
憎
報
が
記
戦

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
又

は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
も
の
（
当
鮫
裁
判
所
の
裁
判
長
若
し
く
は
受
命
裁
判
官
又
は
受
舵
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
も
の

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁

判
所
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
徳
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
第
六
条
の
五

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
当
骸
書
面
等
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
融
子
計

騨
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
一
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

ヂ
（
》
○

前
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
（
次
項
に
お
い
て
「
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規

定
に
規
定
す
る
書
面
等
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
法
令
そ
の
他
の
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規

定
を
適
用
す
る
。

項
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
、

口
頭
で
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

－135－－136－



第
六
条
の
四
申
立
て
等
が
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
と
き
を
除

く
。
）
は
、
裁
判
所
啓
記
官
は
、
当
骸
書
面
等
に
記
載
さ
れ
た
蛎
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
番
面
等
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
等
）

第
六
条
の
五
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
条
の
申
立
て
等
に
係
る
書
面
等
の
ほ
か
、
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お

い
て
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
書
面
等
又
は
蝕
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
繊
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
十
二
条
第
二
項
、
・
第
六
十
四
条
（
第
一
項
各
号
を
除

く
。
）
、
第
七
十
条
第
一
項
本
文
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
前
段
及
び
第
三
項
、
第
七
十
四

条
、
第
百
二
十
六
条
並
び
に
第
百
二
十
七
条
の
規
定
は
、
収
容
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
制
裁
を
科
す
る
裁
判
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
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別
表
を
削
る
。

（
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
又
は
」
を
「
（
砿
磁
的
記
録
（
睡
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
又
は
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
」
に
、

「
を
添
附
し
」
を
「
（
館
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
十
条
第
四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
て
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
」
に
、
「
行
な
う
」

を
「
行
う
』
に
改
め
る
。
．

「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後

は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
拘
禁
許
可
状
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
を
記
載

し
、
裁
判
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
拘
禁
許
可
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
拘
禁
許

可
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
・
拘
禁
許
可
状
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず

東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
検
察
事
務
官
等
に
拘
禁
許
可
状
に
よ
る

拘
束
を
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
及
び
当
該
検
察
事
務
官
等
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
．
）
か
ら
拘
禁
許
可
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

第
四
条
第
一
項
中
「
引
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
替
面
の
」
を
削
り
、
二
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後

■■■■■■■■
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第
六
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
三

条
第
一
項
第
二
号

第
六
十
四
条
第
一
項

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

氏
名
及
び
住
居
、
罪
名
、
公
斫
車
実

の
要
旨
、
引
致
す
べ
き
場
所
又
は
勾

留
す
べ
き
刑
事
施
股
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
事
項
並
び
に
発
付
の
年

月
日
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め

る
覗
項

裁
判
官

氏
名
、
住
居
、
年
齢
、
監
匝
の
期
間

そ
の
他
収
容
に
必
要
な
事
項

』

第
七
十
三
条
第
三
項

第
七
十
二
条
第
一
項

第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

公
脈
事
実
の
要
旨
及
び
令
状

前
二
項

つ
い
て
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

裁
判
長

同
項
各
号

収
容
状

同
項
前
段

つ
い
て
第
一
項
各
号

裁
判
官



当
骸
各
号
に
定
め
る
措
凹
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
拘
禁
許
可
状
が
盛
面
で
あ
る
場
合
拘
禁
許
可
状
を
示
す
こ
と
。

二
拘
禁
許
可
状
が
睡
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
拘
禁
許
可
状
に
配
録
さ

れ
た
率
項
及
び
前
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
砿
子

計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
六
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
一
を
「
速
や
か
に
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
吹
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
第
三
項
中
「
つ
い
て
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
一
と
あ
る
の
は
弓
い
て

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
六
条
第
二
項
各
号
」
と
、
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
、
第
一
項
各
号
又
は
前
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
審
査
の
謂
求
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
判
ら
な

い
」
を
「
分
か
ら
な
い
」
に
、
『
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
伺
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改

い
」
を

め
る
。

２
前
項
の
審
査
の
餉
求
は
、
書
面
に
よ
り
、
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
損

５
拘
禁
許
可
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
拘
禁
許
可
状
が
魯
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
拘
禁
杵
可
状
が
蝕
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
描
憧
（
拘
禁
許
可
状

に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
賊
子
計
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名

が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
六
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
「
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

め
る
措
侭
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
圃
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
を
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
五
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
拘
禁
許
可
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
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号
に
定
め
る
電
磁
的
配
録
の
送
付
は
、
逃
亡
犯
罪
人
に
異
醸
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
当
該
審
査
の
舗
求
を
譜
面
に
よ
り
し
た
場
合
当
麟
密
面
の
脳
本

二
当
談
審
査
の
餉
求
を
第
八
条
第
二
項
の
瓶
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
鮫
審
査
の
硝
求
に
係
る
事
項
を
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
骸
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
た
場
合

フ
ァ
イ
ル
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
紀
録
さ
れ
て
い
る
当
該
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
醜
磁
的
記
録

第
九
条
第
一
項
中
「
前
条
一
を
「
第
八
条
第
一
項
一
に
、
「
す
み
や
か
に
一
を
「
速
や
か
に
一
に
、
「
お
そ
く
と
も
一
を

「
遅
く
と
も
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
一
を
「
た
だ
し
一
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
基
い
て
、
左
」
を
「
基
づ
い
て
、
次
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か

に
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に
係
る
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
普
面
又
は
勉
磁
的
記
録
を
も
っ
て
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
砒
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

３
前
項
の
趣
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
第
一
項
の
審
査
の
謂
求
は
、
当

骸
審
査
の
請
求
に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
東
京
高
等
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
一
・
前
条
第
一
項
の
審
査
の
硝
求
が
同
条
第
二
項
の
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
東
京

高
等
裁
判
所
の
裁
判
所
書
肥
官
は
、
当
餓
肥
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
郡
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
骸
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
肥
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
の
三
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
第
八
条
第
一
項
の
審
査
の
舗
求
を
し
た
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、

吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
．

め
る
愈
子
情
報
処
理
組
織
（
東
京
商
等
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
危
子
計
算
観
と
東
京
商
等
検
察
庁
の
検
察
官
の
使
用
に
係

る
敵
子
計
算
機
と
を
趣
気
通
僧
回
線
で
接
続
し
た
電
子
愉
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
骸
審
査
の
諦
求
に
係

る
事
項
を
東
京
高
等
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
敵
子
計
算
機
に
揃
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
ブ
・
ア
イ
ル
」
と
い

う
．
）
に
記
録
す
る
方
法
若
し
く
は
当
咳
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
併
せ
て
関
係
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－144－ －143－



に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
書
面
の
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
二
号
」

を
「
同
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
の
こ
を
「
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
、

「
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
論
求
書
の
謄
本
」
を
「
第
八
条
の
三
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
、
「
裁
判
書
の
謄
本
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」

に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
附
し
」
を
「
付
し
て
」
に
、
「
と
も
に
、
こ
れ
」
を
「
共
に
、
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
裁
判
番
の
謄
本
当
該
謄
本

二
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
啓
に
係
る
趣
磁
的
記
録
当
該
裁
判
番
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は

記
録
し
た
魯
面
又
は
電
磁
的
記
録
’

第
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を

「
第
十
条
第
四
項
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
若
し
く
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に
係
る
砿
磁
的
記
録
」
に
、

「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
引
渡
」
を
「
の
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」

を
「
た
だ
し
」
に
、
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
、
「
同
条
同
号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
引
渡
の
」
を
「
引
渡
し
の
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
供
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
引
渡
の
」
を
「
引
渡
し

の
」
に
、
「
法
務
大
臣
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
引
渡
状
及
び
受
領
許
可
状
は
、
番
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
引
渡
状
及
び
受
領
許
可
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
法
務
大
臣
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
腫

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
引
渡
状
又
は
受
領
許
可
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
引
渡
状
又
は
受
領
許
可
状
が
睡
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
圃
（
引
渡
状
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又
は
受
領
許
可
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
餓
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ

て
法
務
大
臣
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
の
交
付
」
を
「
の
提
供
」
に
、
「
交
付
し
て
」
を
「
提
供
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
交

付
」
を
「
提
供
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
交
付
し
て
」
を
「
提
供
し
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
拘
禁
許
可
状
に
記

録
さ
れ
た
事
項
及
び
前
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
匿
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
」
と

あ
る
の
は
、
「
拘
禁
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
拘
禁
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
瞳
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
．

第
十
八
条
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
』
に
、
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
受
領
許
可
状
を
示
し
て
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
受
領
許
可
状
が
番
面
で
あ
る
場
合
受
領
許
可
状
を
示
す
こ
と
。

二
受
領
許
可
状
が
餓
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
領
許
可
状
に
記
録
さ
れ
た
事

項
及
び
第
十
六
条
第
六
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
低
に
係
る
法
務
大
臣
の
氏
名
を
、
砿

子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
刑
事
施
設
の
長
を
し
て
そ
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
謄
本
」
を
削
り
、
「
を
逃
亡
犯
罪
人
に
示

し
た
一
を
「
又
は
趣
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
描
憧
を
と
っ
た
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

一
拘
禁
許
可
状
が
魯
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
謄
本
を
示
し
、
拘
禁
許
可
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
拘
禁
許
可
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及
び
第
五
条
第
五
項

（
第
完
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
趣
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ

の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
し
た
旨
の
書
面
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
を
示
し
、
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
し
た
旨
の
電
磁
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第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
書
面
の
」
を
削
る
。

（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
蟻
定
番
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
の
一

部
改
正
）

第
十
二
条
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
雛
定
魯
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
引
波
」
を
「
引
波
し
」
に
改
め
、
伺
条
第
一
項
中
「
且
２
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
同
条
節
二
項

中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
蹴
磁
的
記
録
（
蝕
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
砿
磁
的
記
録
を
送
付
し
て
行
う
告
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
厳
が
あ
る
と
き
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な

的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
骸
趣
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
勉
子

計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
五
項
中
「
前
項
の
番
面
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
憧
を
と
る
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
第
七
項
中
「
左
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
若

し
く
は
」
に
、
「
勝
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当
咳
裁
判
書
に
係
る
砿
磁
的
記
録
』
に
改
め
る
。

第
二
十
一
一
｝
条
第
一
項
中
「
一
に
一
を
「
い
ず
れ
か
に
一
に
、
「
に
関
係
瞥
類
を
添
付
し
一
を
「
又
は
趣
磁
的
肥
録
に
関
係

魯
類
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
囚
条
中
「
魯
面
の
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
引
渡
し
の
鯖
求
に
関
す
る
書
面
の
」
を
削
り
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
伺
条
同

項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

い
C
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第
四
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
斫
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
腓
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
瞥
中
「
第
二
百
五
条
第
一
・
項
」
を
「
第
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
訴
訟
法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
敵
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
該
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
蹴
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
危
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
、
「
）
は
、
』
を
「
）
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察

員
が
一
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
魯
中
「
検
柾
の
嘱
舵
一
を
「
勉
磁
的
配
録
提
供
命
令
又
は
検
証
一
に
、
「
又
は
裁
判
官
か
ら

す
る
」
を
「
若
し
く
は
裁
判
官
が
当
骸
国
際
連
合
の
軍
隊
の
枢
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く

は
裁
判
官
か
ら
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
勾
引
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
、
「
事
項

及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
跣
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
記
戦
し

な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
勾
引
状
は
、
番
面
に
よ
る
ほ
か
、
蛾
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
書
類
等
の
提
供
等
）
一
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
一
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
勉
磁

的
記
録
」
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は

引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
腫
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
保
管
す
る
魯
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
餓
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
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記
戦
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
砿
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
地
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
砺
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
骸
瞳
磁
的
記
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
提
出
一
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
魅
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
椛
限

を
有
す
る
者
に
そ
の
趣
磁
的
配
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
交
通
砺
件
即
決
裁
判
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
差
出
」
を
「
提
出
」
に
改
め
、
同
条
中
「
と
同
時
に
」
を
「
を
す
る
際
は
、
併
せ
て
」
に
、
「
証

拠
物
」
を
「
証
拠
物
並
び
に
電
磁
的
配
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
に
、
「
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
取
鯛
」
を
「
取
調
べ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
鉦
拠
物
」
を
「
証
拠
物
並
び
に
蝕
磁
的
妃

録
」
に
、
「
取
鯛
」
を
「
取
澗
ぺ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
差
し
出
し
た
」
を
「
提
出
し
た
」
に
、
「
証
拠
物
」
を
「
証
拠
物
並
び
に
勉
磁
的
記
録
」
に
、
「
取
鯛
」

を
「
取
調
べ
一
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
一
に
、
「
基
い
て
一
を
「
基
づ
い
て
一
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
の
外
一
を
「
の
ほ
か
一
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
の
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又

は
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
」
と
、
同
項
中
「
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は

「
、
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
そ
の
他
の
」
と
す
る
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
即
決
裁
判
の
請
求
及
び
こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
訴
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
邪
訴
訟
法

第
五
十
四
条
の
三
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
五
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
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条
中
「
申
立
て
等
が
、
番
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
及
び
当
骸
申
立
て
等

が
伺
項
た
だ
し
啓
に
骸
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立
て
等
」
と

あ
る
の
は
『
即
決
裁
判
の
硝
求
及
び
こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
朋
の
提
起
が
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
骸
即
決
裁
判
の
舗
求
及
び
こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
腓
の
提
起
」
と
、
「
当
骸
書
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
」
と
す
る
。

（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
亭
特
別
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
波
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
愈
磁
的
肥
録
（
砿
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砥
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
斫
舩
法
第
一
・
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
訴
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
瞳
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
替
中
「
第
二
百
五
条
第
一
・
項
」
を
「
第
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
配
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
所
舩
法
第
百
一
・
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
蝕
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
咳
餓
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
一
と
い
う
一
に
、
ご
は
、
」
を
二
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察

員
が
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
の
嘱
託
一
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
検
証
一
に
、
「
又
は
裁
判
官
か
ら

す
る
」
を
「
若
し
く
は
裁
判
官
が
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く

は
裁
判
官
か
ら
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
勾
引
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
、
「
事
項

及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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録
さ
れ
て
い
る
率
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
芯
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
咳
愈
磁
的
記
録

の
臘
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
提
出
一
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
蹴
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限

を
有
す
る
者
に
そ
の
砿
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
閲
す
る
応
急
措
圃
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
電
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
敵
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
書
類
等
の
提
供
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
趣
磁

的
記
録
」
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は

引
き
渡
す
一
を
「
次
に
掲
げ
る
措
鯉
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
そ
の
保
管
す
る
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
鵬
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
波
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
旺
磁
的
肥
録
の
閲
覧
若
し
く
は
鵬
写
を
肝
し
、
又
は
当
麟
愈
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
戦
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
魯
面
若
し
く
は
餓
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
趣
磁
的
記
録
に
肥

な
け
れ
ば
」
今

項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
勾
引
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
錨
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が

第
八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
記
載
し

け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

で
き
る
。
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す
べ
き
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
勉
磁
的
記
録
）

第
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
同
項
た
だ
し
番
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
き
き
」
を
「
聴

き
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
笹
面
若
し
く

は
晒
磁
的
記
録
」
に
、
「
さ
ら
に
」
を
「
更
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
瞥
面
一
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
四
十
条
」
を
「
、
第
四

十
条
、
第
四
十
条
の
二
及
び
第
五
十
四
条
の
三
一
に
、
「
代
理
人
に
一
を
「
代
理
人
に
つ
い
て
一
に
改
め
る
。

第
十
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
の
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又

は
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
低
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

の
」
と
、
同
項
中
「
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措

澄
法
そ
の
他
の
」
と
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
き
き
」
を
「
聴
き
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項

同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
書
面
」
を
「
番
面
又
は
砿
磁
的
記

録
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
さ
ら
に
」
を
「
更
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
》
項
中
「
そ
の
申
立
て
の
書
面
』
を
「
対
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
、
「
書
面
が
送
付
さ
れ
た
」
を
「
送
付
が
さ
れ
た
」
に
、

「
は
じ
め
か
ら
」
を
「
初
め
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
参
加
の
申
立
て
が
前
項
の
番
面
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
骸
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
趣
磁
的
記

録
（
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
刑
事
所
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
十
四
条
の
四
た

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
書
面
）

二
参
加
の
申
立
て
が
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
銃
み
替
え
て
適
用
す
る
刑
、
所
舩
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法

に
よ
り
さ
れ
た
場
合
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
（
入
出
力
装
匠
を
含
む
．
）
に
伽
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
て
い
る
前
項
の
魯
而
に
肥
戦
す
べ
き
砺
項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
適
朋
す
る

同
法
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
笹
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
同
項
の
魯
面
に
肥
載
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中
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
配
録
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
腓
舩
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
刑
事
所
詮
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
さ
ん
橘
賃
」
を
「
桟
橋
賃
」
に
、
「
裁
判
所
が
相
当
」
を
「
裁
判
所
魯
記
官
が
相
当
」
に
、
「
裁
判

所
が
支
給
」
を
「
裁
判
所
書
記
官
が
支
給
」
に
、
「
お
い
て
裁
判
所
」
を
「
お
い
て
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
中
「
、
裁
判
所
」
を
「
、
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
同
法
第
百
五
十
七
条
第
五
項
又
は
第
二
百
八
十
八
条
の
二
若
し
く
は

第
三
百
十
六
条
の
七
鯖
二
項
（
同
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
油
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
尋
問
に
立
ち
会
い
、
又
は
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
裁
判
所
」
を
「
裁
判

所
番
配
官
」
に
改
め
る
。

（
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
腫
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
条
第
三
号
中
「
書
面
」
を
「
番
面
又
は
趣
磁
的
記
録
（
敏
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
一
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
又
は
」
を
「
（
醜
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
又
は
」
に
、
「
に
関
係
書
類
を
添
付
し
」
を
「
若
し
く
は
砥
磁
的

妃
録
に
関
係
密
類
（
冠
磁
的
紀
録
を
含
む
．
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
」
に
改
め
る
。

第
五
条
節
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
書
面
」
を
「
啓
面
又
は
睡
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
提
供
」

を
「
（
趣
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
」
に
、
「
そ
の
書
類
」
を

「
そ
の
訴
舩
に
関
す
る
書
類
」
に
、
「
番
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
第
四
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
職
務
強
要
）
」
の
下
に
「
、
第
九
十
五
条
の
二
（
電
子
計
算
機
損
壊
等
公
務
執
行
妨
害
）
」
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類
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
若
し
く
は
当
該
訴
訟
に
関
す
る
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録

し
た
番
面
若
し
く
は
醜
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
砿
脈
訟
に
関
す
る
魯
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
当
腋
訴
舩
に
関
す
る
密
類
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
共
助
の
要
鯆

に
関
す
る
番
面
を
法
務
大
臣
に
返
送
し
な
け
れ
ば
」
を
一
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
共
助
の
要
諦
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
場
合
当
該
審
面
を
法
務
大
臣
に
返
送
す
る
こ
と
。

二
共
助
の
要
請
に
関
す
る
愈
磁
的
記
録
の
送
付
を
受
け
た
場
合
当
該
訴
訟
に
関
す
る
魯
類
等
を
送
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
旨
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
中
「
瞥
面
」
を
「
魯
面
又
は
虹
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
．

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
項
中
「
密
面
」
を
「
書
面
又
は
飽
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
提
示

を
」
の
下
に
「
求
め
、
若
し
く
は
醜
磁
的
配
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
愈
磁
的
記

録
の
提
示
を
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
求
め
る
」
を
「
求
め
、
又
は
勉
磁
的
記
録
の
保
笹
者
若
し

く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
横
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
愈
磁
的
記
録
の
提
出
を
求
め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
書
面
で
」

を
「
書
面
又
は
駐
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
刑
蛎
脈
舩

法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
物
」
の
下
に
「
又
は
愈
磁

的
記
録
」
を
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
項
、
次
条
及
び
第
十
条
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
中
「
香
面
」
を
「
番
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
又
は
押
収
物
の
通
付
一
を
「
｛
刑
率
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
通
付
、
同
項
に
規
定

す
る
砿
磁
的
紀
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
、
次
条
に
お
い
て
躯
用
す

る
同
法
第
二
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
四
項
中
「
書
面
の
」
を
「
啓
面
又
は
融
磁
的
記
録
の
」
に
、
「
当
骸
書
類
」
を
「
当
該
腓
訟
に
関
す
る
書
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（
刑
事
確
定
脈
舩
配
録
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
刑
事
確
定
所
舩
配
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
そ
の
謄
本
」
を
「
当
絞
和
解
記
録
中
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
和
解
記
録
を
除
い
た
部
分
の

謄
本
及
び
当
咳
砿
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
の
全
部
を
証
明
し
た
電
磁
的
記
録
（
芯
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
閉
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砥
子
計
算
槻
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同
じ
。
）
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第

一
項
一
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
訴
舩
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
融
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
愈
磁

的
記
録
を
除
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
は
、
当
該
所
訟
の
記
録
の
原
本
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
砥
磁
的
記

録
を
保
管
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

鋪
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
保
存
記
録
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
砿
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に

を
加
え
る
。

再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
啓
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
受
領
許
可
鉦
」
の
下
に
「
（
斌
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
伺
条
第
四
項
中
「
受
領
許
可
鉦
を
示
し
て
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
受
領
許
可
証
が
書
面
で
あ
る
場
合
受
領
許
可
証
を
示
す
こ
と
。

二
受
領
肝
可
証
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
領
許
可
証
に
記
録
さ
れ
た
事

項
を
、
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
刑
事
施
設
の
長
を
し
て
そ
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

２
受
入
移
送
拘
禁
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
愈
磁
的
配
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き

》
（
》
。
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第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
．

第
九
条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
筋
項
の
規
定
に
よ
る
刑
那
参
考
配
録
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
咳
趣
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
箱
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
特
別
永
住
者
証
明
書
」
の
下
に
「
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
し
て
表
示
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
特
別
永
住
者
証
明
書
趣
磁
的
記
録
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
永
住
者
柾
明
書
等
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
特
別
永
住
者
証
明
書
」
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
特

別
永
住
者
証
明
笹
等
」
に
改
め
る
。

お
け
る
当
骸
電
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
次
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
保
管
記
録
」
の
下
に
「
（
そ
の
全
部

又
は
一
部
が
睡
磁
的
肥
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
愈
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
」
を
、
「
謄
本
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
内

容
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
趣
磁
的
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
を
「
第
一
項
及
び
第
一
一
項
の
規
定
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
笹
」
の
下
に
「
（
勉
磁
的
配
録
を
含
む
。
別
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
一
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
欧
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

。
）
一
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
欧
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
前
条
第
四
項
」
を
『
前
条
第
二
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
三
条
鋪
二
項
」
を
『
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
同
条

2

保
管
記
録
の
余
部
又
は
一
部
が
蹴
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
骸
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ

の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
さ
せ
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
さ
せ
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
二
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第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
特
別
永
住
者
証
明
杏
』
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
特
別
永
住
者
証

明
書
（
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
前
条
第
一
項
の
特
別
永
住
者
証
明
魯
砥
磁
的
記
録
が
配
録
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
行
使
の
目
的
又
は
人
の
率
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
偽
造
さ
れ
、
若
し
く
は
変
造
さ
れ
、
又
は
不
正
に
作
ら
れ
た

特
別
永
住
者
証
明
書
愈
磁
的
記
録
を
保
管
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取

締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
’

第
二
十
一
条
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向

精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
の
三
及
び
第
十
九
条
」
に
、
「
次
章
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
係
る

登
記
等
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
登
記
若
し
く
は
整
録
」
と
、
「
次
章
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の

第
十
七
条
中

登
記
等
」
と
あ
》

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
起
脈
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
起
所
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
憧
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
腓
の
提
起
を
刑
事
翫
訟
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
同
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
苔
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
亀
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を

第
十
七
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
八
条
の
三
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下

の
嗣
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
嗣
金
刑
を
科

て
、
茎

一
条
を
加
え
る
。

す
る
。

（
没
収
の
裁
判
の
執
行
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）
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の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
刑
車
訴
舩
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
腓
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起

訴
状
抄
本
等
を
示
す
こ
と
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
（
趣
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
捜
索
及
び
触
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
該
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含

む
。
）
」
に
、
「
記
戦
し
た
書
面
並
び
に
押
収
し
た
物
」
を
「
記
載
し
、
又
は
配
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
並
び
に
押

収
し
た
物
及
び
蝕
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
供
さ

せ
た
睡
磁
的
記
録
」
に
、
「
妃
戦
し
た
書
面
」
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
触
磁
的
配
録
」
」
に
、
「
鉦
拠

嘗
類
」
」
を
「
証
拠
櫓
類
（
趣
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
書
面
」
を
「
書
面
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
櫓
面
又
は
砥
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

2

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
公
所
の
提
起
を
起
所
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
所
状
を
示
す
こ
と
。

第
二
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

刑
事
解
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
節
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
匠
が
と
ら
れ
た
場
合
（
当
骸
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事

項
（
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
に

つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
措
低
を
と
る
と
と
も
に
、
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
匝
に
係
る
個
人
特
定
事

項
の
一
部
に
つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
般
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
砥
磁
的
記
録
の
内
容
を
愈
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て

示
し
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
刑
事
解
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り

し
た
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
（
同
法
第
五
十
四
条
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（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
嗣
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
組
織
的
な
犯
罪
の
処
刑
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
こ
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
趣
子
移
転
財
産
権
の
没
収
の
裁
判
の
執
行
）

第
十
八
条
の
三
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
財
産
以
外
の
財
産
に
係
る
権
利
で
債
務
者
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
者
が
な
い
も
の
（
権
利
の
移
転
に
つ
い
て
登
記
又
は
壁
録
（
以
下
「
登
記
等
」
と
い
う
。
）
を
要
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
冠
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定

電
子
移
転
財
産
横
」
と
い
う
。
）
の
没
収
の
裁
判
の
執
行
は
、
刑
事
解
訟
法
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
特
定
勉
子
移
転
財
産
権
を
検
察
官
に
移
転
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
当
咳
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
き
は
、
特
定
融
子
移
転
財
産
権
の
権
利
者
（
名
義
人
が
異
な
る
場
合
は
、
名
義
人
を
含
む
．
第
三
十
条
の
二
第
二
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
れ
を
他
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
命
じ
て
、
特
定
砿
子
移

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
睡
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
す
る
方
法
に
よ
り
、
提

示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
朗
統
」
を
「
朗
銃
又
は
同
法
第
三
百
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
蝕
磁
的
配
録
の
内
容
の
朗
銃
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
の
三
及
び
第
十
九
条
」
に
、
「
次
章
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
係

る
登
記
等
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
登
記
若
し
く
は
登
録
」
と
、
「
次
章
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
没
収
の
裁
判
の
執
行
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

第
三
十
三
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
八
条
の
三
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
剛
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

す
る
。
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第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
阿
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
吹
の

二
項
を
加
え
る
。

４
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
に
は
、
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が

当
該
各
号
に
定
め
る
措
睡
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
を
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名

押
印
に
代
わ
る
措
圏
（
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
に
配
録
さ
れ
た
事
項
を
蝕
子
計
算
機
（
入
出
力
装
鯉
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
映
像
面
、
盤
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏

名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。
・

５
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
を
晒
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
飽
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い

転
財
産
椎
を
検
察
官
に
移
転
さ
せ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
没
収
の
裁
判
の
執
行
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

第
十
八
条
の
四
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
綱
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
抄
本
一
を
「
抄
本
（
裁
判
密
が
勉
磁
的
記
録
（
蝕
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
腿
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
槻
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
骸
裁
判
杏
に
記
録
さ
れ
て
い
る
車
項
の
一
部
を
記
載
し
、

又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
裁
判
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と

の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
笹
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
通
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
鮭
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条
中
「
登
記
又
は
登
録
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。
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う
。
）
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
関
係
書
類
」
の
下
に
「
（
亀
磁
的
記
録
を
含
む
．
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
検
察
庁
の

掲
示
場
に
七
日
間
掲
示
し
て
」
を
「
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
低
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
検
察
庁
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
検
察
庁
に
股
置
し
た
趣

子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
番
面
又
は
蹴
磁
的
記
録
を
も
っ
て
更
新
の
裁
判
の
裁
判
番
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遮
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
期
間
は
、
同
項
の
措
世
を
開
始
し
た
日
か
ら
七
日
間
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
命
令
に
」
を
「
没
収
保
全
命
令
に
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

当
咳
没
収
保
全
命
令
に
係
る
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
及
び
」
を
「
（
没
収
保
全
命
令
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
当
該
没
収
保
全
命
令
に
係
る
趣
磁
的
記
録
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
」
に
、
「
以
下
」
を
「
裁
判
書
が
愈
磁
的
記
録
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当
該
裁
判
書
に
係
る
砿
磁
的
記
録
。
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
登
記
事
項
証
明
書
」
を
「
旨
及
び
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
事
項
」
に
、
「
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知
し
な
け
れ
ば
一
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
一
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
愈
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
）

第
三
十
条
の
二
特
定
勉
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
は
、
そ
の
処
分
を
禁
止
す
る
旨
の
没
収
保
全
命
令
を
発
し
て
行
う
。

２
前
項
の
没
収
保
全
命
令
の
謄
本
及
び
更
新
の
裁
判
の
謄
本
は
、
特
定
通
子
移
転
財
産
権
の
権
利
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ノ

３
特
定
飽
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
命
令
の
執
行
は
、
特
定
勉
子
移
転
財
産
権
を
検
察
官
の
管
理
に
移
す
方
法
に
よ
り

行
う
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
特
定
勉
子
移
転
財
産
権
の
権
利
者
で
あ
っ
て
こ
れ
を
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他
の
者
の
管
理
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
命
じ
て
、
特
定
砿
子
移
転
財
産
権
を
検
察
官
の
管
理
に
移
さ
せ
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
特
定
蹴
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
の
効
力
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
定
電
子
移
転
財
産
権
が
検
察
官
の
管
理

に
移
さ
れ
、
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
告
知
が
さ
れ
た
時
に
生
ず
る
。
。

（
没
収
保
全
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

第
三
十
条
の
三
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
剛
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
嗣
金
刑
を
科

す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
三
十
条
の
二
」
に
、
「
財
産
権
言
を
「
財
産
に
係
る
権
利
（
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
書
面
」
を
「
密
面
又
は
唾
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
（
裁
判

番
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
骸
裁
判
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
内

容
が
当
骸
裁
判
番
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
．
第
三
十
九
条
の
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
搭
面
又
は
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
決
定
の
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
錨
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
命
令
の
謄
本
」
を
「
附
帯
保
全
命
令
の
謄
本
（
当
該
附
帯
保
全
命
令
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
附
帯
保
全
命
令
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
附
帯
保
全

命
令
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
謄
本
の
提
出
に
代
わ
る
措
腫
）

第
三
十
九
条
の
二
検
察
官
は
、
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
番
の
謄
本
の
提
出
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
附
帯
保
全
命
令
の
謄
本
の
提
出
に
代
え
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
裁
判
聾
又
は
当
該
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フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
追
徴
保
全
命
令
の
謄
本
」
を
「
当
腋
追
徴
保
全
命
令
の
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
肥
録
さ
れ
た
当

咳
追
徴
保
全
命
令
に
係
る
電
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
書
類
の
」
を
削
り
、
「
第
百
条
第
二
項
、
第
一
編
第
五
章
第
四
節
第
三
款
、
第
百
十
一
条
及
び
第

百
十
二
条
第
二
項
一
を
「
第
百
九
条
の
四
一
に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
中
「
受
訴
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁
判
所
一
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

附
帯
保
全
命
令
に
係
る
覗
件
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
こ
れ
ら
の
謄
本
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
命
令
に
」
を
「
附
帯
保
全
命
令
に
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
四
項
中
「
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５
追
徴
保
全
命
令
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
追
徴
保
全
命
令
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
配
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
追
徴
保
全
命
令
を
睡
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
凹

（
追
徴
保
全
命
令
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
愈
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ

て
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

６
追
徴
保
全
命
令
を
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を

第
五
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
腓
舩
法
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
示
送
達
以
外
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
そ

の
経
過
に
よ
り
送
達
の
効
力
が
生
ず
る
期
間
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
日
間
と
す
る
。

第
五
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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第
二
十
四
条
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
僧
傍
受
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
一
郎
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

』
え
ス
宅

２
傍
受
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁

２
没
収
保
全
及
び
追
徴
保
全
の
舗
求
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
斫
訟
法
第
五
十
四
条
の
三
の
規

定
は
準
朋
せ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
五
十
四
条
の
四
の
規
定
の
準
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
申
立
て
等
が
、

盤
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
及
び
当
該
申
立
て
等
が
同
項
た
だ
し
笹
に
骸

当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
骸
申
立
て
等
」
と
あ
る
の
は
「
没
収
保
全

又
は
追
徴
保
全
の
諭
求
が
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ど
れ
ら
の
請
求
」
と
、
「
当
該
書
面
に
記
戦

さ
れ
、
又
は
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
咳
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
］
に
、
「
求
め
る
」
を
「
求
め
、
又
は
芯
磁
的
記
録
の
保
管
者

若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
蝕
磁
的
肥
録
の
提
出
を
求
め
る
一
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
書
面

で
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
一
を
「
捜
索
、
刑
事

所
舩
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
、
第
八
条
の
一
ゞ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
没
収
保
全
及
び
追
徴
保
全
の
謂
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
表
第
一
第
四
号
中
「
有
印
公
文
書
偽
造
」
を
「
有
印
公
文
書
等
偽
造
」
に
、
「
有
印
公
文
書
変
造
」
を
「
有
印
公
文
書

等
変
造
」
に
、
「
有
印
私
文
書
偽
造
」
を
「
有
印
私
文
書
等
偽
造
」
に
、
「
有
印
私
文
捗
変
造
」
を
「
有
印
私
文
香
等
変

造
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
（
裁
判
」
を
「
若
し
く
は
同
法
第
九
十
五
条
の
二
（
砿
子
叶
算
樋
損
壊
等
公
務
執
行
妨

害
）
の
罪
（
裁
判
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
二
号
ヌ
中
「
有
印
公
文
密
偽
造
」
を
「
有
印
公
文
書
等
偽
造
』
に
、
「
有
印
公
文
番
変
造
」
を
「
有
印
公
文

書
等
変
造
一
に
、
「
有
印
私
文
番
偽
造
」
を
「
有
印
私
文
番
等
偽
造
一
に
、
「
有
印
私
文
書
変
造
一
を
「
有
印
私
文
書
等
変

造
一
に
改
め
る
。

（
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
侶
傍
受
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
腿
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
傍
受
令
状
の
記
戦
車
項
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後

は
傍
受
の
処
分
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
傍
受
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録

し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
記
戦
す
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

一
傍
受
令
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
傍
受
の
処
分
に
若
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
傍

受
令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
傍
受
令
状
が
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
傍
受
の
処
分
に
着
手
す
る
こ
と
が
で

き
ず
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
使
用
に
係
る
蝕
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を
含
む
。
以
下
同
じ
．
）
か
ら
傍
受
令
状

を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た

睡
磁
的
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
六
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
、
「
記
載
す
る
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
傍
受
令
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
前
項
の
裁
判
密
に
は
、
延
長
す
る
期
間
及
び
理
由
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

一
傍
受
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
配
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
傍
受
令
状
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
配
名
押
印
に
代
わ
る
措
匿
（
傍
受
令
状
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表

示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
裁
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
番
面
又
は
醜
磁
的
記
録
を
も
っ
て
裁
判
香
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
前
項
の
裁
判
密
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
前
項
の
裁
判
香
を
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
配
名
押
印
に
代
わ
る
措
憧

（
同
項
の
裁
判
書
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ

て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
九
条
各
号
中
「
記
載
」
を
「
記
戦
又
は
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
傍
受
令
状
等
の
提
示
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
傍
受
令
状
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
」
を

加
え
、
「
示
さ
な
け
れ
ば
一
を
「
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
砿
各
号
に
定
め
る
措
匿
を
と
ら
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
傍
受
令
状
が
番
面
で
あ
る
場
合
傍
受
令
状
を
示
す
こ
と
。

二
傍
受
令
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
傍
受
令
状
に
記
録
さ
れ
た

事
項
及
び
第
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
、
電
子

計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
通
信
管
理
者
等
を
し
て
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

密
に
記
載
さ
れ
、
又
は
｛

の
裁
判
書
に
記
載
さ
れ
、

2

計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
の
規
定
は
、
傍
受
が
で
き
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
の
裁
判
密
に
つ
い
て
蝋
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
第
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
一
に
改
め
る
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
中
「
記
戦
さ
れ
て
一
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
一
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
記
戦
す
る
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
又
は
第
七
条
第
二
項
の
裁
判
書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
の
記
載
す
る
」
を
「
又
は
第
七
条
第
二
項
の
栽
判
密
の
配
戦
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
八
項
中
「
実
施
は
、
傍
受
令
状
に
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
実
施
は
、
傍
受
令
状
又
は
第
七
条
第
二
項
の
裁
判

に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
と
き
は
、
傍
受
令
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
と
き
は
、
傍
受
令
状
又
は
同
項

裁
判
書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
に
記
載
さ
れ
た
傍
受
が
」
を
「
又
は
第
七
条
第
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条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
六
条
」
に
、
「
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
睡
を
図
る
た
め
の
刑
砺
手
続
に
付
随
す
る
措
腫
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条
犯
罪
被
害
者
等
の
椛
利
利
益
の
保
畷
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
低
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
頃
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
訟
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
蝕
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も

の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
骸
砿
磁
的
記
録
の
膳
写
は
、

こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
肥
載
し
若
し
く
は
記
録
す

る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
後
段
、
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

二
項
の
裁
判
書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
傍
受
が
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
聾
中
「
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
肥
戦
さ

れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
士
一
・
条
第
三
項
中
「
配
載
」
を
「
記
載
又
は
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
記
戦
し
た
番
面
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
魯
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
記
戦
し
た
番
面
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
譜
面
又
は
危
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
記
載
し
た
魯
面
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
」
に
、
「
を
す
る
時
」
を
「
を
鮒
求
す

る
時
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
番
面
一
を
「
醤
面
又
は
趣
磁
的
記
録
一
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
書
面
で
」
を
「
密
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
に
よ
り
』
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
芯
磁
的
記
録
に
よ
る
通
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
醗
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
へ
中
「
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
卜
中
「
第
二
百
四
十
六
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第
六
条
第
一
項
中
「
請
求
書
」
の
下
に
「
（
蹴
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
↓
項
中
「
密
面
」
を
「
密
而
又
は
睡
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
盤
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
』
を
「
記
載
又
は
記
録
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に

改
め
る
。

・
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
一
↓
項
中
「
記
載
」
を
「
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、

又
は
配
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
伺
条
第
囚
項
中
「
記
戦
し
た
」
を
「
記
録
し
た
」
に
、
「
記
戦
は
」
を

「
記
録
は
一
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
対
し
」
を
「
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
魎
磁
的
記
録
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
勝
本
若
し
く

は
抄
本
の
交
付
又
は
和
解
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
謂
求
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
諦
求
を
す
る
」

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
謄
写
」
を
「
、
謄
写
及
び
複
写
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。
、

一
非
愈
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
和
解
記
録
中
次
号
に
規
定
す
る
砿
磁
的
和
解
記
録
を
除
い
た
部
分
の
閲
覧
若
し
く

は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
い
う
。
）
の
諭
求

二
砥
磁
的
和
解
記
録
（
和
解
記
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機

（
入
出
力
装
回
を
含
む
。
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
第
三
十
二
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
率
項
に
係
る
部

分
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
閲
覧
若
し
く
は
複
写
又
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た

書
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
趣
磁
的
記
録
の
提
供
（
同
項
に
お
い
て
「
電
磁

的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
一
と
い
う
。
）
の
舗
求

三
和
解
に
閲
す
る
駆
項
を
証
明
し
た
替
面
の
交
付
又
は
当
骸
事
項
を
証
明
し
た
吐
磁
的
記
録
の
提
供
の
論
求

第
二
十
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
和
解
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
騰
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付

又
は
和
解
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
の
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
第
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま

で
」
を
「
第
九
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４
髄
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
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え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法

５
和
解
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
骸
事
項
を
記
戦
し
た
魯
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官

が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
鮫
事
項
を
証
明
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６
和
解
に
関
す
る
那
項
を
証
明
し
た
愈
磁
的
肥
録
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
当
骸
事
項
を
配
録
し
た
愈
磁
的
配
録
で
あ
っ
て

裁
判
所
書
配
官
が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
を
証
明
し
た
も
の
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る

趣
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
（
第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
．
）
」
を
削
り
、
同
条
の
表
第
百
三
十
三
条
第
二

項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
第
三
項
の
項
中
「
に
つ
い
て
」
及
び
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
非
趣

磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
蹴
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は

砥
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
蹴
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
百

三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
に
係
る
」
を

一
趣
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
砿
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の

を
閲
覧
す
る
方
法

二
趣
磁
的
和
解
記
録
の
複
写
勉
磁
的
和
解
配
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
嚇
項
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る

趣
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
敵
子
計
算
機
と
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
槻
と
を
蹴
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
敵
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
そ
の
者

の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法

三
愈
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
証
明
し
た
杏
面
の
交
付
勉
磁
的
和
解
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
駆

項
の
全
部
又
は
一
部
を
肥
載
し
た
番
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
咳
書

面
の
内
容
が
趣
磁
的
和
解
配
録
に
妃
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

四
電
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
証
明
し
た
砿
磁
的
記
録
の
提
供
趣
磁
的
和
解
配
録
に
紀
録
さ
れ
て

い
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
が
砿
磁
的
和
解
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も

の
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
蝕
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
に
備
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第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
（
同

法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
班
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
起
所
状
抄
本
等
（
同
法
第
二
百

七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
起
所
状
抄
本
等
を
．
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
が
な
い
も

の
」
を
削
り
、
「
除
く
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
除
く
」
に
、
「
所
因
変
更
等
鯖
求
笹
面
（
同
法
第
三

百
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勝
因
変
更
等
餉
求
書
面
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ

た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
一
に
、
「
の
う
ち
訴
因
変
更
等
舗
求
書
面
抄
本
等
（
同
法
第
三
百
十
二

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
勝
因
変
更
等
餉
求
書
面
抄
本
等
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
が

な
い
も
の
（
同
法
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
」
を
「
（
同
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
百
三
十
三
条

の
四
」
を
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
四
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項

中
「
に
係
る
脈
舩
配
録
等
の
閲
覧
等
」
を
「
腓
舩
記
録
等
の
閲
覧
等
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
又
は
そ
の
正
本
、
勝

本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
非
趣
磁
的
和
解
配
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
非
蝕
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は
電
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
愈

磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
の
次

削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
配
録
の
閲
覧
等
一
に
改
め
、
同
表
第

百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
項
中
「
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
記

録
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
閲
覧
若
し
く
は
謄

写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
七

項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。
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第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項■

も

触
磁
的
腓
訟
記
録
等
か
ら

電
磁
的
翫
訟
記
録
等
（
趣
磁
的
訴
訟

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の

記
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
に
係
る

部
分

睡
磁
的
和
解
肥
録
か
ら

触
磁
的
和
解
記
録
（
犯
罪
被
害
者
等

の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
匿
に
関
す

る
法
律
第
一
・
十
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
趣
磁
的
和
解
記
録



第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
を
吹
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
削
除

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
対
し
」
を
「
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
』
に
、
「
の
記
録
の
閲
覧
若

し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
当
鮫
事
件
に
関
す
る
蛎
項
の
証
明
密
の
交
付
を
餉
求
す
る
」

を
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
鉦
拠
収
集
処
分
申
立
事
件
」
と
い
う
。
）
の
記
録
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
餉
求
を
す

る
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
非
愈
磁
的
処
分
記
録
（
証
拠
収
集
処
分
申
立
事
件
の
記
録
中
次
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
処
分
記
録
を
除
い
た
部
分
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
閲
覧
等
（
非
髄
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
又
は
そ

の
正
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
い
う
。
）
の
舗
求

二
愈
磁
的
処
分
配
録
（
証
拠
収
集
処
分
申
立
事
件
の
記
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
部
分
を
い
う
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は
複
写
又
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た

書
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
魎
磁
的
記
録
の
提
供
（
第
四
項
に
お
い
て
「
愈

磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
表
第

百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄

本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
七
項
の
項
中
「
記
戦
さ
れ

た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三
証
拠
収
築
処
分
申
立
邪
件
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
骸
事
項
を
証
明
し
た
愈
磁
的
記
録
の
提

供
の
舗
求

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
記
録
」
を
「
非
愈
磁
的
処
分
肥
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
に

規
定
す
る
」
を
「
証
拠
収
集
処
分
申
立
亭
件
の
」
に
、
「
及
び
」
を
「
、
複
写
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。４

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
砿
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
証
拠
収
集
処
分
申
立
事

件
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
番
面
の
交
付
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
当
該
率
項
を
証
明
し
た
愈
磁
的
記
録
の

提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
蝿
用
す
る
。

第
三
十
三
条
を
吹
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
削
除

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
決
定
書
」
を
「
記
録
し
た
砿
磁
的
記
録
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
砿
子
決

定
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
決
定
書
」
を
「
遮
子
決
定
密
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
決
定
書
」
を
「
趣
子
決
定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
調
書
に
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
」
を
「
勉
子
調
魯
（
期
日
又
は

期
日
外
に
お
け
る
手
続
の
方
式
、
内
容
及
び
経
過
等
の
記
録
及
び
公
証
を
す
る
た
め
に
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に

よ
り
裁
判
所
謹
記
官
が
作
成
す
る
畑
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
（
以
下
「
損
害
賠
償
命
令

砺
件
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
対
し
」
を
「
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は

勝
写
、
そ
の
正
本
、
騰
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
蛎
項
の
証
明
番
の
交
付
を
舗
求
す

る
」
を
「
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
諭
求
を
す
る
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
非
蝕
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
中
次
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事

件
記
録
を
除
い
た
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
等
（
非
地
磁
的
損
害
賠
償
命
令

事
件
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
い
う
。
）
の
舗
求

二
電
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
配
録
（
損
害
賠
償
命
令
砺
件
の
記
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
部
分
を
い
う
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は
複
写
又
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

証
明
し
た
書
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
砿
磁
的
記
録
の
提
供
（
第
九
項
に
お
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第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項

趣
磁
的
斫
舩
記
録
等
か
ら

愈
磁
的
読
舩
記
録
等
（
餓
磁
的
訴
訟

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
駆
件
の

記
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
に
係
る

部
分

申
立
て
が

砿
磁
的
和
解
記
録
か
ら

敵
磁
的
和
解
記
録
（
犯
罪
被
害
者
等

の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

刑
率
手
続
に
付
随
す
る
措
迩
に
閲
す

る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
電
磁
的
和
解
配
録

決
定
が



第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
」
を
「
非
蹴
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
若
し
く
は
謄
写
」
を
「
、
謄
写
若
し
く
は
複
写
」
に
、
「
交
付
」
を
「
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
証
明
し
た
笹
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
髄
磁
的
記
録
の
提
供
」
に
、

「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
閲
覧
等
」
を
「
刑
事
関
係
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及

び
第
五
項
中
「
そ
の
閲
覧
等
」
を
「
刑
事
関
係
記
録
の
閲
覧
等
一
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
一
を
「
、
複
写
及
び
一

に
改
め
、
同
条
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

９
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
砿
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
損
害
賠

償
命
令
事
件
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
当
該
事
項
を
証
明
し
た
晒
磁

的
記
録
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
（
第
七
十
一
条
第
二
項
を
除
く
。
）
」
、
「
第
八
十
七
条
の
二
」
及
び
「
、
第
九
十
二
条
第
九
項
及

び
第
十
項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
「
第
九
十
四
条
、
第
百
条
第
二
項
、
第
四
節
第
三
款
、
第
百
十
一
条
、

第
百
十
六
条
並
び
に
」
を
「
第
百
十
六
条
及
び
」
に
改
め
、
「
第
百
三
十
二
条
の
六
第
三
項
及
び
」
を
削
り
、
「
及
び
第
八

章
（
第
亘
一
・
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
三
第
二
項
を
除
く
。
）
」
を
「
、
第
七
章
及
び
第

八
章
」
に
改
め
、
「
第
百
五
十
一
条
第
三
項
、
」
及
び
「
、
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、

第
百
八
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二

百
三
十
二
条
の
二
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
」
を
「
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
啓
及
び
」
に
改

め
、
「
、
第
二
百
五
十
六
条
第
三
項
各
号
」
を
削
り
、
「
、
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
七
条
第
二
項
」
を

「
及
び
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
四
十
五
条
第
五
項
の
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十

九
条
第
二
項
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
の
」
を
「
に
つ

い
て
の
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
謂
求
又
は
同
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
表
第
九
十
二
条
第
一
項
の
項
中

「
に
係
る
」
及
び
「
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の

正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
（
非
電
磁
的
損
害
賠
償

命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
腫
に
関
す
る
法

い
て
「
電
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
謂
求

三
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
を
証
明
し
た
電
磁
的
記
録
の
提
供
の

請
求
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律
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
餓
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は
砿
磁
的
損
害

賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
」
に

改
め
、
同
項
の
吹
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

項
中
「
決
定
書
」
を
「
電
子
決
定
番
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
第
三
項

の
項
中
「
に
つ
い
て
」
及
び
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ

の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
閲
覧
等
（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
閲
覧

等
、
非
趣
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
電
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
を
い

う
。
）
又
は
睡
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
館
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
」
に
改

め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
一
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、

「
に
係
る
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
一
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記

録
等
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
三
第
一

項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
表
第
百
十
三
条
第
一
項
本
文
の
項
か
ら
第
百
十
三
条
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
第
百
実
十
八
条
第
二
項
の

第
四
十
五
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
一
趣
磁
的
訴
訟
記
録
等
（
砿
磁
的
所
訟
一
愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
等
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第
九
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項

第
九
十
二
条
第
九
項

砿
磁
的
所
訟
記
録
か
ら

篭
磁
的
訴
訟
記
録
中

愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
か

ら 愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随

す
る
措
睡
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁

的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
中

第
百
三
十
三
条
の
三
第
一
項

訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
閲

覧
等



所
状
抄
本
等
に
記
戦
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
（
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通

知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
斫
因
変
更
等
謂
求
書
面

に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
脈
因
変
更
等
錆
求
書
面
抄
本
等
に
記
載

が
な
い
も
の
」
を
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
醜
み
替
え
て
池
用
す
る
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り

通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二

項
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
百
三
十
三
条
の
四
一
を
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
四
一

に
改
め
、
同
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
一
に
、
「
第
百

Ａ

三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
、
「
に
係
る
翫
訟
記
録
等
の
閲
覧
等
」
を
「
訴
訟
記
録
等

の
閲
覧
等
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
」
を
「
損
害
賠
償

命
令
事
件
の
肥
録
等
の
閲
覧
等
（
非
愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
亭
件
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
非
蹴
磁
的
損
害
賠
償
命
令
取
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
、
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
地
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
、
非
砿
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第

三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
砥
磁
的
処
分
配
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は
蝕
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同

第
四
十
諏
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
閲
覧
若
し
く
は
脳
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交

付
又
は
そ
の
襖
製
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第
百
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
百

三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
項
か
ら
第
二
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
項
ま
で
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起

敵
鱒
又
は
第
百
三
十
二
条
②
匹
節
一
（
剛
閉
敞
損
害
賄
慣
命
令
市
件
配
銀

吸
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
又
は
愈
磁
的
処
分
記
録
（
犯
罪
被
宙

記
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
率
項
に
係
る
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た

部
分
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
回
に

関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
篭

二
号
に
規
定
す
る
瞳
註
杓
処
分
記
睡

－206－ －205－

第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
花
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄

本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
砺
件
の
記
録
等
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
条
第
笂
項
中
「
あ
っ
て
、
第
三

十
九
条
第
一
項
一
を
「
あ
っ
て
、
同
項
一
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
二
千
円
」
を
「
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
損
害
賠
償
の
諦
求
の
原
因
と
す
る
訴
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
享
実
の
数
に
二
千
円
を
乗
じ
て
得
た
額

二
千
七
百
円
（
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
所
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
趣
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
百
円
）

第
四
十
八
条
第
三
項
中
「
額
を
」
を
「
額
（
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
部
分
に
限
る
。
）
を
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
飯
舩
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砿

項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
処
分
妃
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

－

一

Ⅱ■■■■■■■

う
。

ー

－

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項

愈
磁
的
訴
舩
記
録
等
（
睡
磁
的
訴
訟

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の

記
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
駆
項
に
係
る

部
分

申
立
て
が

愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
等

（
愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随

す
る
措
腫
に
閲
す
る
法
律
第
四
十
四

条
第
一
項
鋪
二
号
に
規
定
す
る
砥
磁

的
損
害
賠
侭
命
令
聯
件
記
録
を
い

う
。
）
又
は
睡
磁
的
処
分
記
録
（
同

法
第
三
十
一
・
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
敵
磁
的
処
分
記
録
を
い

決
定
が
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第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

愈
磁
的
所
舩
記
録
等
か
ら

愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
等

か
ら

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

蹴
磁
的
斫
舩
記
録
等
か
ら

愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
嚇
件
記
録
等

か
ら



子
悩
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
申
立
て
は
、
民
事
既
舩
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
申
立
て
と
み
な
す
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
通
知
」
を
「
餓
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
並
び
に
通
知
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
に
関
係
魯
類
を
添
付
し
一
を
「
（
危
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
関
係
書
類
（
愈
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
十
条

第
三
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
て
」
に
改
め
る
．

第
六
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
麟
職
員
は
、
そ
の
面
前
で
、
受
入
受
刑
者
を
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措

置
を
と
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

一
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
関
す
る
砺
項
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
戦
し
た
書
面
に
悪
名
押
印

二
前
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
録
し
た
趣
磁
的
記
録
に
法
務
省
令
で
定
め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
鯉
を
と
る
こ
と
。

第
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
の
審
査
の
鯖
求
は
、
密
面
に
よ
り
、
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

め
る
勉
子
情
報
処
理
組
織
（
東
京
地
方
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
（
入
出
力
装
腫
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び

第
十
九
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
趣
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
咳
審
査
の
餉
求
に
係
る
事
項
を
東
京
地
方
裁
判
所

の
使
用
に
係
る
砥
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
若
し

く
は
当
骸
事
項
を
肥
録
し
た
記
録
媒
体
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
併
せ
て
関
係
瞥
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
前
項
の
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
第
一
項
の
審
査
の
諦
求
は
、
当

該
審
査
の
請
求
に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
東
京
地
方
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

す
る
こ
と
。
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４
第
一
項
の
審
査
の
請
求
が
第
二
項
の
紀
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
裁
判

所
轡
記
官
は
、
当
骸
配
録
媒
体
に
肥
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
肥
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
咳

礪
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
車
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に
係
る
電

磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
削
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
亀
磁
的
紀
録
を
も
っ
て
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
、
「
謄
本
』
を
「
膳
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に

係
る
甑
磁
的
記
録
」
に
、
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
唾
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
十
三
条
の
命
令
は
、
魯
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
骸
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
に
関
係
書
類

の
謄
本
又
は
関
係
密
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
魯
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
十
三
条
の
命
令
の
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
に
は
、
受
入
受
刑
者
の
氏
名
、
年
齢
、
裁
判
国
の
名
称
、
受
入
移
送
犯
罪

の
名
称
、
外
国
刑
の
刑
期
、
引
渡
し
を
受
け
る
日
及
び
場
所
並
び
に
引
致
す
べ
き
刑
率
施
設
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
十
三
条
の
命
令
の
書
面
又
は
砥
磁
的
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
法
務
大
臣
が
当
該
各

号
に
定
め
る
措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
十
三
条
の
命
令
が
啓
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
第
十
三
条
の
命
令
が
駐
磁
的
配
録
に
よ
る
娚
合
法
務
省
令
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
瞳
を
と
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
前
段
中
「
裁
判
所
」
を
「
同
項
前
段
中
「
裁
判
所
」
に
改
め
、
「
刑
事

施
股
」
と
」
の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
省
令
で
一
と
、
「
第
六
十
四
条
第
一
。

（
受
入
移
送
命
令
の
方
式
）
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第
二
十
一
条
中
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
五
百
十

三
条
の
二
」
に
、
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
替
面
で
」
を
「
魯
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
押
印
し
、
又
は
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
に
法
務
省
令
で
定
め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
署
名
押
印
し

第
二
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
の
指
揮
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
い
、
当
骸
魯
面
又
は
睡
磁
的
記
録
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
も
の
及
び
関
係
書
類
の
膳
本
又
は
関
係
番
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
配
戦

し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
勉
磁
的
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
十
三
条
の
命
令
が
書
面
に
よ
る
場
合
当
絞
書
面
の
謄
本

二
第
十
三
条
の
命
令
が
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
当
該
命
令
に
係
る
事
項
を
配
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
趣

磁
的
記
録

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑

者
移
送
法
第
十
九
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
描
世
に
係
る
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察

寺
』
ロ
、
卑

官
」
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
勾
引
状
」
を
「
勾
引
状
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を

「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
の
受
入
収
容
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
が
当
咳
各
号

に
定
め
る
措
脛
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
受
入
収
容
状
が
密
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
受
入
収
容
状
が
耽
磁
的
配
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
肥
名
押
印
に
代
わ
る
措
殴
（
受
入
収
容
状
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
検
察
官
の
氏
名
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
受
入
収
容
状
は
、
啓
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
睡
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

圭
套
』
デ
（
》
ａ
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た
」
を
「
署
名
押
印
し
、
又
は
同
項
の
愈
磁
的
記
録
に
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
腔
を
と
っ
た
」
に
、
「
書
面
を
」
を
「
書
面

又
は
蝕
磁
的
記
録
を
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
番
面
で
」
を
「
砺
面
又
は
敵
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
引
渡
の
」
を
「
引
渡
し
の
」

に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
示
し
て
」
を
「
と
っ
て
」

に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
盤
面
で
」
を
「
書
面
又
は
睡
磁
的
記
録
に

よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
『
、
第
三
項
及
び
第
四
項
一
を
「
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
一
に
、
「
引
渡
の
一
を

「
引
渡
し
の
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
』
に
、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
示
し
て
」

を
「
と
っ
て
」
に
改
め
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
＋
狂
年
法

律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
記
戦
し
た
書
面
、
」
を
『
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鯛
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る

憎
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
に
、
「
結
果
を
配
載
し
た
書
面
」
を
「
結
果
を
記
載
し
、

又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
三
項
中
「
、
捜
索
」
を
「
（
刑
駆
脈
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
捜
索
、

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
危
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に

お
い
て
単
に
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
捜
索
」
を
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命

令
、
捜
索
」
に
改
め
、
同
条
の
吹
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
瞳
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
二
十
四
条
の
二
検
察
官
及
び
付
添
人
は
、
申
立
て
、
舗
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申
述
で
あ
っ
て
こ
の
章
に

規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除

第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。
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（
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
）

第
二
十
四
条
の
三
申
立
て
等
が
、
替
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
を
除

く
。
）
、
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出

き
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用

に
係
る
砿
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
髄
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
裁
判
所
の
使

用
に
係
る
敏
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
次
項
及
び
吹
条
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録

す
る
方
法
又
は
当
咳
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
唾
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
咳
申
立
て
等

に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
付
添
人
が
、
同
項
の
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
電
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
の
そ

の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
適
用
し
な
い
。

す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
咳
書
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
咳
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困

難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
の
呼
出
状
及
び
前
二
項
の
同
行
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣

磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条
第
四
項
中
「
こ
れ
を
当
該
対
象
者
に
示
し
た
一
を
「
対
象
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
っ
た
」
に
改
め
、
「
の
場
所
に
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一
同
行
状
が
審
面
で
あ
る
場
合
同
行
状
を
示
す
こ
と
。

二
同
行
状
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
行
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
．

第
二
十
八
条
第
五
項
中
「
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
に
つ
い
て
前
項
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
る
」
に
、
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「
前
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
谷
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
命
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
定
め
る
措
匿
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
）

第
三
十
一
条
の
二
裁
判
所
は
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
対
象
者
の
精
神
障
害
の
状
態
、
審
判

第
三
十
一
条
の
二
裁
判
所
は
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
対
象
者
の
箱
神
障
害
の
状
態
、
審
判

の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
罷
め
る
と
き
は
、
対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
若
し
く
は
付
添
人
の
意
見
を
聴

き
、
対
象
者
が
入
院
し
て
い
る
医
療
機
関
そ
の
他
の
同
一
檎
内
（
裁
判
官
及
び
精
神
保
健
審
判
員
が
審
判
期
日
に
お
け
る

審
判
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
）
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
認
め
る
も
の
に

対
象
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
織
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
対
象
者
は
、
そ
の
審

判
期
日
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
保
護
者
又
は
付
添
人
は
、
裁
判
所
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
を
行
う
と
き
は
、
対
象
者
が
在
席

す
る
場
所
に
在
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
付
添
人
は
、
そ
の
審
判
期
日
に

出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
こ
の
節
に
規
定
す
る
審
判
に
つ
い
て
の
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
対
象
者
又

は
そ
の
保
護
者
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
、
『
検
察
官
及
び
」
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
六
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
処
遇
事
件
の
記
録
又
は
証
拠
物
を
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
閲
覧
し
若
し
く
は
謄
写
す
る
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
閲
覧
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
餓
記
録
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
磁

的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ

る
も
の
と
し
、
当
骸
睡
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く

は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。
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第
二
十
八
条

正
す
る
。

６
第
三
項
の
呼
出
状
及
び
前
二
項
の
同
行
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
芯

磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
（
蹴
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
脇
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
他
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
含

む
」
の
下
に
「
。
第
九
十
六
条
第
四
項
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
九
十
条
第
一
項
中
「
記
戦
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
魯
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
第
百
条
第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
十
八
条

第
四
項
か
ら
一
を
「
第
二
十
六
条
第
四
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
か
ら
一
に
改
め
る
。

第
百
四
条
第
二
項
中
「
配
戦
す
る
」
を
「
配
載
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

二
十
八
条
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

３
補
充
裁
判
貝
は
、
瞬
訟
に
関
す
る
書
類
（
愈
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

腿
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
肛
拠
物

（
睡
磁
的
配
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
骸
訴
訟
に
閲
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
餓
磁
的
記
録
の

閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
裁
判
所
は
、
裁
判
員
等
避
任
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
罷
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
弁
餓
人
の
意
見
を

聴
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
侭
に
よ
り
相
手
の
状
態
を

相
互
に
認
餓
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
こ
●
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な

第
十
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、

第
二
百
七
十
八
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
九
十
七
条
第
二
項
、
第
三
百
十
六
条
の
十
一
の
項
中
「
第
二
百
九
十
七
条
第
二

項
」
の
下
に
「
、
第
三
百
十
六
条
の
七
第
三
項
」
を
加
え
、
同
表
第
百
五
十
七
条
の
四
、
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第

三
百
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
頁
一
・
十
五
条
第
七
号
た
だ
し
書
の
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
四
」

を
「
第
百
五
十
七
条
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
百
八

十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
三
百
十
六
条
の
三
十
四
第
五
項
一
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
一
↑

十
二
条
第
六
項
一
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
見
出
し
中
「
記
録
媒
体
へ
」
を
『
愈
磁
的
記
録
と
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
紀
録
媒
体
（
映
像

及
び
音
声
を
同
時
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
」
を
「
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法

に
よ
り
吐
磁
的
記
録
と
し
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
記
録
媒
体
に
」
を
『
愈
磁
的
記
録
と
し
て
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
録
媒
体
は
、
所
詮
記
録

に
添
付
し
て
」
を
「
趣
磁
的
記
録
は
、
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
賊
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を
含
む
．
）
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
（
第
八
十
二
条
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
』
と
い
う
。
）
に
記
録
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十

4
す
。一

裁
判
官
へ
検
察
官
及
び
弁
膜
人
が
哉
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
同

一
構
内
（
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
餓
人
が
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も
の

二
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
適
当
と
認
め
る
も

の

第
三
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
裁
判
貝
等
選
任
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
肥
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
渡

人
の
意
見
を
聴
き
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
に
裁
判
員
候
補
者
の
全
部
又
は
一
部
を
在
席
さ
せ
、

映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
鋸
醸
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
裁

判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
裁
判
員
候
補
者
は
、
そ
の
裁

判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
、
第
百
八
条
第
三
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条
第
二
項
、
第
百
八
十
条
第
二
項
及
び
第
二
百
七
十
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
、
第
百
八
十
条
第
三
項
及
び
第
二

百
七
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
斫
訟
記
録
に
添
付
し
て
」
を
削
り
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
第
三
百

五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
四
項
」
に
、
「
こ
れ
を
整
理
し
な
け
れ
ば
」
を

「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
谷
中
「
調
書
」
を
「
公
判
調
書
」
に
、
「
整
理
す
れ
ば
」
を

「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
れ
ば
』
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
整
理
さ
れ
た
調
魯
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
翻

書
」
に
、
「
整
理
が
で
き
た
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
紀
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
．

第
八
十
八
条
中
「
を
記
戦
し
た
書
面
」
を
削
る
。

（
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
徹
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
旨
を
」
を
「
旨
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
極
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
肥
載
さ
れ
た
密
面
を
」
に
、
「
掲
示
す
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
当
咳
検

第
三
十
条
［

改
正
す
る
。

察
庁
に
股
置
し
た
敵
子
計
算
機
（
入
出
力
装
画
を
含
む
．
）
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
く
措
皿
を
と
る
」
に
、
「
掲
示
を
始
め
た
」
を
『
当
骸
措
世
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
．

（
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

三
十
条
国
際
刑
車
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
四
条
中
「
又
は
一
を
「
（
電
磁
的
記
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鵠
職
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
含
む
。
）
又
は
」
に
、
「
に
関
係
書
類
を
添
付
し
」
を
「
若
し
く
は
勉
磁
的
記
録
に
関
係
書
類
（
蝕
磁
的
記
録
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
の
提
供
」
を
「
（
危
磁
的
肥
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
」
に
、
「
そ

の
魯
類
」
を
「
そ
の
訴
訟
に
関
す
る
番
類
」
に
、
「
書
面
」
を
「
害
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。
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第
九
条
第
一
項
中
「
の
証
明
密
」
の
下
に
「
（
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
四
項
中
「
番
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
当
該
書
類
」
を
「
当
該
訴
訟
に
関
す
る
書
類
」
に
、

「
謄
本
」
を
「
謄
本
若
し
く
は
当
咳
瞬
舩
に
関
す
る
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面

若
し
く
は
愈
磁
的
紀
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
所
詮
に
関
す
る
書
類
に
妃
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の

証
明
が
さ
れ
た
も
の
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
一
条
ノ
ー
第
一
項
第
二
号
中
「
記
載
シ
タ
ル
書
面
一
と
あ
る
の
は
「
記
載
シ
又
ハ
記
録

シ
タ
ル
書
面
又
ハ
醜
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
其
ノ
他
人
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
認
織
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
方
式

ニ
依
り
作
ラ
ル
ル
記
録
ニ
シ
テ
愈
子
叶
算
機
二
依
ル
情
報
処
理
ノ
用
二
供
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ヲ
綱
ブ
第
三
号
及
第
四
号
二
於

テ
同
ジ
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
記
載
シ
タ
ル
笹
面
』
と
あ
る
の
は
「
記
載
シ
又
ハ
記
録
シ
タ
ル
書
面
又
ハ
虹
磁
的
記

録
」
と
、
「
添
附
シ
タ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
添
ヘ
タ
ル
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
嘱
託
書
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁

判
所
ガ
発
ス
ル
協
力
餉
求
書
（
蹴
磁
的
配
録
ヲ
含
ム
）
」
と
、
「
関
係
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
書
類
（
電
磁
的
記
録

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
一
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
一
に
、
「
並
び
に
一
を
「
及
び
一
に
、
「
第
五
条
第
三

項
中
「
請
求
国
の
名
称
、
有
効
期
間
」
を
「
第
五
条
第
四
項
中
「
引
渡
犯
罪
名
、
舗
求
国
の
名
称
一
に
、
「
「
有
効
期
間
一

を
「
「
引
渡
犯
罪
名
』
に
改
め
る
。

第
二
十
一
・
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
八
条
の
二
並
び
に
第
八
条
の
三
一
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
条
の
二
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等

に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
革
用
す
る
第
八
条
第
二
項
」
と
跣
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
・
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
謄
本
」
及
び
「
（
平
成
十
九
年
法
律

ヲ
含
ム
）
」
と
、
「
添
附
ス
ル
」
と
あ
る
の
は
「
添
ヘ
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
『
聾
面
又
は
趣
磁
的
肥
録
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
受
領
許
可
証
」
の
下
に
「
（
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
密
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
二
条
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
櫓
面
」
を
「
描
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
香
面
」
を

「
書
面
又
は
危
磁
的
記
録
」
に
、
「
第
五
条
第
三
項
中
「
鯖
求
国
の
名
称
、
有
効
期
間
」
を
『
第
五
条
第
四
項
中
「
引
渡
犯

罪
名
、
謂
求
国
の
名
称
」
に
、
「
「
有
効
期
間
」
を
「
「
引
渡
犯
罪
名
」
に
改
め
、
「
引
渡
し
の
舗
求
に
関
す
る
」
を
削

り
、
「
規
定
す
る
一
一
を
「
規
定
す
る
番
面
又
は
蹴
磁
的
記
録
の
こ
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協

力
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項
」
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
魯
面
」
を
「
魯
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
、
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
踊
二
十
三
条
第
六
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
並

び
に
第
二
十
三
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
』
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
六
項
中
」
を
「
第
二
十
三

条
第
七
項
中
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
及
び
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
」

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協

力
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
決
定
の
」
を
「
決
定
に
つ
い
て
、
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
膳
本
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
』
を
「
第
十
六
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
」
に
、
『
前
条

第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
務
大
臣
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
号
）
」
を
削
り
、
「
又
は
第
三
号
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑

事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
節
一
項
」
と
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二

号
」
に
改
め
、
「
、
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
各
号
」
と
」
を
削
り
、
「
第
八
条
第
三
項
」
を

「
第
八
条
の
三
各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
七
項
、
第
二
十
五
条
第
八
項
、
第
二
十
六
条
第
六
項
及
び
第
二
十
七
条
第
八
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
．
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（
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条
更
生
保
艘
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
第
一
一
項
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
魎
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
昭
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
」
に
、
「
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の

を
含
む
。
）
を
提
供
し
な
け
れ
ば
一
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
砿
磁
的
紀
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
鉦
明
魯
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
鍍
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
蹴
磁
的
記
録
に
よ
る
通
知
（
耐
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、

刑
駆
施
設
又
は
少
年
院
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
時
に
当
肱
刑
率
施
股
又
は
少
年
院
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
蝕
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し

第
五
十
一
・
条
第
一
項
第
二
号
中
「
書
面
」
を
「
密
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
睡
子
計
算
機
損
壊
等
職
務
執
行
妨
害
）

第
六
十
四
条
の
二
国
際
刑
蛎
裁
判
所
職
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
敵
子
計
算
機
若
し
く

は
そ
の
用
に
供
す
る
砿
磁
的
記
録
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
勉
子
計
算
機
に
虚
偽
の
情
報
若
し
く
は

不
正
な
指
令
を
与
え
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
勉
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
励
作
を
さ
せ
ず
、
又

は
使
用
目
的
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

に
、
「
第
二
十
三
条
第
七
項
中
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
中
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
六
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
二

十
三
条
第
七
項
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
諭
求
犯
罪
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
莊
項
第

二
号
中
「
蝕
子
計
算
機
」
と
あ
る
の
は
「
駐
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第

六
項
中
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
」
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
、
第
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

－231－－232－



第
六
十
三
条
第
七
項
中
「
第
六
十
四
条
、
」
を
「
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
六
十
四
条
、
」
に
、
「
と
、
同
法
第
六
十
四

条
第
一
項
」
を
「
と
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
｛
第
七
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
職
員
が
執
行
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
刑
駆
施
設
職
員
）
」
と
あ
る
の
は

「
保
砿
観
察
官
（
更
生
保
膜
法
第
六
十
三
条
第
六
項
た
だ
し
密
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
執
行
を
嘱
托
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
保
磯
観
察
官
及
び
啓
察
官
）
｝
と
、
同
号
、
同
条
第
二
項
及
び
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
一
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中
『
魯
面
で
」
を
「
笹
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

（
少
年
院
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
・
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
た
だ
し
密
の
連
戻
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録

（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
百
四
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
条
第
六
項
中
『
前
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
条
第
三
号
中
「
が
少
年
院
に
到
達
し
た
」
を
「
若
し
く
は
当
骸
文
密
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
紀
録
媒

体
が
少
年
院
に
到
達
し
、
又
は
当
該
率
項
を
記
録
し
た
趣
磁
的
記
録
が
勉
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
少
年
院
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
（
入
出
力
装
匿
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
一
に
改
め
る
。

（
少
年
鐙
別
所
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
書
面
で
」
を
「
瞥
面
又
は
飽
磁
的
肥
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
叶
算
機
に
よ
る
愉
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
第
七
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
三
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
将
を
加
え
ろ
。

た
だ
し
、
駐
磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
証
明
密
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
厳
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
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（
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本

国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関

す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
趣
磁
的
記
録
（
賊
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
記
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
澄

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
所
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
一
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
圃
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
密
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
所
舩
法
第
百
一
・
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
骸
愈
磁
的
配
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
密
中
「
検
証
」
を
「
趣
磁
的
記
録
提

供
命
令
又
は
検
証
一
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
書
類
又
は
証
拠
物
一
を
「
番
類
等
一
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
一
を
「
若
し
く
は
証
拠
物

又
は
電
磁
的
記
録
」
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、

若
し
く
は
引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
そ
の
保
管
す
る
魯
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
当
該
愈
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

４
第
一
項
た
だ
し
書
の
速
戻
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砿
磁
的
配
録
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
九
条
第
六
項
中
「
前
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。
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記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
番
面
若
し
く
は
芯
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
勉
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
砺
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
愈
磁
的
記
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
頃
中
「
提
出
一
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
梅
限
を

有
す
る
者
に
そ
の
愈
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス

及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
欲
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
柾
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
芯
磁
的
配
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
鯉
駁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
融
子
計
算
機
に
よ
る
憎
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
一
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
世

を
と
っ
て
、
一
に
、
「
刑
事
腓
訟
法
」
を
「
同
法
一
に
、
「
交
付
一
を
「
提
供
一
に
、
「
を
示
し
て
、
一
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
肥
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
車
斫
訟
法
節
百
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
咳
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
」
を
「
趣
磁
的
記
録
提

供
命
令
又
は
検
証
」
に
改
め
る
。
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く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
椛
限
を

有
す
る
者
に
そ
の
愈
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
削
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
矼
磁
的
配
録
の
消
去

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
刑
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
愈
磁
的
記

録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
十
一
条
」
を
「
’
第
十
一
条
の
二
」
に
、
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
．

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、

「
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ど
の
下
に
「
及
び
第
十
一
条
の
二
第
一
号
ロ
」
を
加
え
る
。

第
四
章
第
二
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
対
象
敵
磁
的
記
録
の
複
写
不
許
可
決
定
）

第
十
一
条
の
二
検
察
官
は
、
保
管
愈
磁
的
記
録
（
刑
車
訴
訟
法
第
二
百
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
百
九
条
第
一
項
の
規
定

第
七
条
の
見
出
し
中
「
醤
類
又
は
証
拠
物
」
を
「
番
類
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物

又
は
蝕
磁
的
記
響
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、

若
し
く
は
引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
描
画
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
保
管
す
る
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
膳
写
を
許
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
膳
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
当
該
髄
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
率
項
を

配
戦
し
、
若
し
く
は
配
録
し
た
霄
面
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
趣
磁
的
肥
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
’
一
で
あ
る
こ
と
の
鉦
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
§
そ
の
保
管
す
る
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
趣
磁
的
記
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
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二
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
紀
録
に
つ
い
て
、
刑
事
所
訟
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
を
許
さ
な
い
こ
と

と
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
。

イ
当
麟
保
管
愈
磁
的
記
録

ロ
当
該
保
管
俎
磁
的
記
録
に
係
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
他
の
愈
磁
的
記
録
（
ハ
に
お
い
て

「
他
の
飽
磁
的
記
録
一
と
い
う
。
）
が
対
象
触
磁
的
配
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
対
象
趣
磁
的
記
録

ハ
他
の
趣
磁
的
記
録
が
大
赴
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
率
由
に
よ
り
全
て
の
他
の
亀
磁
的
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
号
冒
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
罷

め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
砥
磁
的
記
録

第
十
二
条
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
（
同
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
雛
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
又

は
同
法
第
五
百
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を

交
付
し
、
又
は
冠
磁
的
記
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
検
察
官
は
、
保
管
愈
磁
的
記
録
が
第
十
一
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
に
該
当
す
る
と
思
料
す

に
よ
る
融
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
同
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
（
電
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に

移
伝
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
お

い
て
単
に
「
敏
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
管
理
に
係
る

記
録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
蝕
磁
的
配
録
で
あ
っ
て
検
察
官
が
保
管
し
て
い
る
も
の
を
い
う
．
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
一
号
に
掲
げ
る
愈
磁
的
記
録
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
節
に
定
め
る
手
続
に
従
い
、
第
二

号
に
掲
げ
る
措
回
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
次
に
掲
げ
る
愈
磁
的
妃
録

イ
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
睡
磁
的
配
録

ロ
私
事
性
的
画
像
肥
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

る
行
為
を
組
成
し
、
若
し
く
は
当
骸
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
若
し
く
は
当
餓
行
為
を
組
成
し
、
若

し
く
は
当
該
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
物
に
記
録
さ
れ
た
私
事
性
的
画
像
記
録
又
は
こ
れ
ら
を
複
写

し
た
電
磁
的
記
録

ハ
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
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る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
決
定
（
以
下
「
複
写
不
許
可
決
定
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
仮
に

当
骸
保
管
愈
磁
的
記
録
及
び
同
号
口
に
規
定
す
る
他
の
融
磁
的
記
録
（
以
下
「
保
管
趣
磁
的
記
録
等
」
と
い
う
。
）
の
複

写
を
許
さ
な
い
こ
と
と
す
る
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
管
趣
磁
的
記
録
等
は
、
刑
事
斫
訟
法

第
二
百
一
・
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
よ
り
還
付
す
る
」
を
「
よ
る
還
付
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を
交

付
し
、
又
は
砿
磁
的
記
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
よ
り
還
付
す
る
」
を

「
よ
る
還
付
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
配
録
媒
体
を
交
付
し
、
又
は
趣
磁
的

肥
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
前
段
又
は
前
項
前
段
」
を
「
前
一
・

項
」
に
、
「
を
還
付
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
前
二
項
に
規
定
す
る
還
付
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
を
還
付
す

る
」
を
「
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
還
付
（
同
法
第
三
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
三

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を
交
付
し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
」
に
改

め
る
。第

十
四
条
中
「
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
供
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
慾
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
目
録
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
駿
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
消
去
等
決
定
等
の
名
宛
人
及
び
聴
聞
の
特
例
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
十

一
条
」
を
「
、
第
十
一
条
」
に
、
「
は
、
」
を
「
、
複
写
不
肝
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
は
、
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
複
写
不
許
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
場
合
砥
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
者

第
十
七
条
第
二
項
中
「
又
は
消
去
命
令
」
を
「
、
消
去
命
令
又
は
複
写
不
許
可
決
定
』
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、

同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
消
去
命
令
」
を

「
、
消
去
命
令
又
は
複
写
不
許
可
決
定
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
節
七
項

を
第
六
項
と
す
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
対
象
愈
磁
的
記
録
で
は
な
い
駐
磁
的
記
録
の
複
写
）
」

を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
消
去
等
決
定
等
の
方
式
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
消
去
命
令
」
を
「
、
消
去

命
令
、
複
写
不
許
可
決
定
及
び
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．

四
複
写
不
併
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
場
合
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
者

第
二
十
条
第
三
項
中
「
旨
を
」
を
「
旨
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
戦
さ
れ
た
書
面
を
」
に
、
「
掲
示
す
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
当
咳
検

察
庁
に
設
置
し
た
勉
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を
含
む
。
）
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
く
措
世
を
と
る
」
に
、
「
掲
示
を
始
め
た
一
を
「
当
該
措
世
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
四
節
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
保
管
愈
磁
的
紀
録
等
の
複
写
の
許
可
等
）

第
二
十
五
条
の
二
検
察
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
趣
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
さ
な
け

第
十
八
条
の
二
検
察
官
は
、
複
写
不
許
可
決
定
（
第
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
者
か
ら
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
一
条
の
二
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
他
の
趣
磁
的
記
録
を
特
定
し
て
こ
れ
の
複
写
を
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
、
当
砿
他
の
愈
磁
的
記
録
が
対
象

趣
磁
的
記
録
で
は
な
い
と
罷
め
る
と
き
は
、
当
該
他
の
触
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写

を
許
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
前
項
の
申
出
を
し
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
に
関
す
る
検
察
官
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

二
技
術
的
理
由
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
複
写
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
閉
め
ら
れ
る
と
き
。

三
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
の
申
出
が
権
利
の
濫
用
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３
検
察
官
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
申
出
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
第
十
一
条
の
二
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
他
の
趣
磁
的
記
録
を
確
認
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

４
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
複
写
す
べ
き
醜
磁
的
記
録
の
範
囲
は
、
複
写
不
許
可
決
定
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
前
条
第
一
項
」
及
び
「
同
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

一
次
に
掲
げ
る
場
合
保
管
電
磁
的
記
録
等

イ
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
を
行
っ
た
後
、
複
写
不
許
可
決
定
を
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
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２
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
を
許
さ
れ
た
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
又
は
そ
の
他
の

事
由
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
政
令
で
定
め
る
方
法
に

よ
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
係
る
砿
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
公
告
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
て
も
複
写
の
舗
求
が
な
い

と
き
は
、
検
察
官
は
、
こ
れ
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
検
察
官
は
、
保
管
睡
磁
的
記
録
等
の
う
ち
に
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
を
行
っ
た
者
以
外
の
者
に
複
写

さ
せ
る
ぺ
き
趣
磁
的
記
録
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
そ
の
者
に
複
写
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
項
の
規
定
は
、
民
事
所
舩
の
手
続
に
従
い
、
利
害
関
係
人
が
そ
の
椎
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
複
写
許
可
に
係
る
砿
磁
的
配
録
の
複
写
を
し
な
い
場
合
の
措
鯉
）

第
二
十
五
条
の
三
検
察
官
は
、
第
十
八
条
の
一
・
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
複
写
を
肝
し
た
電
磁
的
記
録
に

二
十
五
条
の
三
検
察
官
は
、
第
十
八
条
の
一
・
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
複
写
を
肝
し
た
電
磁
的
記
録
に

つ
い
て
、
複
写
を
許
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
複
写
を
許
さ
れ
た
者
が
そ
の
複
写
を
し

な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
消
去
命
令
」
を
「
、
消
去
命
令
、
複
写
不
許
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
こ
の
規
定

ロ
第
二
十
九
条
鋪
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
複
写
不
許
可
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す

旨
の
裁
決
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
餓
裁
決
の
取
消
し
の
所
え
の
提
起
が
な
く
て
そ
の
取
消
し
の
脈
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
経
過
し
た
と
き
。

ハ
複
写
不
許
可
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
又
は
複
写
不
許
可
決
定
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
第
壹
号
に
定
め
る
裁
決

の
取
消
し
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合

二
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
検
察
官
が
、
保
管
愈
磁
的
記
録
等
に
つ
い
て
、
保
管
の
必
要
が
な
い
と

認
め
た
場
合

二
複
写
不
許
可
決
定
（
第
十
一
条
の
二
第
一
・
号
イ
又
は
口
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
保
管
勉
磁
的
配
録

等
の
う
ち
当
談
複
写
不
許
可
決
定
に
係
る
愈
磁
的
配
録
以
外
の
も
の

三
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
複
写
不
許
可
決
定
の
一
部
を
取
り
消
し
、

又
は
変
更
す
る
旨
の
裁
決
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
の
提
起
が
な
く
て
そ
の
取
消
し
の

所
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
経
過
し
た
と
き
保
管
趣
磁
的
記
録
等
の
う
ち
、
一
部
が
取
り
消
さ
れ
、
又

は
変
更
さ
れ
た
後
の
複
写
不
肝
可
決
定
に
係
る
睡
磁
的
記
録
以
外
の
も
の
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
附
則
第
三
条
第
四
項
、
第
五
条
第
四
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
一
条
の
規

改
め
る
。

に
よ
る
決
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
文
魯
」
を
「
文
醤
若
し
く
は
電
磁
的
紀
録
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
つ
い
て
」
を

「
若
し
く
は
保
管
愈
磁
的
肥
録
等
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文
魯
」
を
「
文
書
若
し
く
は
亀
磁
的
記
録
」
に

二
第
一
条
の
う
ち
、
刑
事
腓
訟
法
第
三
百
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
中
同
条
を
第
三
百
七
条
の
三
と
し
、
第
三
百
七

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
五
十
条
の
二
十
四
第
一

項
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
、
第
十
七
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
、

第
二
十
二
条
中
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
」
と
い

う
。
）
別
表
第
一
第
四
号
及
び
第
十
号
並
び
に
別
表
第
三
第
二
号
ヌ
の
改
正
規
定
、
第
二
十
四
条
中
犯
罪
捜
査
の
た
め
の

通
侭
傍
受
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
条
中
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関

す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条

の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

三
第
一
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
五
条
中
少
年
法
第
六
条
の
五
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規

定
、
第
九
条
中
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
股
及
び
区
域

並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第

十
二
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
詮
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特

別
法
第
莊
条
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑

事
特
別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
中
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
改
正

第
四
十
四
条
第
一
号
中
「
の
申
出
」
を
「
又
は
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
申
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
文
書
」
を

「
文
書
若
し
く
は
危
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

定
公
布
の
日
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国
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
改
正
規
定

並
び
に
第
三
十
六
条
中
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
刑
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係

る
愈
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
目
次
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
第
二
節
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
．
同
法
第
十
三
条
の
改
正

規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条
の
見
出
し

を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法

第
二
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
第
四
節
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
吹

条
並
び
に
附
則
第
十
而
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
中
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
の
改
正
規
定

（
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
岡
条
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
並

び
に
第
五
百
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
三
十
八
条
中
財
務
省
設
圏
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

九
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
十
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

規
定
、
第
三
十
一
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
記
載
し
た
書

面
」
」
を
「
記
載
し
、
又
は
配
録
し
た
魯
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
」
」
に
、
「
証
拠
書
類
」
」
を
「
証
拠
書
類
（
電
磁
的
記

録
を
含
む
ｃ
）
」
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
二
十
三
条
中
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
第
十
八
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法

第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条

の
改
正
規
定
（
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
．
）
、
第
二
十
七
条
中

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第

十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条

中
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
第
六
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
中
日
本
国
の
自
衛
隊

と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
五
条
中
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ

テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
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限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
同
項
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
国
際
捜
査
共
助
法
」
と

い
う
。
）
、
第
二
十
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
（
同
項

に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に

限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
観
察
法
（
同
項
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り

記
録
命
令
付
差
押
え
（
第
三
号
改
正
前
刑
率
翫
舩
法
第
九
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
記
録
命
令
付
差
押
え
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
記
録
命
令
付
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
号
施
行
日
前
に
第
三
号
改
正
前
刑
事
所
訟
法
、
第
三
号
改
正
前
少
年
法
、
第
三
号
改

正
前
岡
際
捜
査
共
助
法
、
第
三
号
改
正
前
組
織
的
犯
罪
処
削
法
又
は
第
三
号
改
正
前
医
療
観
察
法
の
規
定
に
よ
り
記
録
命
令

付
差
押
え
に
係
る
令
状
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
麟
記
録
命
令
付
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
判
調
書
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
公
既
の
提
起
が
あ
っ
た
率
件
（
以
下
「
施
行
前
刑
事

事
件
」
と
い
う
。
）
又
は
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
刑
率
享
件
（
以
下
「
特
定
刑
事
事
件
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
か

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四
第
八
条
中
出
入
国
管
理
及
び
難
民
鵠
定
法
第
七
十
三
条
の
三
及
び
第
七
十
三
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
条
の

規
定
出
入
国
管
理
及
び
難
民
腿
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日

五
第
二
十
三
条
中
組
織
的
犯
罪
処
胴
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
民
事
関

係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法

律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日

六
第
十
条
及
び
附
則
第
十
三
条
の
規
定
前
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
記
録
命
令
付
差
押
え
に
関
す
る
経
過
措
腫
）

第
二
条
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
附
則
第
十
五
条
に
お
い
て
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）

前
に
第
一
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

『
第
三
号
改
正
前
刑
車
訴
訟
法
」
と
い
う
。
）
、
第
五
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前

の
少
年
法
（
同
項
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
少
年
法
」
と
い
う
。
）
、
第
十
八
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
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改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
第
二
条
改
正
後
刑
事
所
訟
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
の
二
第
一
項
、
第
百
八
十
条
の
一
・

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
七
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．
‐

４
峨
高
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
刑
砺
砺
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
刑
那
手
統
に
お
け
る
悩
報
通
侭

技
術
の
活
用
の
段
階
的
か
つ
円
洞
な
推
巡
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
送
達
報
告
香
の
提
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
施
行
前
刑
率
事
件
又
は
特
定
刑
事
事
件
（
特
定
日
以
後
に
お
い
て
は
、
特
定
日
前
刑
事
事
件
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
条
第
一
項
の
書
面
（
以
下
「
送
達
報
告
書
」
と
い

う
．
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
改
正
後
刑
車
脈
訟
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
条
第
二
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
砺
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
率
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
覗
件
を

併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
送
逮
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
等
に
対
す
る
申
述
等
に
関
す
る
経
過
措
腫
）

第
五
条
申
立
て
、
謂
求
そ
の
他
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
又
は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
前
刑
事
邸
件
又
は
特
定
刑
事
駆
件
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
改
正

ら
起
算
し
て
一
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
筋
に
公
腓
の
提
起
が

あ
っ
た
も
の
（
以
下
「
特
定
日
前
刑
事
郡
件
」
と
い
う
。
）
に
係
る
公
判
鯛
聾
、
公
判
前
整
理
手
続
調
書
及
び
期
日
間
整
理

手
続
鯛
啓
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
判
鯛
番
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施

行
前
刑
事
班
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
砺
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
公
判
綱

書
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
前
刑
率
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
に
つ
い
て
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
刑
事
所
訟
法
（
附
則
第
六
条
第
．
一
坂
に
お
い
て
「
第
二
条
改
正
前
刑
事
脈
訟
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
前
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
公
判
副
審
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
単
に
「
整
理
さ
れ
た
公
判
鯛
魯
等
」
と
い
う
。
）
は
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
公
判
調
書
等
と
み
な

し
、
整
理
さ
れ
た
公
判
調
書
等
に
記
載
さ
れ
た
訴
訟
手
続
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
調
書
等
に
記
録
さ
れ
た
翫
訟
手

続
と
み
な
す
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
調
書
等
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
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後
刑
砺
斫
訟
法
第
五
十
四
条
の
一
・
か
ら
第
五
十
四
条
の
四
ま
で
（
こ
れ
ら
を
瓶
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
車
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事

車
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
審
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
施
行
日
か
ら
特
定
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
告
解
及
び
告
発
並
び
に
こ
れ
ら
の
取
消
し
並
び
に
自
首
並
び
に
刑
事
所

舩
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
諭
求
で
あ
っ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
刑
事
事
件
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
前
項
の
主
務
省
令
は
、
法
務
省
令
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
国

土
交
通
省
令
、
環
境
省
令
、
防
衛
省
令
及
び
財
務
省
令
と
す
る
。

４
法
務
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
士
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
、

防
衛
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
主
務
省
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活

用
の
段
階
的
か
つ
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
施
行
前
刑
事
車
件
、
特
定
刑
車
事
件
又
は
外
国
の
刑
事
事
件
（
特
定
日
以
後
に
お
い
て
は
、
特
定
日
前
に
国
際
捜
査

共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
の
諭
求
が
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通

訳
人
及
び
翻
訳
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
の
記
録
（
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
「
証
人
尋
問
等
の
記
録
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
又

は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
率
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
狂
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
第
二
条
改
正
前
刑
率
訴
舩
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
砺
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
の
謄
写

及
び
当
咳
記
録
媒
体
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
の
取
鯛
ぺ
に
つ
い
て
は
、
潅
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
証
拠
鯛
べ
を
終
わ
っ
た
証
拠
書
類
及
び
証
拠
物
に
関
す
る
経
過
措
世
）

第
七
条
施
行
前
刑
取
率
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
に
係
る
証
拠
密
類
（
醜
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
駆
餓
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
配
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
梢
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
証
拠
物
電
磁
的
記
録
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で
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
改
正
後
刑
礪
所
舩
法
第
三
百
十
条
の
こ
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
車
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併

せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
審
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以

後
）
に
証
拠
鯛
ぺ
を
終
わ
っ
た
証
拠
害
類
及
び
鉦
拠
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．

（
刑
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
八
条
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行

日
」
と
い
う
。
）
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び

同
項
に
お
い
て
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
一
と
い
う
。
）
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
五

条
の
二
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
刑
法
第
九
十
五
条
の
二
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項

及
び
第
百
五
十
九
条
第
一
項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け

る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
新
刑
法
第
九
十
五
条
の
二
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
『

項
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
犠
と
す
る
。

２
第
二
号
施
行
日
が
刑
法
等
－
，
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
う

ち
、
刑
法
第
百
五
十
条
、
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
五
条
第
三
項
一
と
、
「
第
百
菰
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
一
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九

条
第
三
項
一
と
す
る
。

（
検
察
審
査
会
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
施
行
日
か
ら
特
定
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
招
集
状
が
魯
面
に
よ
り
検
察
審
査
員
及
び
補
充
員
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た

と
き
に
お
け
る
検
察
審
査
会
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
疎
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
審
査
会
法
第
四
十
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
離
決
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
雄
決
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
少
年
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
十
一
条
施
行
前
保
護
事
件
又
は
特
定
日
前
保
護
事
件
に
係
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
施
行
前
保
護
事
件
又
は
特
定
日
前
保
賎
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
保
護
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合

に
お
け
る
肛
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
刑
事
補
償
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
匠
）

第
十
二
条
施
行
前
刑
砺
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
卒
件
に
関
す
る
補
償
舗
求
の
手
続
に
係
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
補
償
法
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
三
の
規
定
は
、
適
州
し
な
い
．
た
だ
し
、
当
咳
手
続

を
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
率
件
以
外
の
刑
砺
事
件
に
関
す
る
補
償
舗
求
の
手
続
と
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
け

る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
凹
）

第
十
三
条
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
廷
等
秩
序
維
持

第
十
条
申
立
て
、
舗
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
及
び
第
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
前
保
護
率
件
（
施
行
日
前
に
さ
れ
た
少
年
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
通
告
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
保
髄
事
件
、
施
行
日
前
に
検
察
官
、
司
法
警
察

員
、
警
察
官
、
都
遊
府
県
知
砺
又
は
児
童
相
淡
所
長
か
ら
送
致
さ
れ
た
保
謹
事
件
及
び
施
行
日
前
に
同
法
第
五
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
保
護
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
日
前
保
謹
事
件
（
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
保
護
事
件

で
あ
っ
て
、
特
定
日
前
に
さ
れ
た
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

に
係
る
も
の
、
特
定
日
前
に
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
蕃
察
官
、
都
遊
府
県
知
率
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
さ
れ
た
も

の
及
び
特
定
日
前
に
同
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正

後
の
少
年
法
第
五
条
の
四
及
び
第
五
条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
仙
保
讃
事
件
又
は
特
定
日
前
保
醗

事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
保
謹
砺
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
行
う

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
最
高
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
暎
事
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
保
謹
邪
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
情

報
通
信
技
術
の
活
用
の
段
階
的
か
つ
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。
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児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
保
護
事
件
の
審
判
を
併
せ
て
行

う
場
合
に
お
け
る
旅
費
等
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
不
砿
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
固
）

第
十
五
条
第
三
号
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す

る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
不
正
競
争
防
止
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

『
記
戦
し
、
又
は
肥
鎌
し
た
書
面
又
は
賦
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
記
戦
し
た
魯
面
」
と
、
「
提
供
さ
せ
た
電
磁
的
記

録
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
さ
せ
た
敢
磁
的
紀
録
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
」
と
す
る
。

（
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
歴
）

第
十
六
条
第
二
十
三
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改

正
後
の
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
他
の
法
律
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以

法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
（
民
本
所
訟
法
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
第
六
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
た
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
第
二
条
節
一
項
に
麟
当
す
る
行
為

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
行
為
」
と
い
う
《
》
）
に
係
る
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
証
人
の
尋
問

そ
の
他
の
証
拠
調
べ
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
六
号
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
対
象
行
為
に
係
る
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る

手
続
に
お
け
る
証
人
の
尋
問
そ
の
他
の
証
拠
調
べ
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
新
法
廷
等
秩
序
維
持
法
第
六
条
の
二
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
第
六
号
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
対
象
行
為
に

係
る
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
、
舗
求
そ
の
他
の
申
述
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
刑
堺
腓
舩
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
腫
）

第
十
四
条
施
行
前
刑
率
事
件
又
は
施
行
前
保
護
事
件
に
係
る
刑
事
腓
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
又
は
第
三
号

に
掲
げ
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旅
費
等
」
と
い
う
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
．
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
砺
事
件
と
施
行
日
以
後
に
公
所
の
提
起
が
あ
っ
た
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
又
は
施

行
前
保
顛
駆
件
と
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
少
年
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
若
し
く
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
に
係
る
保
醗
事
件
若
し
く
は
施
行
日
以
後
に
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
警
察
官
、
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
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後
に
公
訴
の
提
起
が
あ
っ
た
た
め
没
収
保
全
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
お
け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
公
解
の
提
起
が
あ
っ
た
た
め
没
収
保
全
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
お
け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
第
二
十
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
第

二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
没
収
保
全
の
登
記
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
没
収
保
全
の
登
記
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
新
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
第
五
十
条
第
一
項
（
第
三
十
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
新
国
際
刑
事
裁
判

所
協
力
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
に
お
い

て
準
用
す
る
民
事
所
訟
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
没
収
保
全
命
令
又
は
追
徴
保
全
命
令
が
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
没
収
保
全
又
は
追
徴
保
全
に
関
す
る
送
達
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

４
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
刑
事
事
件
に
お
け
る
送
達
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
新

組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
通
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ

第
十
七
条
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
率
件
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
謹
を
図
る
た
め
の
刑
礪
手

続
に
付
随
す
る
描
低
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者

参
加
旅
費
等
の
鯖
求
及
び
犯
罪
被
害
者
等
保
霞
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
逓
定
の
舗
求
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
駆
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事

事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
謂
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
§

し
、
施
行
前
刑
事
車
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る

送
達
報
告
密
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
新
組
織
的
犯
罪
処
胴
法
第
諏
十
条
節
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
解
舩
法
第
百
十
一
条
か
ら
第
百
十
三
条
ま
で
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
没
収
保
全
命
令
又
は
追
徴
保
全
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
没
収
保
全
又
は
追
徴
保
全
に
関
す
る
公

示
送
逮
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
没
収
保
全
命
令
又
は
追
徴
保
全
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
没
収
保
全
又
は
追

徴
保
全
に
関
す
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
低
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
侭
）
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立
て
に
係
る
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
及
び
そ
の
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
医
療
観
察
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
瞳
）

第
十
八
条
医
療
観
察
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
遇
珈
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
処
遇
事
件
」
と
い
う
．
）

で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施
行
前
処
遇
事

件
」
と
い
う
。
）
又
は
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
処
遇
事
件
で
あ
っ
て
特
定
日
前
に
医
療
観
察
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
日
前
処
遇
事
件
一
と
い
う
。
）
に
係
る
申
立
て
等
に
つ

い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
観
察
法
第

二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
処
遇
事
件
又
は
特
定
日
前
処
遇
事
件

２
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
保
謹
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
犯
罪
被
害
者
等
保
謹
法
」
と
い

う
。
）
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
公
判
鯛
瞥
が
砿
磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
舩
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
適
用
し
、
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
公
判
調
書
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事

訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
に
係
る
新
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
研

訟
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
率
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
舗
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
た
だ
し
．
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
郡
寧
件
と
こ
れ
ら
の
那
件
以
外
の
刑
砺
砺
件
を
併
せ
て
審
判
す
る

場
合
に
お
け
る
当
鮫
申
立
て
に
係
る
珈
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
硝
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
施
行
前
刑
事
事
件
に
係
る
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
砺
件
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
前
損
害
賠
償
命
令
事

件
」
と
い
う
。
）
又
は
特
定
日
前
刑
事
駆
件
に
係
る
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
日
前
損
害
賠
償
命
令
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
続
及
び
そ
の
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

た
だ
し
、
施
行
前
損
害
賠
償
命
令
事
件
又
は
特
定
日
前
損
害
賠
償
命
令
率
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
損
害
賠
償
命
令
の
申

と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
処
遇
班
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
行
う
こ
と

と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
最
高
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
処
遇
砺
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
処
遇
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
情

報
通
信
技
術
の
活
用
の
段
階
的
か
つ
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。
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２
第
二
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
新
国
際
刑
事
裁
判
所
協
力
法
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、

「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
砿
磁
的
記
録
の
消
去

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
腫
）

第
二
十
二
条
施
行
日
前
に
開
始
し
た
第
三
十
六
条
の
規
定
｛
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
．
）
に
よ
る
改
正
前
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影

像
に
係
る
趣
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
胱
み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
・
一
条
第
三
項
に
お
い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿

態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
法
第
十
一
条
の

第
十
九
条
施
行
前
処
遇
駆
件
又
は
特
定
日
前
処
遇
事
件
に
係
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
施
行
前
処
遇
那
件
又
は
特
定
日
餉
処
遇
蛎
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
処
遇
事
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
う
場

合
に
お
け
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
腫
）

第
二
十
条
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十

二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
法
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達

に
代
わ
る
措
置
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
裁
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る
措
置
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
際
刑
率
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
新
国
際
刑
事
裁
判
所
協
力
法
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
醜
用
す
る
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
節
二
十
三
条
第

八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
第
六
十
一
条
１
に
規
定
す
る
審
理

が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
当
該
審
理
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お

け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
・
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
・
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
条
第
二
項
中
「
勝
本
」
を
「
勝
本
（
判
決
が
駐
磁
的
配
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
談
愈
磁
的
記
録
）
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
判
決
の
勝
本
の
」
を
削
る
。

｛
国
会
法
の
一
部
改
正
）

第
．
一
十
五
条
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
の
写
」
を
「
の
写
し
（
令
状
が
趣
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
閉
鼓
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
肥
載

し
、
又
は
記
録
し
た
魯
面
又
は
吐
磁
的
記
録
。
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
百
条
第
二
項
中
「
の
写
」
を
「
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
し
た
」
を
「
付
し
た
」
に
改
め
る
。

（
検
察
官
の
取
り
調
べ
た
者
等
に
対
す
る
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
等
支
給
法
の
一
部
改
正
）

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る
措
置
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
削
に
当
鮫
命
令
又
は
当
賊
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
途
に
代
わ
る
措
世
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
恩
赦
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
判
決
の
原
本
に
そ
の
旨
を
附
記
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各

号
に
定
め
る
措
瞳
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
裁
判
普
が
書
面
で
あ
る
場
合
又
は
独
判
が
啓
面
で
あ
る
調
書
に
記
戦
さ
れ
て
い
る
場
合
当
鮫
裁
判
笹
又
は
当
骸
澗

書
の
原
本
に
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
が
あ
っ
た
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。

二
裁
判
書
が
電
磁
的
記
録
（
晒
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
戯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
瞳
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
当
該
裁
判
書
又
は

当
該
調
書
に
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
が
あ
っ
た
旨
を
記
録
す
る
こ
と
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
に
関
す
る
醤
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
魎
磁
的
肥
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

骸
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
『
の
求
」
を
「
の
求
め
」
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
一
を
「
、
第
五
百
十
一
条
の
二

及
び
第
五
百
十
三
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

一
民
事
解
舩
法
第
百
八
十
九
条
第
三
項

二
非
舩
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
一
条
第
三
項

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
」

を
「
裁
判
所
書
記
官
」
に
、
「
、
宿
泊
料
及
び
」
を
「
及
び
宿
泊
料
並
び
に
裁
判
所
が
そ
の
額
を
定
め
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
検
察
官
の
取
り
鯛
ぺ
た
者
等
に
対
す
る
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
等
支
給
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
同
法
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
中
「
裁
判
所

書
記
官
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
七
条
」
に
改
め
る
。

（
旅
券
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
」
を
加
え
る
ｃ

（
破
壊
活
動
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
及
び
証
拠
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
⑦
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
梢
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
及
び
証
拠
物
（
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改

め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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「
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
八
十
六
条
の
二
」
に
、
「
並
び
に
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
」
を
『
、
第
四
百
八
十
一
条

第
二
項
並
び
に
第
四
百
九
十
四
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
十
年
法
律
第
八

十
号
）
の
一
部
を
欲
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
番
類
一
の
下
に
「
（
電
磁
的
配
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
腿

職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
肥
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
特
定
秘
密
の
保
謹
に
関
す
る
法
律
及
び
砿
要
経
済
安
保
傭
報
の
保
醗
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
伺
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

一
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ

二
亜
要
経
済
安
保
情
報
の
保
瞳
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
匿
）

第
三
十
一
条
附
則
第
十
四
条
の
規
定
は
、
施
行
前
刑
邪
率
件
又
は
施
行
前
保
謹
車
件
に
係
る
総
合
法
律
支
援
法
第
三
十
九
条

第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿

泊
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
一
条
第
四
号
中
「
が
刑
事
施
設
に
到
遠
し
た
一
を
「
若
し
く
は
当
麟
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
記

録
媒
体
が
刑
事
施
股
に
到
達
し
、
又
は
当
鮫
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
肥
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
が
魎
気
通
伯
回
線
を
通
じ
て
刑
駆
施
股
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
樋
（
入
出
力
装
世
を
含
む
。
）

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
六
条
中
「
刑
事
訴
訟
法
」
の
下
に
「
第
六
十
一
条
第
二
項
、
」
を
加
え
、
「
第
二
百
八
十
六
条
の
・
一
」
を
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第
三
十
五
条

改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
傭
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
寵
す
る
。

第
九
十
二
条
中
少
年
法
目
次
の
改
正
規
定
を
削
り
、
同
法
第
五
条
の
三
を
削
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
中
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
五
十
八
条
第
七
項
中
「
新
刑
取
所
舩
法
」
を
「
刑
事
斫
訟
法
」
に
、
「
第
四
百
八
十
四
条
」
を
「
第
四
百
八
十
四

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
中
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
四
条
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一

項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
三
条
の
二
』
に
改
め
、
同
項
の
表
刑
事
所
舩
法
の
項
中
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を

「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
憎
報
通
伯
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
伽
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）第

九
十
二
条
中
少
年
法
本
則
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。

第
九
十
三
条
中
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
目
次
の
改
正
規
定
を
削
り
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
七
条
の
改
正
規
定
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
並
び
に
別

表
第
一
の
一
七
の
項
及
び
一
八
の
項
（
上
欄
㈱
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
別
表
第
三
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
」
を

「
、
別
表
第
一
の
四
五
の
項
及
び
五
一
の
項
並
び
に
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
一
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
中
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
八
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
一
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
第
三

条
第
二
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
後
段
を

第
九
十
三
条
の
う
ち
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
中
第
四
十
九
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
四
十
八
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る

改
正
規
定
を
削
る
。

（
学
校
設
瞳
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
竃
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
砥
に
関
す
る
法
律
の

削
る
。

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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一
部
改
正
）

第
三
十
七
条
学
校
設
世
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
匠
に
関
す

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
一
↓
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
財
務
省
股
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条
財
務
省
般
低
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

安
委
員
会
規
則
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
、
環
境
省
令
及
び
防
衛
省
令
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
財
務
省
令
」
」
に
改
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
九
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
世
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
磁
的
記
録
提
供
命
令
等
に
お
け
る
留
意
砺
項
）

第
四
十
条
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
舩
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
魎

磁
的
記
録
提
供
命
令
を
い
う
。
）
に
よ
り
芯
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
、
又
は
髄
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
押
収
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
お
い
て
個
人
情
報
の
保
睡
が
よ
り
亜
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
で
き
る
限
り
被
告

事
件
又
は
被
疑
事
件
と
関
連
性
を
有
し
な
い
個
人
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

．
（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
に
係
る
取
組
の
推
進
）
、

第
四
十
一
条
政
府
は
、
被
告
人
又
は
被
疑
者
（
以
下
「
被
告
人
等
」
と
い
う
．
）
に
と
っ
て
、
弁
談
人
又
は
弁
護
人
を
選
任

第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
同
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
皿
磁
的
記
録
提
供
命
令
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
百
四
十
一
条
及
び
」
を
「
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
「
胱
み
替
え
る
も
の
」
を
「
、
同
法
第
五
百
十
七
条
中
「
、
国
家
公

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
依
頼
に
よ
り
弁
醗
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
弁
睡
士
で
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
刑
耶
訴
舩
法
第
三

十
一
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
っ
た
後
に
限
る
。
）
（
以
下
「
弁
護
人
等
」
と
い
う
。
〉
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
亜
要
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
接
見
の
ほ
か
に
、
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
告
人
等
と
弁

醗
人
等
と
の
間
に
お
け
る
映
像
と
音
戸
の
送
受
僧
に
よ
る
通
括
を
可
能
と
す
る
た
め
の
運
用
上
の
措
腿
に
つ
い
て
、
地
域
の

実
情
を
踏
ま
え
、
被
告
人
等
と
弁
護
人
等
と
の
間
の
秘
密
の
確
保
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
不
正
行
為
等
の
防
止
に
万
全
を
期
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